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序     文 

 

独立行政法人国際協力機構は、ボリビア多民族国のベニ県及びパンド県村落地域飲料水供給計

画にかかる協力準備調査を実施することを決定し、平成 22 年 3 月 16 日から 4 月 4 日（第 1 次現

地調査）、および平成 22 年 8 月 28 日から 10 月 11 日（第 2次現地調査）までの 2回にわたり株式

会社協和コンサルタンツの樋口宏之氏を総括とする調査団を組織しました。 

調査団は、ボリビア政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実施

し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 この報告書が、本計画の推進に寄与し、ひいては両国の友好親善の一層の発展に役立つことを

願うものです。 

 

 終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 23 年 3 月 

 

 独立行政法人 国際協力機構 

 地球環境部 

部長 江島 真也 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

要 約 



 

要約 

1. 国の概要 

ボリビア多民族国（以下「ボ」国）は南米大陸のほぼ中央に位置する人ロ 1,002 万人（2008 年、

国家統計局：INE）、面積は日本の約 3倍にあたる 1,098 万 km2の内陸国である。国土は標高 4,000m

を超えるアンデス山脈地帯、アルティプラノ高原地帯から、標高 200m 程度のアマゾン、ラプラタ

河の源流域にあたる平原地帯まで多岐多様な自然環境を有している。 

「ボ」国の経済は、経済成長率で 2008 年に 6.2％を記録するなど 2004 年以降は 3％を超えてい

る。一人あたり GNI も 2001 年の 940 ドルから、2008 年には 1,651 ドル（INE）まで上昇するなど

ここ数年堅調に推移している。また天然ガス、亜鉛、錫等の鉱業や、大豆、木材、砂糖等の農業

が主要産業となっているほか、近年ではリチウム、タングステン等のレアメタルが豊富に存在し

ていることで注目を集めている。産業別就業者の割合は、全国では第一次産業である農牧林水産

業が 36.1％、次いで鉱工・製造業、サービス業がそれぞれ 19.7％、44.2％であるのに対して、村

落部では農牧林水産業が 77.5%と第一次産業に依存した経済構造となっている。 

総人口は 2001 年に 827 万人であったが、2008 年には 1,000 万人を超え、2010 年では 1,024 万

人に達すると推定されている。ベニ県、パンド県における 2010 年の人口は、それぞれ約 44.5 万

人、約 8.1 万人で、このうち都市人口がベニ県で約 70％、パンド県で約 51％にもおよび、両県と

もに都市部への人口集中傾向が見られる。 

 
2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

2007 年における「ボ」国の「安全な水へのアクセス率（各戸給水、共同水洗、ポンプ付き井戸）」

は、全国平均値では 80.4%と比較的高いものの、全国の 65％の人口が集中する都市部で 96.1%で

あるのに対して、村落部では 51.1%とその格差が顕著に現れている。更に、本調査対象地域であ

るベニ県及びパンド県の村落部における給水率は、それぞれ 9％、13％と全国で最も低い水準と

なっている。 

安全な飲料水にアクセスできない両県の住民は、河川、湖、沼、浅井戸等の衛生的でない水源

を利用しているため、地域によっては生活排水や家畜のし尿による汚染が見られ、水因性疾患の

蔓延や高い乳幼児死亡率の原因となっている。また、飲料水を確保するための水汲みに対する労

働は主に婦女子の役割となっている。このため「安全な水へのアクセス率」の改善は衛生面の改

善だけでなく、ジェンダーへの配慮や貧困対策などを含めた最重要課題のひとつであった。 

このため、ベニ県およびパンド県では JICA の支援による開発調査を実施し、地下水および湧水

を水源としたベニ県 47村落、パンド県 60村落に対する給水施設を建設する「水供給 5 ヵ年計画」

を策定した。本計画では、両県 UNASBVI が直営で地下水開発を実施する計画であり、井戸掘削機

材および地下水調査用機材の調達、およびこれを活用するための人材育成が同計画の実施・推進

にあたり前提条件となっていた。しかしながら両県ともに、湧水を水源とした給水施設建設や施

設の改修等は既に実施しているものの、井戸掘削機材の調達に必要な予算の確保が困難であった

S-1



 

為、当初計画していた「水供給 5ヵ年計画」が適切に実施されていないという問題が生じていた。 

こうした状況のもと、環境・水資源省および両県は、より積極的に給水率を向上させるために

必要となる機材の整備、および井戸掘削や地下水開発に関する技術移転を目的とした無償資金協

力を我が国に要請してきた。 

 
3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

JICA は、この要請に基づき同国ベニ県及びパンド県村落地域飲料水供給計画にかかる協力準備

調査を実施することを決定し、平成 22 年 3 月 16 日から 4月 4 日（第 1次現地調査）、および平成

22 年 8 月 28 日から 10月 11 日（第 2 次現地調査）までの 2 回にわたり調査団を派遣した。 

本プロジェクトでは「ボ」国側が実施する「水供給 5ヵ年計画」の推進を図るため、両県 UNASBVI

の実施体制を強化することをプロジェクト目標とする。このため日本側が実施する協力対象事業

としては、①井戸掘削および地下水調査用機材の調達（表 1）、②本調査の対象となったベニ県

20 村落（1村落は対象から削除）、パンド県 15村落に対する井戸用資材の調達（表 2）、③調達

する機材類を有効かつ持続的に活用するための技術移転、村落の水衛生委員会に対する支援体制

の強化（表 3、4）を行うこととする。技術移転は、両県それぞれ 5村落を対象として OJT にて実

施されるが、日本側で調達した資機材以外の建設にかかる資材、費用、人材投入等は全て「ボ」

国側の負担事項となる。 

これらの「ボ」国における周辺状況、開発調査結果、および本計画における現地調査を考慮し

た結果、本プロジェクトの目標を達成するために必要となる支援コンポーネントを図 1 のとおり

策定した。 

 

図 1 本プロジェクトおよび協力対象事業の概要 

主要検討事項：

①ASVI（生命の水プロジェクト）と協調したプログラムアプローチの観点

②同国で実施された類似案件の反省点の反映

③自立的で持続可能な村落給水事業に対する指導計画の策定

ASVI（生命の水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）による技術協力

①地下水開発全般
②村落開発（運営維持管理・衛生教育・生産的活動）
③県-市‐村落間の事業実施体制強化 等

① 掘削機および調査用機材

・井戸掘削関連資機材 （両県各一式）

・地下水調査用機材 （両県各一式）

③ 技術指導

ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

①井戸工事運営管理
②水文地質
③物理探査
④運営維持・衛生教育

運用指導
（調達業者）

①井戸掘削技術1・2
②ﾎﾟﾝﾌﾟ/電気・配電1・2
③水質分析
④機材整備

協力対象事業

両県UNASBVIの実施体制強化

必要項目：

①地下水開発関連機材の整備

②組織・技術者の実施能力強化

OJT 対象村落：

ベニ県５村落、パンド県５村落

ベニ県全２４村落、パンド県全２４村落

（OJT対象村落を含む）

５ヵ年計画給水施設（井戸水源のみ）

井戸掘削＋給水施設建設

「ボ」国側実施事業

② 井戸用資材

・井戸資材調達

（ベニ県２０村落分、パンド県１５村落分）
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表 1 井戸掘削機材および地下水調査用機材の概要 

 

表 2 井戸建設用資機材の概要 

 

表 3 技術指導対象となる村落および「ボ」国側による建設内容 

 

ベニ県 パンド県 ベニ県 パンド県

200m掘削用

ﾄﾗｯｸ搭載型掘削機

200mまでの掘削が可能なﾄﾗｯｸ搭載型（4×4駆動）

ﾄｯﾌﾟﾍｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾛｰﾀﾘｰ式掘削機。
1式 － 1式

100m掘削用

ﾄﾗｯｸ搭載型掘削機
100mまでの掘削が可能なﾄﾗｯｸ搭載型（4×4駆動）

ﾄｯﾌﾟﾍｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾛｰﾀﾘｰ式掘削機。
－ 1式 － 1式

70m掘削用

ﾄﾗｸﾀｰ搭載型掘削機
70mまでの掘削が可能なﾄﾗｸﾀｰ搭載型ﾛｰﾀﾘｰ式掘削機。 － 1式 － －

掘削機付属ﾂｰﾙｽ
井戸掘削機に装備される付属ﾂｰﾙｽ。
ﾛｯﾄﾞ、ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ、ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ等。

1式 2式 1式 1式

ｴｱｰﾘﾌﾄ用資機材
井戸孔内洗浄用資機材。
ｴｱﾘﾌﾄ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ｴｱﾘﾌﾄﾊﾟｲﾌﾟ、ﾎｲｯｼﾝｸﾞ等。

1式 2式 1式 1式

昇降ﾂｰﾙｽ及び
事故回復ﾂｰﾙｽ

井戸掘削に必要なﾛｯﾄﾞ、ｹｰｼﾝｸﾞの昇降ﾂｰﾙｽ、事故回復
ﾂｰﾙｽ。

1式 2式 1式 1式

掘削用消耗品
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ（破砕切歯）、孔壁保護管材。
ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ、ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ、STPG管等。

1式 2式 1式 1式

井戸工事付帯
作業用ﾂｰﾙｽ

井戸掘削作業用工具類。
油圧・電動工具、高速切断機、工具類、泥水分析機器等。

1式 2式 1式 1式

掘削機材類
整備用工具

掘削機修理、ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ交換工具類。 1式 2式 1式 1式

通信用無線器 現地通信用無線機。 1式 2式 1式 1式

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ類 掘削機の交換部品。 1式 2式 1式 1式

重量物運搬用
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)

重量物の運搬、積下用。
吊上げ能力2.9t以上のｸﾚｰﾝ付きで4×4駆動。

1式 1式 1式 1式

水ﾀﾝｸ車
掘削揚水運搬用。
積載能力4,000L以上で4×4駆動。

1式 1式 1式 1式

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ
工事運搬用、調査用、管理用車両。
4×4駆動ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ・ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ。

3台 4台 3台 3台

2-1
物理探査機器 電気探査装置

地質調査用機材。垂直電気探査器、1D、2D解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ。
1式 1式 1式 1式

2-2
孔内検層器 孔内検層器

井戸孔内地質分布調査用機材。比抵抗、自然電位等の測
定。

1式 1式 1式 1式

2-3
簡易水質分析器 簡易水質分析器類

簡易試験方式で、「ボ」国、WHO水質基準の項目に準じ

る。
1式 1式 1式 1式

2-4
揚水試験用機器 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚水試験用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、水位測定器、電磁流量計 1式 1式 1式 1式

2-5
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ類 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀ、ｽｷｬﾅｰ、分析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1式 1式 － －

計画
品名 概要

要請
項目

1.
掘削用機
材及び資
材

1-2
掘削用支援車両

1-1
井戸掘削機材

2.
試験及び

計測用機
器

ベニ県 パンド県 ベニ県 パンド県

6インチPVCｹｰｼﾝｸﾞ・ｽｸﾘｰﾝ、ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ等 20村落分 15村落分

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ、調泥剤、充填砂利
5村落分
（指導分）

5村落分
（指導分）

水中ﾎﾟﾝﾌﾟおよび
発電機

生産井用、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、制御盤、配管（口元まで）、発電機
ﾎﾟﾝﾌﾟ11台
発電機5台

ﾎﾟﾝﾌﾟ12台
発電機8台

ｿｰﾗｰ用
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

生産井用、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、制御盤、配管（口元まで）、発電ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ

9台（式） 3台（式）

計画
品名 概要

要請

1.
井戸建設
用の資機
材

1-2
井戸用設備

項目

1式 1式

1-1
井戸用資材

井戸建設用資材

NO. 市名 村落名
2017年

人口（人）
掘削本数

（本）

計画
掘削深度
（GL-m）

制御建屋
（棟）

配水池
建設
（池）

共同水栓
建設

（ヶ所）

導配水管
敷設
（式）

4 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 470 1 80 1 RC20m3 2 1
6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 5,080 1 100 1 RC30m3

×3 2 1
7 ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ 300 1 120 1 RC10m3 2 1
9 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 340 1 80 1 RC10m3 2 1
20 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 140 1 200 1 木製5m3 2 1

6,330 5 580 5 7 10 5

1 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 6,460 1 55 1 RC30m3
×2 2 1

4 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 390 1 60 1 RC20m3 2 1
6 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 520 1 100 1 RC30m3 2 1
9 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 140 1 70 1 木製5m3 2 1
10 ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ） 3,870 1 80 1 RC30m3

×2 2 1
11,380 5 365 5 7 10 5TOTAL

ベニ県

パンド県

TOTAL

「ボ」国側建設内容（技術指導対象分）
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表 4 技術移転における日本人技術者の投入計画概要 

日本人指導者 主な指導対象者 区分 段階/形態 投入 MM 

井戸工事運営管理 UNASBVI 責任者（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 7.33 

水文地質 調査班（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 3.5 

物理探査 調査班（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 2.0 

運営維持管理・衛生教育 社会開発班（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 4.0 

井戸掘削技術 1 掘削班（両県/ベニ県） 調達業者 運用指導 7.33 

井戸掘削技術 2 掘削班（パンド県） 調達業者 運用指導 6.83 

ポンプ挿入、電気、配電 1 掘削班／施設班（ベニ県） 調達業者 運用指導 2.07 

ポンプ挿入、電気、配電 2 掘削班／施設班（パンド県） 調達業者 運用指導 1.67 

水質分析 調査班（両県） 調達業者 運用指導 1.4 

機材整備 掘削班・整備課（両県） 調達業者 運用指導 2.5 

 
4. プロジェクトの工期及び概略事業費  

本プロジェクトの日本側実施工程は、入札業務などの実施設計に約 3.5 ヶ月間、機材調達

期間を製造から輸送まで約 8.0 ヵ月間を要し、また機材納品後には日本人技術者による技術

移転が約 9.0 ヶ月間に渡って実施されることになる。 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる概略事業費の総額は、約 9.42 億円（日本側事

業費：約 5.79 億円、「ボ」国側事業費：約 3.63 億円）と見積もられる。 

 
5. プロジェクトの評価 

（1）妥当性 

次の内容から、本プロジェクトを我が国の無償資金協力で実施することの意義は大きく、その

妥当性は高いと判断する。 

① 国家および県開発計画との整合性 

中央政府では「国家開発計画（2006～2010 年）」を策定し、「人として尊厳のある生活の回

復」を国家重点政策の一つとして取り上げ、上下水道セクターへの開発を推進することとして

いる。環境・水資源省では、この国家政策を具体化するために、「国家基礎衛生計画（2008～

2015 年）」を策定し、村落部の給水普及率を 50.3％（2007 年）から 2015 年までに 80％まで向

上させるとしている。またベニ県およびパンド県が策定したそれぞれの県開発計画においても、

村落部の給水サービスの改善・普及率の拡張が重点課題として取り上げられており、同セクタ

ーへの支援の必要性は高い。 

② 緊急性および貧困・ジェンダーへの配慮 

ベニ県およびパンド県の貧困率（基礎的ニーズの非充足度）は、それぞれ 76.1%、72.5%と全

国水準から比較してかなり高い傾向にある。更に、村落部における給水率においても、ベニ県

が 9％、パンド県が 13％と全国で最も低い水準となっている。また、安全な飲料水にアクセス

できない両県の住民は、河川、湖、沼、浅井戸等の衛生的でない水源を利用しており水因性疾
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患の蔓延や高い乳幼児死亡率の原因となっているほか、飲料水を確保するための水汲み労働は

主に婦女子の役割となっている。本プロジェクトは「安全な水へのアクセス率」が改善される

だけでなく、現在実施中の技術協力プロジェクトによる支援をとおして生活の質の改善をも図

られることから、その重要性および緊急性は非常に高い。 

③ 日本の技術を用いる必要性・優位性 

同国で過去に実施された 3 つの地下水案件では、日本製の井戸掘削機や調査用機材が調達さ

れるとともに、日本人による技術移転が実施された。いずれの案件も「ボ」国内の評価は高く、

本プロジェクトにおいても日本製機材への期待が非常に高い。また技術協力プロジェクトにお

いても、これらの機材を活用した維持管理、調査・分析手法が指導されているなど、日本の技

術を用いる必要性や優位性は高い。 

④ 実施の可能性と持続可能な体制の構築 

ベニ県およびパンド県では表流水を活用した給水事業は実施しているものの、地下水開発は

初めての経験となる。しかし、無償資金協力や技術協力プロジェクトによる技術指導を実施す

ることで、両県の運営能力向上は可能であり、さらに「ボ」国内のリソースを活用した支援体

制を構築することで持続性のある事業が展開されることが期待できる。また、県および市が協

働した村落への支援体制を構築することで、持続的な給水サービスが実施されることも期待で

きる。 

⑤ 環境面への配慮 

社会環境面に関しては、環境ライセンスの取得など法的手続きを行うことや、ステークホル

ダーに対する通知・説明等が必要となるものの、これらの措置が適切に実施されれば、社会環

境に大きな影響は与えない。また自然環境面では、本プロジェクトで掘削される井戸が深井戸

であることや、必要揚水量も少ないことから地下水、表流水、水質汚濁、地盤沈下に対し大き

な影響を与えることは考えにくく、また施工時の対策を十分に講じることで環境への負の影響

は生じないと判断できる。 

（2）有効性 

次の内容から、本プロジェクトを我が国の無償資金協力で実施することの意義は大きく、その

有効性が見込まれる。 

 
1）定量的効果 

本プロジェクトの直接裨益人口がベニ県では 1.1 万人、パンド県では 1.6 万人となる。現状

の給水普及率からの増加を考慮すると本プロジェクトにおける定量的効果は表 5の通りとなる。 

表 5 定量的効果 

指標名 基準年（2009 年） 
目標値（2014年） 

【協力対象事業建設完了時】

給水普及率 （ベニ県） 40.7% 43.9% 

給水普及率 （パンド県） 42.4％ 66.6% 
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2）定性的効果 

本プロジェクトにおける定性的効果は次の通りである。 

① 両県 UNASBVI の組織運営能力が強化される 

両県 UNASBVI の地下水開発能力が強化されることで「水供給 5 ヵ年計画」が実施可能とな

り、年間 10 本程度の井戸掘削が継続的に行われる。 

② 村落への支援体制が強化される 

県、市の協働による村落への支援体制が強化され、持続的な水道事業の運営が可能となる。 

③ 村落衛生・労働環境が改善される。 

安全で安定した飲料水が供給されることで、水因性疾病罹患率や、女性や子供による水汲

み労働時間が低減される。 
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完成予想図



No.7 San Juan de Aguas Dulces No.6 San Joaquin

灌漑用ため池が主要な飲料水の水源となっている。

写真１ ベニ県

市内給水用の手掘井戸。同敷地内に8井あるが、乾期には1日2時
間運転となる。

No16 7 Esquinas No.20 Carmen del Maniqui

No.9 La Argentina No16 7 Esquinas
灌漑用ため池が主要な飲料水の水源となっている。 村落の様子

UNICEFあるいはBRASBENI(EU)によって設置されたハンドポン
プ。PVC製のため破損しやすく、放置されているケースが非常に
多い。

市役所が設置したﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ。7ヶ所に設置されているが、鉄分が
多く使用していない。ほかに手掘井戸が6井あるが、乾期には半数
が枯れてしまう。



No.6 Arca del Israel No.1Puerto Rico

写真２ パンド県

公共手掘井戸。乾期には水位が極端に低下する。洗濯は15分歩
いた河川で行っている。

市内用湧水の取水口。３ヵ所の湧水を用いているが水量が不足し
ているため、エリアを分け2日で2時間の給水を実施している。

No.15 Santa Crucito No.10 Ａvaroa (Perla del Acre)

No.2 Loma Alta No.13　Ｔrinidadcito
政府の集中化政策で形成された村。散在住居を集中させｲﾝﾌﾗ整
備を実施した。配水池はあるが水源がないため、手掘井戸を使用
している。

村落の公共手掘井戸。70世帯の住民に対して6箇所の手掘井戸
が存在している。孔壁を保護していないため水は濁っている。

住民が飲用のため使用している湧水水源。乾期のため水位が減
少している。居住区の下流にあたるため、将来的には汚染の危険
性がある。

給水車からの水をためる公共タンク。ｺﾋﾞﾊ市郊外の村落。市役所
の給水車によって15日に1度、配水される。



ベニ県民間井戸業者所有機材（Todo Agua Srｌ社） ベニ県民間井戸業者所有機材（Botega社）

ﾛｰﾀﾘｰ式ﾄﾗｯｸ搭載型160ｍ級（1985年式） ﾛｰﾀﾘｰ式ﾄﾗｸﾀｰ搭載型100ｍ級1台（ND年式：自作）

写真３

第1次現地調査時ワークショップ（ベニ県） 第1次現地調査時ワークショップ（パンド県）

第1次現地調査時ミニッツ署名（ベニ県） 第1次現地調査時ミニッツ署名（パンド県）



第2次現地調査時ミニッツ署名 パンド県が独自に実施している村落への視察

右：ベニ県知事代理、中：パンド県知事 住民側からプロジェクトに対する催促があった。

写真４

ベニ・パンド県境の渡し舟 ベニ県サンタ・アナ市からの街道

ベニ県資機材置き場・機材倉庫予定地 パンド県資機材置き場・機材倉庫予定地

大型の渡し舟はパンド県が所有し、チケット制となっている。小型
は民間が運行（1回2～8ドル）している。

ベニ県・パンド県ともに主要街道には河川を横断する箇所が複数
ある。乾期には、船に搭乗する際の斜面傾斜角が大きくなる。
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 



 

第 1章 プロジェクトの背景・経緯 

1.1 当該セクターの現状と課題 

1.1.1 現状と課題 

ボリビア多民族国（以下「ボ」国）は南米大陸のほぼ中央に位置する人ロ 1,002 万人（2008 年、

国家統計局：INE）、面積は日本の約 3倍にあたる 1,098 万 km2の内陸国である。国土は標高 4,000m

を超えるアンデス山脈地帯、アルティプラノ高原地帯から、標高 200m 程度のアマゾン、ラプラタ

河の源流域にあたる平原地帯まで多岐多様な自然環境を有している。 

「ボ」国の経済はここ数年堅調に推移しており、一人あたり GNI は 2001 年の 940 ドルから、2008

年には 1,651 ドル（INE）まで上昇している。一方で、経済格差を示すジニ係数も 2000 年に 44.7

（国連開発計画：UNDP）であったものが 2007 年には 58.2 まで上昇している。これは全世界でも

6 番目に大きい値である。 

また、「ボ」国では総人口の 58.6%が貧困層（図 1.1.1 参照）に分類され、特に本計画の対象

地域であるベニ県およびパンド県の貧困率（基礎的ニーズの非充足度）は、それぞれ 76.1%、72.5%

とかなり高い傾向にあるなど、地方都市部や村落部に対する富の不平等な分配や、インフラ整備

を含めた地域経済活性化が大きな社会的課題となっている。国連の「人間開発報告書 2009」によ

ると、「ボ」国の人間開発指数値は 0.729 と人間開発中位国（0.800＞HDI ≧ 0.500）に分類され、

182 カ国中 113 位という状況にある。 
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図 1.1.1 「ボ」国および各県ごとの貧困層の割合（2001 年センサス） 

2007 年における「ボ」国の「安全な水へのアクセス率（各戸給水、共同水洗、ポンプ付き井戸）」

は、全国平均値では 80.4%と比較的高いものの、全国の 65％の人口が集中する都市部で 96.1%で

あるのに対して、村落部では 51.1%とその格差が顕著に現れている（図 1.1.2 参照）。更に、本

調査対象地域であるベニ県及びパンド県の村落部における給水率は、それぞれ 9％、13％と全国

で最も低い水準となっている。 

安全な飲料水にアクセスできない両県の住民は、河川、湖、沼、浅井戸等の衛生的でない水源

を利用しているため、地域によっては生活排水や家畜のし尿による汚染が見られ、水因性疾患の

蔓延や高い乳幼児死亡率の原因となっている。また、飲料水を確保するための水汲みに対する労
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働は主に婦女子の役割となっている。このため「安全な水へのアクセス率」の改善は衛生面の改

善だけでなく、ジェンダーへの配慮や貧困対策などを含めた最重要課題のひとつである。 
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図 1.1.2 2007 年における「ボ」国の飲料水源（左：都市部、右：村落部、2007 年、INE） 
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図 1.1.3 県毎の都市部・村落部における給水普及率（センサス 2001 年） 

 

1.1.2 開発計画 

（1）基礎衛生国家計画（2008-2015） 

2006年1月に就任した現大統領により、同年6月、「国家開発計画（Plan Nacional de Desarrollo） 

2006-2010」が策定された。この開発計画は尊厳ある生活（vivir bien）を目指して、①生産性向

上、②人として尊厳のある生活の回復、③国際社会における権利の回復、④民主主義の 4つの戦

略をもって推進されることが述べられている。給水セクターに関しては、2010 年までに全国の給

水普及率を 78％まで向上させること、これに対する予定投資額 2,870 万ドルを予定していること

が明記された。 

これを受け環境・水資源省では、これまで存在していた「国家基礎衛生計画（2000－2010）」

を進展させた「国家基礎衛生計画（2008－2015）」を策定している。この基礎衛生計画は、表 1.1.1

に記述した政策の 3つの柱をもとに、水資源統合管理の枠内で飲用水と基本衛生に対する持続可
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能なサービスへのアクセスを増加させることを目的とした計画であり、国・地方・県・市レベル

の開発における基礎となることが明記されている。さらに、表 1.1.2 に掲げられた目標の中には、

給水普及率を 2015 年までに全国 90%、都市部 95%、村落部 80%まで向上させることが設定されて

いる。なおミレニアム目標値は、給水普及率 2001 年の 72％を 2015 年までに 84％へ改善すること

となっているが、国家目標としてはこれを上回る値を設定している（都市・村落別の設定はない）。 

表 1.1.1 「国家基礎衛生計画（2008－2015）」における政策の 3 つの柱 

 3 つの柱 概要 

1 生命の水 
①生命の権利としての水、②基礎ｻｰﾋﾞｽは人間の権利、③商

業としての水の根絶、④民営化の禁止 

2 政府の中心的役割 
①主要な投資機関としての政府、②組織強化・技術協力・村落

開発におけるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 
3 社会への参画 ①ｺﾐｭﾆﾃｨｰ・組合組織の強化、②習慣・慣習の認識 

表 1.1.2 「国家基礎衛生計画（2008－2015）」における 4 つの目標 

 目標 概要 

1 2015 年に向けた給水人口・普及率の拡張 

・給水普及率 90% （290 万人分の拡張） 

・衛生普及率 80% （440 万人分の拡張） 

・下水処理プラントの利用率 80% （260 万人分の拡張） 

・投資必要金額：上水道 297 百万ドル 

2 ｾｸﾀｰに対する気象変動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・ﾃｰﾏに対する教育環境の向上 

・上下水道及び関連機関との協調 

・災害ﾘｽｸ緩和、抑制ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの投資 等 

3 効率的な水利用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・1 百万個の水洗式ﾄｲﾚの導入、 

・ﾃｰﾏに対する教育環境の向上 

・20％の水消費量の節約 等  

4 組織強化 

・MMAyA/VAPSB の組織・基準の強化 

・ｾｸﾀｰ開発に対する資金投資政策の実施 

・AAPS・SENASBA・EMAGUA の補強・組織強化 

・情報ｼｽﾃﾑの強化 等 

注）：普及の定義：各戸、共同水栓、ポンプの付いた井戸の各施設による給水 

図 1.1.4 上下水道・衛生施設における目標値（「国家基礎衛生計画（2008－2015）」） 

 

（2）ベニ県開発計画（2006-2011） 

ベニ県開発計画では、交通網の開発による地域・国内統合、電化、観光開発、基礎サービスの

向上、農業・牧畜・林業産物の産業化および輸出、生活の向上が重点課題として挙げられており、

このうち基礎サービスの中に住宅、電化、水道、下水サービスへのアクセス向上が含まれている。

具体的には、次の項目を取り上げている。なお、ベニ県では定量的な目標値は設けられていない。  

・都市部の飲料水供給に向けた資金的支援 

◎2007 年現状 
・給水普及率：全国 74.5%、都市部 87.5%、村落部 50.3% 
・衛生施設普及率：全国 47.7%、都市部 53.7%、 

村落部 36.5% 

◎2015 年目標 
・給水普及率：全国 90%、都市部 95%、村落部 80% 
・衛生施設普及率：全国 80%、都市部 79%、村落部 80%
・投資必要金額：上水道 297 百万ドル 
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・村落部の給水サービスの改善・普及率の拡張 

・健康を維持するために不可欠な、持続的な水道サービスの推進 

 

（3）パンド県開発計画（2008-2015） 

パンド県開発計画では、①自治・統治・地域管理、②競争力のある生産品開発、③環境保護、

④人間開発の各分野が重点テーマとして挙げられている。このうち人間開発分野において、給水・

基礎衛生の普及率向上などの基礎サービスを推進することが含まれている。特に給水セクターに

関しては、具体的には、次の 2点を重点課題として取り上げている。パンド県開発計画では 2015

年までの給水セクターの目標値を表 1.1.3 のとおり規定している。 

・給水普及率を 2015 年までに村落部で 31％まで改善 

・既存表流水源から安全な水源である地下水への転換 

表 1.1.3 パンド県開発計画（2008-2015）におけるセクターの目標値 

 2009 年目標 2011 年目標 2015 年目標 

上水道 ｺﾋﾞﾊ市 95％、村落部 11％ 村落部 21％ 村落部 31％（地下水による）

衛生・下水道 ｺﾋﾞﾊ市 42％、村落部 23.8％ ｺﾋﾞﾊ市 52％、村落部 33.8％ ｺﾋﾞﾊ市 62％、村落部 43.8％

 

（4）「ベニ県及びパンド県における村落地域飲料水供給計画調査（2007-2009 年、開発調査）」 

JICA は、両県の給水率向上のための水供給計画策定と、両県 UNASBVI(Unidade de Agua, 

Saneamiento B sico y Vivienda:水・基礎衛生・住宅課)による運営維持管理にかかる市や村落に

対する支援の向上を目的とし、2007 年から 2009 年にかけて開発調査を実施した。開発調査では、

①水源開発の基本方針、②給水事業の基本方針、③対象村落の優先ランクから、④両県が実施す

べき「水供給 5ヵ年計画」を策定し、実施体制を確立するために必要となる⑤井戸建設機材の仕

様が策定されている。 

①水源開発の基本方針 

既存水源調査および地下水開発の可能性調査から、両県を 6つの地域に区分（図 1.1.5 参照）

し、それぞれの地域特性に応じた水源開発を実施する計画を立案した。表 1.1.4 に地域区分と

主要水源を示す。 

②給水事業の基本方針 

上記、地域区分に応じた水源開発の方針に基づいて、主要水源および人口規模に応じた給水

事業の基本方針（給水モデル）を策定した（表 1.1.5 参照）。あわせて給水システム毎の概算建

設費用を算出した。 

③対象村落の優先ランク 

調査結果から、人口規模、既存水源の状況、社会状況、緊急度に応じ、ベニ県 220 村落、パ

ンド県 73村落に対して ABC の 3 段階で優先付けを行った。 
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図 1.1.5 地域区分（水理地質区）毎の水源開発の基本方針 

表 1.1.4 地域区分（水理地質区）毎の水源開発の基本方針 

 

 

地域区分（水理地質区分） 地形、地質 主要水源と想定される揚水(取水)量 

I パンド丘陵高位面 丘陵、第四紀層～三紀層 
①湧水：20m3/日 

②深井戸（50～100m）： 510m3/日 

II パンド丘陵中位面 丘陵、第四紀層～三紀層 湧水：5～20m3/日 

III パンド段丘低位面 河岸段丘、段丘礫層 浅井戸（10～20m）：1,360 m3/日  

IV ベニ平原北部丘陵 台地、第四紀層～三紀層 深井戸（50～100m）：800 m3/日 

V ベニ平原中央低地 低地、沖積層（砂、粘土） 

【南部】 ①深井戸（100～200m）：500 m3/日 

【中央部】 ②深井戸（50～100m）：224 m3/日 

【東部】 ③浅井戸（20～40ｍ）：138m3/日 

VI ベニ山麓扇状地 扇状地、第四紀層 湧水：20～100 m3/日 
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表 1.1.5 給水事業の基本方針（給水モデル） 

 

④「水供給 5 ヵ年計画」 

水供給 5 ヵ年計画は、表 1.1.6 のとおり 1 年次にパイロットプロジェクト、2 年次は両県に

よる既存体制で実施できる規模、3年次の半ばには機材が調達されることを想定して年間4本、

4年次以降には年間10本の深井戸掘削を実施する計画である。年間掘削本数の設定に関しては、

技術移転を受けてから経験を十分につけるまでの間、掘削可能と考えられる本数であり、5 年

次以降の活動では、年間 10 本以上の掘削が期待される。 

表 1.1.6 両県水供給 5 ヵ年計画の年度別施設建設数（青枠：本プロジェクト対象部分） 

年度 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次 合計 

県側による給水事業       
開発調査ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ       
地下水開発資機材の調達   ▲    
UNASBVI 直轄井戸工事       

ベ
ニ
県 

開発調査ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数 2 － － － － 2 
渓流水源による工事村落数 － 2 4 3 3 12 
深井戸工事村落数 （民間井戸業者） － 3 2 2 2 9 
深井戸工事村落数 （直接工事） － － 4 10 10 24 

計 2 5 10 15 15 47 

パ
ン
ド
県 

開発調査ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数 3 － － － － 3 
湧水水源による工事村落数 － 5 4 2 2 13 
深井戸工事村落数 (直接工事) － － 4 10 10 24 

浅井戸工事村落数 (直接工事) － － － 10 10 20 
計 （浅井戸を考慮しない場合） 3 5 8 22（12） 22（12） 60（40）

 

 

ﾓﾃﾞﾙ

No. 
人口による

区分 
水源・給水 

ｼｽﾃﾑ 
給水施設内容 

概算建設費

（千 Bs.） 

市負担分

（千 Bs.） 

1 200 人

渓流取水 
沈殿池、導水管、配水池、送配水管、共

同水洗（各戸給水栓） 

1,276 877

2 500 人 1,597 1,093

3 1,000 人 2,258 1,614
4 50 人 湧水取水（各戸～複数戸） 水源防護工 23 8.3
5 200 人

湧水取水（村落） 
水源防護工、送水ﾎﾟﾝﾌﾟ工、高架水槽(簡
易)、配水管、共同水栓（各戸給水） 

290 174
6 500 人 565 387
7 50 人 浅井戸（各戸～複数戸） 井戸＋ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 587 392

8 200 人 深井戸 （20-40m） 
井戸＋水中ﾎﾟﾝﾌﾟ＋管理棟(発電機)＋簡

易型高架水槽＋配水管＋共同水栓 
35.7 8

9 50 人

深井戸 (50-100m) 
井戸＋水中ﾎﾟﾝﾌﾟ＋管理棟(発電機)＋簡

易型高架水槽＋配水管＋共同水栓 

183 40
10 200 人  372 192
11 500 人 372 192
12 200 人

深井戸 (100-200m) 
井戸＋水中ﾎﾟﾝﾌﾟ＋管理棟(発電機)＋高

架水槽＋配水管＋共同水栓(各戸給水)

 764 472
13 500 人 907 615
14 1,000 人 1,518 1,137
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⑤井戸建設機材の仕様 

開発調査で策定された 5ヵ年計画に必要となる井戸建設用機材を表 1.1.7 に示す。 

表 1.1.7 5 カ年計画実施に必要となる井戸建設用資機材 

機材の種類 
ベニ県 

深井戸用 
パンド県 

深井戸用 浅井戸用 

井戸掘削機 ◎（200m 対応） ◎（150m 対応） ◎（50m 対応） 

資機材運搬用ﾄﾗｯｸ、ｸﾚｰﾝ付(3t) ◎ ◎  

水ﾀﾝｸ車 ◎   

小型作業車  ◎ ◎ 

小型作業車 (調査車両) ◎ ◎  

小型作業車 (管理車両) ◎ ◎  

物理探査機器 ◎ ◎  

孔内検層機器 ◎ ◎  

ｴｱｰﾘﾌﾄ機材 ◎ ◎  

揚水試験機材 ◎ ◎  

水質分析器 ◎ ◎  

 

1.1.3 社会経済状況 

（1）社会経済 

「ボ」国の経済は、経済成長率で 2008 年に 6.2％を記録するなど 2004 年以降は 3％を超えてい

る。また一人あたり GNI も 2001 年の 940 ドルから、2008 年には 1,651 ドル（INE）まで上昇する

などここ数年堅調に推移している。 

「ボ」国では天然ガス、亜鉛、錫等の鉱業や、大豆、木材、砂糖等の農業が主要産業となって

いるほか、近年ではリチウム、タングステン等のレアメタルが豊富に存在していることで注目を

集めている。産業別就業者の割合は、全国では第一次産業である農牧林水産業が 36.1％、次いで

鉱工・製造業、サービス業がそれぞれ 19.7％、44.2％であるのに対して、村落部では農牧林水産

業が 77.5%と第一次産業に依存した経済構造となっている（表 1.1.8 参照）。 

表 1.1.8 産業別就業者人口の割合（2007 年、INE） 

  全国（%） 都市部（%） 村落部（%） 

農業・牧畜・林業・漁業 36.1 5.4 77.5 

鉱工業・建設業 19.7 27.5 9.2 

商業・ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ 17.8 27.0 5.5 

輸送・倉庫・情報 5.8 9.0 1.6 

金融・不動産 3.5 5.6 0.7 

公共ｻｰﾋﾞｽ 13.6 20.1 4.8 

その他のｻｰﾋﾞｽ 3.5 5.5 0.7 
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（2）人口 

「ボ」国の総人口は 2001 年に 827 万人であったが、2008 年には 1,000 万人を超え、2010 年で

は 1,024 万人に達すると推定されている（表 1.1.9 参照）。ベニ県、パンド県における 2010 年の

人口は、それぞれ約 44.5 万人、約 8.1 万人で、このうち都市人口がベニ県で約 70％、パンド県

で約 51％にもおよび、両県ともに都市部への人口集中傾向が見られる。 

INE が推定した年毎の人口増加率（表 1.1.10 参照）は 2005 年以降減少傾向にあるものの、両

県ともに全国レベルを超えている。特に、パンド県に関しては 4％前後の高い人口増加率が推定

されているうえに、さらに国家政策として土地の再分配が実施され、同県への入植計画が進行し

新しい村落が多く形成されているため、人口増加率はさらに高まることが予想される。 

表 1.1.9 「ボ」国およびベニ県、バンド県の人口（INE） 

  
1992 年センサス 2001 年センサス 2010 年推定 

人口 都市人口 村落人口 人口 都市人口 村落人口 人口 都市人口 村落人口

全国 6,420,792 3,694,846 2,725,946 8,274,325 5,165,230 3,109,095 10,426,154 6,922,107 3,504,047

ベニ県 276,174 182,748 93,426 362,521 249,152 113,369 445,234 315,112 130,122

パンド県 38,072 10,001 28,071 52,525 20,820 31,705 81,160 41,948 39,212

表 1.1.10 ベニ県、バンド県における推定人口増加率(％、INE) 

年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

全国 1.67 1.62 1.58 1.55 1.53 1.52 
ベニ県 1.99 1.91 1.85 1.80 1.76 1.74 

パンド県 4.46 4.28 4.15 4.01 3.87 3.72 

 

1.2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

ベニ県およびパンド県の村落部における 2001 年の給水普及率は、ベニ県 9％、パンド県 13％と

全国平均と比較して劣悪な飲料水環境にある。このため多くの住民は、河川、湖、沼、浅井戸等

の水を浄水することなく飲用として利用しているが、地域によっては生活排水や家畜のし尿によ

り汚染されていることもあり、水因性疾患の蔓延や高い乳幼児死亡率の原因となっている。 

「ボ」国政府は「人として尊厳のある生活の回復」のための戦略の一環として、2010 年までに

「ボ」国の給水普及率を 78％、衛生施設の普及率を 60%まで向上させることを目標として掲げて

いたものの、同地域に対する開発に関しては、実施機関の能力不足等から具体的な開発計画が策

定されてこなかったため、十分な資金を投入できない状況にあった。 

このため、ベニ県およびパンド県では JICA の支援による開発調査を実施し、地下水および湧水

を水源としたベニ県 47村落、パンド県 60村落に対する給水施設を建設する「水供給 5ヵ年計画」

を策定した。本計画では、両県 UNASBVI が直営で地下水開発を実施する計画であり、井戸掘削機

材および地下水調査用機材の調達、およびこれを活用するための人材育成が同計画の実施・推進

にあたり前提条件となっていた。しかしながら両県ともに、湧水を水源とした給水施設建設や施

設の改修等は既に実施しているものの、井戸掘削機材の調達に必要な予算の確保が困難であった

為、当初計画していた「水供給 5ヵ年計画」が適切に実施されていないという問題が生じていた。 
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こうした状況のもと、環境・水資源省および両県は、より積極的に給水率を向上させるために

必要となる機材の整備、および井戸掘削や地下水開発に関する技術移転を目的とした無償資金協

力を我が国に要請してきた。 

要請資機材の内容を表 1.2.1、ベニ県およびパンド県の要請対象村落をそれぞれ表 1.2.2、表

1.2.3 に示す。なお、パンド県の対象村落に関しては、ミニッツ署名後に次の 3 村落の変更が要

請されたため、調査団側で検討し承認した。 

①No.5 シナイ村落（ｻﾝ･ﾛﾚﾝｿ市） → ビスタ・アレグレ村落（ｻﾝ･ﾛﾚﾝｿ市） 

変更理由：UNICEF のプロジェクトが既に決まっていたため。 

②No.9 ナランハル村落（ｻﾝ･ﾛﾚﾝｿ市）→ ロレト村落（ｻﾝ･ﾛﾚﾝｿ市） 

変更理由：UNICEF のプロジェクトが既に決まっていたため。 

③No.10 サン・ホセ村落（ﾎﾟﾙﾍﾞﾆｰﾙ市） → アバロア(ペールラ・デル・アクレ)村落（ｺﾋﾞﾊ市） 

変更理由：市役所側で既に施設建設が実施されていたため。 

表 1.2.1 要請資機材 

品名

ベニ県 パンド県

200m掘削用トラック搭載型掘削機 1台 ー

100m掘削用トラック搭載型掘削機 ー 1台

70m掘削用トラクター搭載型掘削機 ー 1台

エアリフト用コンプレッサー 1式 1式

井戸の設置及び仕上げ用機材 1式 1式

泥水分析用機器 1式 1式

スペアパーツ類 1式 1式

3tｸﾚｰﾝ付きトラック（長尺貨物用） 1台 1台

水タンク車 1台 1台

小型車両（掘削支援車両） 1台 2台

小型車両（調査用車両） 1台 1台

小型車両（管理用車両） 1台 1台

2-1 物理探査機器 電気探査装置、プログラム、交換部品 1式 1式

2-2 孔内検層器 自然電位、比抵抗 1式 1式

2-3 簡易水質分析器 簡易水質分析器類（WHO項目） 1式 1式

2-4 揚水試験用機器 揚水ポンプ、発電機、交換部品 1式 1式

2-5 コンピューター PC、プリンタ、スキャナ、分析プログラム 1式 1式

3.井戸資材 3-1 井戸建設用資材 管材、水中ポンプ等 1式 1式

2.
試験及び計測
用機器

項目

1.
掘削用機材及
び資材

1-1 井戸掘削機材

1-2 掘削用支援車両

要請数量
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表 1.2.2 ベニ県調査対象村落 

No. 村落番号 市役所名 村落名 5 ヵ年計画* 優先度* 
1 188 ｸﾞｱﾔﾗ 14・ﾃﾞ・ｾﾌﾟﾃｨｴﾝﾌﾞﾚ 2 年次 B 
2 203 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾌﾞｴﾅ・ﾋﾞｽﾀ 2 年次 C 
3 194 ｸﾞｱﾔﾗ ﾛｻﾘｵ・ﾃﾞﾙ・ﾔﾀ 3 年次 A 
4 189 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 3 年次 B 
5 164 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗｽ・ﾒﾙｾﾃﾞｽ 5 年次 B 
6 123 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 3 年次 A 
7 9 ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱｽ・ﾄﾞｩﾙｾｽ 優先ﾘｽﾄ B 
8 37 ﾚｲｲｪｽ ｻﾝ・ﾎｾ 4 年次 A 
9 180 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 優先ﾘｽﾄ B 

10 246 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｷﾆ 4 年次 B 
11 210 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾄｩﾐﾁｭｸｱ 4 年次 B 
12 79 ｻﾝﾀ・ﾛｻ ﾋﾞｼﾞｬ・ﾌｧﾃｨﾏ 優先ﾘｽﾄ A 
13 35 ﾚｲｲｪｽ ｻﾝﾀ・ﾛｼｰﾀ・ｴﾙ・ｺｻｰﾙ 優先ﾘｽﾄ A 
14 187 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾁｭｴ・ﾗ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 4 年次 B 
15 249 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｯﾄｽ 優先ﾘｽﾄ B 
16 124 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 7・ｴｽｷ-ﾅｽ 優先ﾘｽﾄ B 
17 231 ｴｷｻﾙﾀｼｵﾝ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ｲﾙﾔﾈｽ 4 年次 A 
18 171 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗﾝﾁｮ・ｻﾝﾀ・ｸﾗﾗ 5 年次 A 
19 80 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ﾋﾞｼﾞｬ・ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 5 年次 C 
20 61 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷ 5 年次 A 
21 139 ｻﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚｽ ﾅﾗﾝﾋｰﾄｽ 優先ﾘｽﾄ B 

  *：開発調査で策定された計画年次と優先度 

表 1.2.3 パンド県調査対象村落 （網掛け：変更村落） 

No. 村落番号 市役所名 村落名 5 ヵ年計画* 優先度* 
1 65 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 3 年次 A 
2 125 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ﾛｰﾏ・ｱﾙﾀ 3 年次 A 
3 20 ﾎﾞﾙﾍﾟﾌﾞﾗ ﾍﾞﾗｸﾙｽ 3 年次 A 
4 57 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 5 年次 A 
5 99 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾋﾞｽﾀ・ｱﾚｸﾞﾚ 優先ﾘｽﾄ A 
6 129 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 4 年次 A 
7 132 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ﾌｪ 4 年次 A 
8 79 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾄﾚｽ・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬ 5 年次 B 
9 102 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 優先ﾘｽﾄ B 

10 34 ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ） 4 年次 A 
11 55 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ﾌﾛﾘﾀﾞ 5 年次 B 
12 82 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴﾙ・ﾊﾟﾗｰﾙ 4 年次 B 
13 85 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾄﾘﾆﾀﾞｼｰﾄ 4 年次 B 
14 136 ｳﾏｲﾀ ｳﾏｲﾀ 5 年次 A 
15 127 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ｸﾙｼｰﾄ 5 年次 A 

  *：開発調査で策定された計画年次と優先度 

 
1.3 我が国の援助動向 

これまで我が国では、「ボ」国に対して「貧困削減のための社会開発支援」の一環として上水道

及び村落給水に関する支援を継続して実施してきている。表 1.3.1 に過去に実施された案件を示

す。 
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表 1.3.1 我が国の援助実績 

案件名 
援助

形態

実施  

期間 
概要 

地方地下水開発調査 開調
1994- 

1996 年

5 県（ｻﾝﾀｸﾙｽ、ﾁｭｷｻｶ、ﾀﾘﾊ、ｵﾙﾛ、ﾗﾊﾟｽ）を対象とした地下水を水

源とした飲料水開発計画の策定 

地方地下水開発計画 無償
1997- 

1999 年

ｻﾝﾀｸﾙｽ県、ﾁｭｷｻｶ県を対象とした、井戸掘削機材の供与と井戸・

給水施設建設を通した技術指導 

第二次地方地下水開発計画 無償
1999- 

2001 年

ｵﾙﾛ県、ﾀﾘﾊ県を対象とした、井戸掘削機材の供与と井戸・給水施

設建設を通した技術指導 

第三次地方地下水開発計画 無償
2003- 

2005 年

ﾗﾊﾟｽ県、ﾎﾟﾄｼ県を対象とした、井戸掘削機材の供与とｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝ

ﾄ形式による技術指導 

生命の水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

（ﾌｪｰｽﾞ 1、ﾌｪｰｽﾞ 2） 
技協

2005- 

2011 年

環境水資源省、地方自治体、および水道事業体に対する研修実施

体制の確立、水委員会への持続的支援体制強化等 

ｺﾁｬﾊﾞﾝﾊﾞ市南東部上水道施

設改善計画 
無償

2009- 

2012 年

ｺﾁｬﾊﾞﾝﾊﾞ市に対する浄水場の拡張、送水管、1 次配管の整備と二

次配水管、給水装置の調達 

ﾎﾟﾄｼ市ﾘｵ・ｻﾝﾌｧﾝ系上水道施

設整備計画 
無償 2008 年 ﾎﾟﾄｼ市に対する浄水場、取水口、導水管の改修 

ﾍﾞﾆ県及びﾊﾟﾝﾄﾞ県における村

落地域飲料水供給計画調査 
開調

2007- 

2009 年

ﾍﾞﾆ県、ﾊﾟﾝﾄﾞ県を対象とした、本計画のﾍﾞｰｽとなる村落に対する飲

料水開発 5 カ年計画の策定。 

 
 
1.4 他ドナーの援助動向 

「ボ」国の給水セクターでは、世界銀行、UNICEF（国連児童基金）、IDB（米州開発銀行）、CAF

（アンデス開発公社）、kfW（ドイツ復興金融公庫）、AECID（スペイン開発協力局）、EU（ヨー

ロッパ連合）、カナダ政府、スウェーデン政府、オランダ政府、フランス政府、スペイン政府な

ど様々な機関の支援のもと開発が実施されている。 

現在、村落給水（人口 2,000 人以下の村落）における支援を実施している機関は少なく、国際

機関としては、UNICEF、CAF、スペイン政府、フランス政府が現在あるいは将来的に支援を行う予

定としている。基本的に国際機関による給水事業は、環境・水資源省によって監理・調整が行な

われているものの、比較的小規模の給水事業を複数村落で実施している UNICEF に関しては、県の

UNASBVI レベルによる監理・調整となっている。 

 

（1）国際機関 

UNICEF はチュキサカ、コチャバンバ、ポトシ、オルロ、ベニ、パンド各県内の 56 市役所（ベ

ニ県内 5 市、パンド県内 4 市）を対象として、給水事業を担当するセクションである県 UNASBVI、

DESCOM、市役所 UTIM の組織強化を実施している。具体的には、社会開発、衛生教育、給水技術な

どの分野に関して、UNICEF 側が教育した人材を自治体側に雇用させ、主に UNICEF が実施する事

業の監理を通じて、組織全体の強化を図っている。実際に、ベニ県 UNASBVI に 2 名、パンド県

UNASBVI には 1名の職員が配置されており、主に UNICEF プロジェクトの監理を行っている。その

ほか UNICEF では、ベニ県 12 村落、パンド県 13村落の学校・衛生に関するプロジェクトを実施し

ており、エコトイレ、ハンドポンプ、シャワー施設設置や基礎衛生教育、水委員会の組織強化を
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2010～2011 年にかけて実施する予定である。 

EMAGUA（Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua:環境水資源実施事業体）を通じた村落

給水プロジェクトとしては、フランス政府がパンド県の 5 つの村落に対して約 45 万ドル、CAF が

約 120 万ドル（村落数は未定）、またスペイン政府が全国 35村落で実施するパイロットプロジェ

クトの予算として約 2,000 万ドルを、いずれも無償資金協力として実施する計画を立てている。 

またベニ県、パンド県で活動している NGO に関しては、Save the Children、CARE、ADRA など

が USAID の資金をもとに支援活動を実施している。これらの NGO の主な活動内容は、洪水対策や

学校に対する支援であり、村落レベルの給水活動は実施していない。また、過去にスペイン赤十

字によるハンドポンプや雨水を利用した給水タンクの設置などが見られたが、現在は村落レベル

の給水に対する支援は実施されていない。 

 

（2）国内機関 

また「ボ」国の村落給水への支援を実施している機関として、中央政府である環境・水資源省、

県庁、市役所などの地方自治体のほか、EMAGUA、SENASBA (Servicio Nacional para la 

Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico:基本衛生事業の持続可能性のための国内

サービス)、UPRE（Unidad de Proyectos Especiales:大統領府特別プロジェクト課）等が「ボ」

国内機関として活動を行っている。 

EMAGUA は、国内および国外から調達した資金をもとに全国レベルの水・環境・灌漑セクターの

開発を実施する、投資および実行機関として 2009 年に新設された。これまでは FPS（Fondo 

Inversiòn Productivo y Social:社会生産投資基金）が同分野の開発を実施していたが、FPS 側

の事業内容が多岐に渡り管理が困難となったことから、分離独立する形となった。EMAGUA は独立

機関であるのものの、実施する全てプロジェクトは環境・水資源省が計画段階から管理しており、

国家基礎衛生計画に沿った計画策定やドナー間調整が可能な体制となっている。定められた主な

役割は次のとおりである。 

 環境・水資源省のプログラムやプロジェクトを実施する。 

 実施されるプログラムやプロジェクトのモニタリング、フォロー、評価を行う。 

 プログラムやプロジェクト向けの国内外資源の管理を支援する。 

 調達資金を確保するため協力かつ/または協調融資協定を促進・実行する。 

 経済能力、平等性、進歩性、釣合、透明性、普遍性、管理・運営の簡易性、徴収能力の

原則に基づき、割当られた国内外資源を管理する。 

 協定の定めるところに従い、実施事業体に資源の送金を行う。 

また SENASBA は、CAPyS（Comitè de Agua Potable y Saneamiento：水衛生委員会）などの村落

組合に対して社会開発、組織強化等を通して水と基本衛生サービスの持続性を促進することを目

的とし 2008 年に設立された機関で、現在は EMAGUA が実施するプロジェクトの村落に対して支援

を実施している。定められた主な役割は次のとおりである。 

 水と基本衛生サービスの持続可能性のメカニズムとして、社会参加と管理を促進する。 
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 水と基本衛生サービス提供におけるオペレーターの業務能力を環境と調和しつつ向上

させるために、技術支援、組織強化、社会開発分野への参加、分野相互プロセスを開発

し実行する。 

 水と基本衛生サービスのオペレーターおよび住民に対する研修スペースを提供し、適切

な研究と技術移転プロセスを創設し、推進する。 

 水と基本衛生サービスの持続可能性条件を生み出すために統合的かつ集中的な資金調

達を手続きする。 

EMAGUA が実施するプロジェクトは、県や市など地方自治体との協力が前提となっており、村落

側に提供される建設資金のうち約 80％が EMAGUA 側、残る約 20％を自治体側が負担するシステム

となっている。プロジェクトは民間委託により実施されるが、各機関の役割分担として、EMAGUA

が設計、積算、入札など技術的な管理、自治体が施工監理、SENASBA が運営維持管理指導を担当

することになっている。 

UPRE はベネズエラ政府による無償資金をベースに、「ボ」国大統領の直轄事業としてインフラ

整備資金を自治体・NGO 等に対して提供している機関である。緊急的に最小限生活に必要な事業

を対象としており、現在、給水分野ではラパス県に対する 100 本の井戸掘削を支援している。 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 



 

 

第 2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2.1 プロジェクトの実施体制 

2.1.1 組織・人材 

「ボ」国の村落給水に関わる実施機関は、国レベルでは環境・水資源省の VAPSB（Viceministerio 

de Agua Potable y Saneamiento B sico:上水道・基礎衛生次官室）、県レベルでは県庁 UNASBVI、

市レベルでは基本的に市役所 UTIM（Unidad T cnica Interna Municipal:技術課）が担当してい

る。また、県庁および市役所には DESCOM（Desarrollo Comunitario：村落開発）が組織されてお

り、村落開発全般を指導している。 

本来、地方分権化により村落給水開発の実施義務は市役所が担っているものの、資金・技術力

不足から国・県からの支援を受け村落給水開発を実施しているのが現状である。一方、村落には

CAPyS が設立され、法人格を持って給水施設の運営・維持管理を実施する義務を有し、住民に対

する水道サービスを行うシステムとなっている。 

本計画では、実施機関であるベニ県およびパンド県の UNASBVI に対して機材の調達および技術

移転を実施し、本計画の主管官庁である VAPSB が両県を監督するとともに、業務全体を取り纏め

る体制となる。また、JICA では VAPSB や「ボ」国全 9 県の UNASBVI を受入れ機関として、県の村

落給水事業の持続的実施能力および他機関による支援体制を強化することを目標とし、技術協力

プロジェクト「生命の水プロジェクト フェーズ 2（ASVI2）」を実施している。 

（1）環境・水資源省 VAPSB 

環境・水資源省には上下水道、廃棄物管理事業を担当する①VAPSB のほか、②水資源・灌漑、

③環境・生物多様化・気象変動・森林開発を担当する 3 つの次官室を置いている（図 2.1.1 参照）。

VAPSB では、上記国家開発計画の達成に向けて、サービスの提供を保障する法制度の整備、公的

投資基金の促進、関連機関の強化、セクターにおける国家政策を策定している。 

環境・水資源省

上水道・基礎衛生
次官室

環境・生物多様化・
気象変動・植林次官室

上下水道 ゴミ統合処理

上下水道技術 基準・
DESCOM

投資前評価

流域・水資源 灌漑

流域・水資源 灌漑

生物多様化・保護区 環境・気象変動

多様化・遺伝 野生生命保護 環境管理

水資源・灌漑次官室

事務局

会計監査課

情報課

内部監査課

法務部

管理部

企画部

法務管理

財務管理

法務分析

法務資源

執務局

管理・森林開発

森林管理 森林生産開発

 

図 2.1.1 環境・水資源省組織図 
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（2）ベニ県 UNASBVI 

1)組織体制 

ベニ県 UNASBVI では 25名（うち給水部門の人員数は 9 名）の職員によって給水事業（住宅は

未活動）を中心にプロジェクトを実施している（図 2.1.2 参照）。UNASBVI の下部組織として、

上水課、下水課、住宅課、社会開発課の 4 課が存在している。既に UNASBVI の組織体制は機材

調達後の地下水開発を踏まえた体制となっており、上水課の下に、調査班、掘削班、給水施設

設計班の 3 組織を置き、社会開発に関しては既存の社会開発課が兼任する形式となっている。

UNASBVI 側では、2010 年中には下記 6 名の技術者を雇用し、ASVI 等から技術指導を受けたいと

している。 

・井戸掘削技師 ：民間井戸業者（サンタクルス県/ベニ県）から新規 2 名 

・水道技術者 ：既存の給水施設設計担当 1 名、公募により新規 1 名 

・機械技師 ：公募により新規 1名 

・社会開発 ：公募により新規 2名 

・地質調査技師 ：既存の地質調査担当者 1 名 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

購買・在庫管理

調査

作業員 助手 助手

調査掘削 給水施設設計

上水 住宅 社会開発

秘書

助手

運転手

監理

助手 助手

下水

秘書

技術

秘書

DESCOM

秘書

運転手

助手

プログラム

経理 庶務

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

2(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1) 1(3)

1(1)

3(5) 2(8) 1(3)

 

図 2.1.2 ベニ県組織図 

 

（3）パンド県 UNASBVI 

パンド県 UNASBVI では職員 15 名体制（うち 2 名：法務、測量は他部署と兼任、UNICEF 職員除

く）により給水事業を中心としてプロジェクトを実施している（図 2.1.3 参照）。UNASBVI の下

部組織として、住宅課が存在するほか、外部協力プロジェクト課に「JICA プロジェクト実施」セ

クションが構成されており、主要な人材雇用の予定枠が定められている。将来的には、開発調査

で策定された組織体制・人数をそろえる方向で、今後 20 名程度の職員（図の括弧内）を雇用する

予定である。既に、2010 年 8 月以降 2 名の給水技術者、1 名の給水技術者助手、また既に所有し

ている手動式掘削機を活用するため、3 名の掘削オペレーターが雇用されている。既存給水技術

者 1 名を含む計 3名の技術者には、ASVI が実施する各種セミナー（電気探査等を含む他分野も含

む）に参加させ、適性に応じて地質調査を兼務あるいは配置転換する方針である。 

今後、地下水開発を実施するにあたって主要新規雇用予定人数は次の通りである。 
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・井戸掘削技師 ： 既存の手動井戸掘削オペレーター3名（兼務予定） 

・水道技術者 ： 既存の給水施設設計担当 3 名、助手 1 名 

・機械技師 ： 公募により新規 1 名 

・社会開発 ： 既存の社会開発担当 1 名 

・地質調査技師 ： 公募により新規 2 名 （または既存水道技術者 3 名のうち数名が兼務） 

 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調整 運転手

資産・技術ｻｰﾋﾞｽ

外部協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ住宅

建築
JICAｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰUNICEF

・水文地質0(1)

・地質0(1)

・水質0(1)

・助手0(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

3(3)

掘削班 給水施設調査班 社会開発

0(1)

・掘削3(2)

・掘削機整備0(2)

・機械整備･溶接0(2)

･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ0(1)

・給水施設4(1)

・衛生施設0(1)

・測量1(1)

・社会開発0(1)

・農業開発0(1)

・補助0(1)

 

図 2.1.3 パンド県 UNASBVI 組織図 

 

（4）市役所 UTIM、DESCOM 

市役所 UTIM では市開発計画や事業計画を策定し、主に市の財源を使い給水事業などを実施して

いる。市が実施する給水事業はハンドポンプ、手掘り井戸、湧水を利用した給水施設建設で、開

発優先度や予算に応じて年間 0～3村落程度の開発を実施している。 

本来は UTIM が組織され施設建設の技術的審査を実施することが基本となっているが、表 2.1.1

のとおり多くの市役所では UTIM が存在しておらず、他部署（分野）の技術者が兼任でその業務に

あたっている。このため、計画の策定や事業の実施には専門的な知識が不足することとなり、技

術面で問題があるものと思われる。この問題に対処するため、県庁技術者が市役所に対して支援

を行っているほか、市役所側では市連合組合を組織しており、本組合が市の開発計画や事業計画

の作成を有償で指導したり、技術者の派遣などを行っている状況にある。 

 

 

 

 

 

2-3



 

 

表 2.1.1 調査を実施した市役所の職員数と給水事業における技術者数 

市人口

2001年 市職員数 UTIM DESCOM
1 ﾄﾘﾆﾀﾞ 79,963 110 0 0 公共事業部

2 ﾚｲｪｽ 34,363 19 0 1 他部署

3 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ 34,363 70 0 1 他部署

4 ｻﾝﾀ・ﾛｻ 9,016 45 0 3 他部署

5 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 5,452 19 2 0 UTIM
6 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ 20,496 48 1 5 UTIM
7 ｸﾞｱﾔﾗ 40,444 57 0 2 他部署

8 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ 75,977 129 0 2 他部署

9 ｻﾝﾀ・ｱﾅ 22,430 45 0 0 他部署

10 ｻﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚｽ 10,595 13 1 1 UTIM
1 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 3,145 8 0 0 他部署
2 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 740 12 0 0 他部署
3 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ 993 17 3 0 UTIM
4 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 4,003 150 4 4 UTIM
5 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ 3,471 31 1 1 UTIM
6 ﾎﾞﾙﾍﾟﾌﾞﾗ 1,194 20 0 0 他部署

パ
ン
ド
県

職員数 給水事業
実施部署

No. 市名

ベ
ニ
県

 

（5）水衛生委員会（CAPyS） 

村落には自治組織、農業組合、母親クラブなども存在するが、給水事業にあたっては国内法で

CAPyS が組織し給水サービスの運営・維持管理を実施しなければならないことになっている。

CAPyS 設立には、事業実施前段階において図 2.1.4 のとおり会長、副会長、理事、書記、経理、

オペレーターの最低 6 名から構成される委員会メンバーを利用者総会で選任するとともに、委員

会の役割、利用者側の義務（表 2.1.2 参照）、水道料金等が明記された水衛生委員会設立定款を

策定する義務があり、この定款に対して該当する市長による承認手続きが必要となる。水委員会

の役割に関しては、環境・水資源省が発行している水衛生委員会規則(Gu a de Desarrollo 

Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento 2002)が制定されている。 

本来 CAPｙS は独立採算による自主運営が原則であるものの、十分な料金徴収がされていないこ

とやオーナーシップの欠如によって、水中ポンプ・発電機等の故障への対応ができず放棄されて

いる施設が多い。また湧水やハンドポンプなど動力を必要としない施設の場合には、CAPｙS 自体

が形成されていないケースもあり、設備が故障する度に県庁や市役所へ修繕要請する村落も多い。 

 

CAPｙS

経理書記 オペレーター

理事

会長

副会長

 

図 2.1.4 代表的な CAPｙS の組織形成例 
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表 2.1.2 水衛生委員会各構成員の役割 

構成機関 主 な 役 割 

水衛生委員会 

 

①水衛生ｼｽﾃﾑを法規則に則り､技術面および財務面において適切に運営維持管理を行う｡ 

②水衛生ｼｽﾃﾑの計画･建設･運営･維持管理の全ての段階で､村落の参加を行う｡ 

③水衛生ｼｽﾃﾑの適切な利用と持続性を保つために､村落住民の衛生教育を行う｡ 

利用者総会 ①水衛生ｼｽﾃﾑの計画･実施･維持管理に関する最高議決機関である｡ 

②定例利用者総会は､少なくとも年 2 回定期的に開催され､会長選任と任期延長､本委員会と各

ﾒﾝﾊﾞｰの業務執行状況の監視､水料金徴収資金の使用の承認などを議決する｡尚､ﾒﾝﾊﾞｰの任

期は 2 年であるが不適任であれば即日解任できる｡ 

③臨時利用者総会も必要に応じて開催できる｡ 

会長 ①委員会を代表する｡ 

②市担当部署(UTIM)などへ支援を要請する｡ 

理事 委員会代表及び他のﾒﾝﾊﾞｰが不在の時､業務を代行する｡ 

書記 会議議事録などを作成する｡ 

経理 ①資産管理を行う｡②資金管理を行う。③利用者ﾘｽﾄを作る｡④経理業務を行う｡ 

オペレーター ①給水施設の修理など運営維持管理を行う｡②規定の報酬を得る｡③必要に応じて､委員会と共

に市へ技術支援を要請する｡④少なくとも年 2 回技術報告書を市へ提出する｡ 

利用者(住民) ①利用者の義務として､定例及び臨時利用者総会への出席､利用者総会で決めた水料金の支

払い､安全な水の不正利用の禁止など 

②利用者の権利として､利用者総会での発言投票権､権利の主張は義務を果たしていることが

条件､配水に不都合があるときは委員会へｸﾚｰﾑを言うことができるなど｡ 

 
（6）生命の水プロジェクト（ASVI） 

JICA では、2005 年度から極端に低い農村部の給水率、水量と水質の不安定性という開発課題に

対応するため、無償資金協力による地下水開発と連携し、技術協力やボランティア事業による給

水施設の有効活用と水を通した村落開発（キャパシティデベロップメント）への支援を実施して

いる。現在は受入れ機関を環境・水資源省 VAPSB および「ボ」国全県（9 県）とし、第 2 フェー

ズに移行しており、表 2.1.3 にあげる「期待される成果」を達成するために各種活動を実施して

いる。 

特にサンタクルス県およびオルロ県では、県技術者が中心となり ASVI テクニカルセンターを設

立し、隣接する県に対して給水事業全般の技術支援を行える体制を取っている。 

JICA 側による技術協力プロジェクトは 2011 年 12 月に終了するものの、ASVI 自体のプログラム

は「ボ」国側が主体となり 2013 年 12 月までは維持させる計画となっている。また 2013 年以降に

関しては、①環境・水資源省が主体となり ASVI が維持される、②「ボ」国全県が主体となって

ASVI が維持される、あるいは③環境・水資源省監修のもと SENASBA にこれを引継ぐ、といった 3

通りの可能性があるとの話である。 

ベニ県、パンド県では、本計画に必要となる技術者を調達機材が納入される 3 ヶ月前までに雇

用するとしているが、できるだけ早い段階で技術者を雇用し、既存の技術者を含め、積極的に ASVI

が実施するセミナーに参加させたいとしている。 
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表 2.1.3 ASVI 2 の活動内容 

期待される成果 主な活動  
1. 生命の水技術ｾﾝﾀｰの機能強化 
 （ｻﾝﾀｸﾙｽ、ｵﾙﾛ） 

①ｾﾝﾀｰ執行部強化、②地方事務局強化、③全国会議の実施、④技術部

会設立、⑤掘削機ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ需要調査、⑥ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ一括管理機能設立 
2.  VAPSB、9 県 UNASBVI、市及び水

道事業体に対する研修実施体制の

確立 

研修ﾃｰﾏ：物理探査、水理地質、井戸掘削技術、運営・維持管理、揚水技

術、給水施設設計、水質分析、水を通じた生産的村落開発ﾓﾃﾞﾙ、社会面

分析（委員会組織化、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ配慮等）、生産的活動の推進、衛生教育、ｴ

ｺﾄｲﾚ、地下水源の総合的管理 
3.  県・市・村落の協働体制の構築・継

続、市・村落の水委員会の維持管理

状況・水質状況の確認、生産的活

動、緊急対応の体制の確立 

①計画策定体制の構築・継続、②県・市協働での運営・維持管理体制、緊

急時対応の構築、③市技師への緊急時対応方法、情報収集能力向上、④

統一ﾌｫｰﾏｯﾄによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成、⑤生産的活動の推進、⑥市・村落・水

委員会間の活動経験の共有等、⑦収集ﾃﾞｰﾀの報告 
4. 技術ｾﾝﾀｰよる地域適正技術開発 ①調査研究計画の策定、②各県で試行中の技術改良の情報交換と反映、

③ﾊﾟｲﾛｯﾄ的に改良された技術の応用、④調査研究結果の共有・報告書作

成 
5. 県・国ﾚﾍﾞﾙの水審議会の強化 ①組織規則、水審議会の確立、②関連団体の活動概要資料作成、③技術

ｾﾝﾀｰと水審議会との定例会議 

表 2.1.4 ASVI2 による各種技術セミナーの実施実績/計画 

2008 年（実績） 2009 年（実績） 2010 年（実績・計画） 

手動掘削機 塩分除去装置開発 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ修理技術 

物理探査 ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ開発 掘削ﾌﾟﾛｾｽ指導 

社会開発 風力を用いた水中ﾎﾟﾝﾌﾟ開発 物理探査技術指導 

 井戸設計･水理計算指導 揚水試験指導 

  大型掘削機を用いた掘削ﾌﾟﾛｾｽ指導 ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ建設指導 

  手動掘削機を用いた掘削指導 鉄ﾊﾞｸﾃﾘｱを用いた浄水装置指導 

  ﾌｪﾛｰｾﾒﾝﾄを用いた配水池建設指導 太陽光を用いた水中ﾎﾟﾝﾌﾟの設置 

  垂直電気探査指導 風力を用いた水中ﾎﾟﾝﾌﾟの設置 

  水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置指導   

  溶接技術指導   

  孔内検層､地震探査指導   

  無収水対策指導   

  太陽光を用いた水中ﾎﾟﾝﾌﾟ開発   

  ﾌｪﾛｾﾒﾝﾄを用いた高架配水池建設指導  

  54 村落における生産的活動の指導   

 

 
2.1.2 財政・予算 

（1）ベニ県 UNASBVI 

ベニ県の 2006 年～2010 年の過去 5 年間の歳入・出の推移は表 2.1.5 に示す通りである。歳入

は年毎に異なるものの平均額は約 6.0 億 Bs(77.3 億円)となっている。内訳として中央政府からの

経常交付金が歳入の約 70％を占めており国に依存した財務状況となっているものの、安定した交

付額を受けていることが確認できる。 

歳出では、基礎衛生分野には 5年間の平均で約 5.1 百万 Bs（6.6 千万円）の予算配分を行って
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いるが、その内 UNASBVI の事業費用には約 1.9 百万 Bs（2.4 千万円）を充当している。2008 年～

2010 年までの基礎衛生分野にかかる予算推移では、0.1%→0.3%→1.0%と逓増傾向にある。また

2010 年の基礎衛生分野の予算計画（5.8 百万 Bs）のなかには、日本からの機材調達にかかる負担

分として 3.5 百万 Bs が既に計上されている。 

「水供給 5ヵ年計画」を実施するのに必要となる県側建設費は、年間約 4.5 百万 Bsで県全体の

予算の 0.8%程度であることから、過去の歳出状況から判断しても特に問題なく事業が実施できる

体制にあるといえる。またベニ県では、2011 年度予算に ASVI が実施するセミナーへの参加予算

を専用枠として計上することで積極的に技術向上に努めたいとしている。 

表 2.1.5 ベニ県の歳入・出の推移（2006～2010 年、x1,000Bs） 

項目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年（計画） 

歳入 

税・ｻｰﾋﾞｽによる歳入 80,825 13.9% 128,217 17.9% 120,230 24.0% 148,100 24.2% 98,743 17.0%
経常交付金 375,155 64.5% 476,410 66.6% 380,726 75.9% 406,710 66.5% 445,626 76.9%
資本交付金 19,881 3.4% 4,730 0.7% 464 0.1% 0 0% 3,776 0.7%
繰越金 69,515 11.9% 101,504 14.2% 0 0% 41,035 6.7% 29,807 5.1%
融資借入れ 36,476 6.3% 5,000 0.7% 0 0% 15,297 2.5% 1,536 0.3%

歳入合計 581,852 100% 715,860 100% 501,420 100% 611,141 100% 579,488 100%
歳出 

一般管理費 16,257 2.8% 22,893 3.2% 22,893 4.6% 22,283 3.6% 18,457 3.2%
繰越金 100,000 17.2% 117,101 16.4% 72,854 14.5% 89,900 14.7% 54,027 9.3%
借入金返済等 116,024 19.9% 162,622 22.7% 110,559 22.0% 81,688 13.4% 70,479 12.2%
教育・保健・社会開発 233,766 40.2% 269,844 37.7% 287,013 57.2% 343,763 56.2% 382,561 66.0%
環境・インフラ整備 102,350 17.6% 133,539 18.7% 5,456 1.1% 66,412 10.9% 37,839 6.5%
基礎衛生 11,152 1.9% 6,180 0.9% 350 0.1% 1,948 0.3% 5,840 1.0%
 （UNASBVI 事業） 297 0.1% 2,314 0.3% 839 0.2% 988 0.2% 5,022 0.8%
その他 2,303 0.4% 3,682 0.5% 2,296 0.5% 5,148 0.8% 10,284 1.8%

歳出合計 581,852 100% 715,860 100% 501,420 100% 611,141 100% 579,488 100%

 

（2）パンド県の予算措置 

パンド県の 2006 年～2010 年の過去 5 年間の歳入・出の推移は表 2.1.6 に示す通りである。歳

入は年毎に異なるものの平均額は約 3.1 億 Bs(40.0 億円)となっている。ベニ県と同様に、中央政

府からの経常交付金が歳入の約 70％を占めており国に依存した財務状況となっているものの、安

定した交付額を受けていることが確認できる。 

歳出では、基礎衛生分野には 5年間平均で約 4.6 百万 Bs（5.9 千万円）の予算配分を行ってい

るが、その内 UNASBVI の事業費用には約 2.7 百万 Bs（3.4 千万円）を充当している。2008 年に発

生した政権交代に伴い UNASBVI の人材が退職し、一時プロジェクトを実施できる状況になかった

ことから予算配分額が減少傾向にあった。しかし 2010 年度には、県予算としては 0.75 百万 Bs

しか計上されていないものの、環境・水資源省から 9.0 百万 Bsを特別配布されることが確定して

いる。 

「水供給 5ヵ年計画」を実施するのに必要となる県側建設費は、年間約 4.5 百万 Bsで県全体の
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予算の 1.2%程度であることから、過去の歳出状況から判断しても特に問題なく事業が実施できる

体制にあるといえる。またパンド県では、2010 年度予算に ASVI が実施するセミナーへの参加用

予算として 12万 Bsが計上されている。 

表 2.1.6 パンド県の歳入・出の推移（2006～2010 年、x1,000Bs） 

項目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年（計画） 

歳入 

税・ｻｰﾋﾞｽによる歳入 38,736 14.5% 62,202 14.2% 58,493 25.2% 72,633 25.9% 63,004 18.0%
経常交付金 201,818 75.5% 289,969 66.0% 172,421 74.2% 175,390 62.6% 174,004 49.6%
資本交付金 6,711 2.5% 1,360 0.3% 1,360 0.6% 0 0% 167 0.05%
繰越金 19,800 7.4% 84,943 19.3% 0 0% 32,152 11.5% 107,501 30.7%
融資借入れ 237 0.1% 1,063 0.2% 0 0% 0 0% 5,980 1.7%

歳入合計 267,302 100% 439,537 100% 232,274 100% 280,174 100% 350,655 100%
歳出 

一般管理費 7,382 2.8% 10,874 2.5% 11,130 4.8% 9,807 3.5% 12,538 3.6%
繰越金 53,000 19.8% 29,548 6.7% 58,306 25.1% 29,800 10.6% 24,443 7.0%
借入金返済等 63,891 23.9% 46,136 10.5% 82,138 35.4% 49,503 17.7% 50,111 14.3%
教育・保健・社会開発 57,175 21.4% 113,077 25.7% 69,825 30.1% 86,600 30.9% 129,879 37.0%
環境・インフラ整備 71,963 26.9% 220,953 50.3% 10,072 4.3% 93,133 33.2% 128,099 36.5%
基礎衛生 11,299 4.2% 9,500 2.2% 388 0.2% 1,335 0.5% 750 0.2%
 （UNASBVI 事業） 4,939 1.8% 4,612 1.5% 1,580 0.7% 1,580 0.7% 750 0.2%
その他 2,592 1.0% 9,450 2.1% 416 0.2% 9,997 3.6% 4,835 1.4%

歳出合計 267,302 100% 439,537 100% 232,274 100% 280,174 100% 350,655 100%

 
 
2.1.3 技術水準 

（1）ベニ県の給水事業実施状況 

ベニ県では、2006 年から 2009 年までに表流水および民間委託による井戸掘削による 44 のプロ

ジェクトを実施し、2010 年には 6 村落の事業を計画するなど、給水事業実施能力を有している。

以下に 2009 年度に実施された村落、および 2010 年に実施中、計画中の村落をまとめる。 

1）「水供給 5 ヵ年画」の進捗状況（2009 年度） 

5 ヵ年計画対象村落の進捗状況に関して、表 2.1.7 のとおり、3村落（市も含む）で 4 つの給

水施設建設（トリニダ市は市内の 2 集落）が実施されている。その他、5 ヵ年計画対象村落の

うち既に市側でプロジェクトを実施した村落が 2村落存在する。 

表 2.1.7 5 ヵ年計画実施村落 

No. 村落名 建設費（Bs） 5 カ年計画年次 実施年 備考 

1 Barrio Santa Maria  (Trinidad) 423,262 3 年次 2009 年 県－市と共同で実施 

1’ Barrio el Mangalito (Trinidad) 167,967 3 年次 2009 年 県単独 

2 Casarabe 95,329 3 年次 2009 年 県単独 

3 San José del Cabito 122,893 4 年次 2009 年 県単独 
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2）2009 年度 5ヵ年計画以外の実施内容 

ベニ県では、5 ヵ年計画以外に表 2.1.8 の村落に対する給水事業を実施している。うち 1 村

落は、新興住宅地への給水事業で県が水源から給水施設建設まで全ての工事を負担した。 

表 2.1.8 2009 年度 5 ヵ年計画以外の給水事業実施内容 

No. 村落名 建設費（Bs） 備考 
1 San Ramon 市 58,500 3 つの水中ポンプの交換 
2 Nuevo Amanecer 120,080 県単独、新興住宅地への新規給水施設建設 

 

3）2010 年度の実施計画 

2010 年度には下表の通り、6 村落（市内集落、学校を含む）に対する事業を計画している。

事業内容としては、新規給水施設建設が 2 村落、その他は既存給水施設の拡張・修繕事業であ

る。2010 年度の計画に 5ヵ年計画対象村落が含まれていないが、その理由として、市役所側に

よる予算計上のタイミングの関係で協定締結が遅れていることによるものであり、このため市

側と調整が進んでいる表 2.1.9 のプロジェクトを実施することとしている。現知事就任後に、

県全体の組織改編があったことから（UNASBVI における異動はない）、予算執行が遅れており、

2010 年度に計画している 6 村落の進捗は遅れている。 

表 2.1.9 2010 年度給水事業計画 

No. 村落名 建設費（Bs） 進捗状況 備考 
1 Barrio Mangalito 50,000 実施中 市役所と共同（鉄分除去） 
2 1 de Mayo （San Ramon 市） 130,000 調整中 市役所と共同 
3 トリニダ市中学校 200,000 調整中 市役所と共同 
4 Nuevo Israel 170,000 調整中 市役所と共同（配管網） 
5 Espiritu Santo 80,000 調整中 市役所と共同（県が太陽光、市が井戸） 
6 Peru Rio Apere 222,271 調整中 市役所と共同（高架水槽） 

 
 

（2）パンド県の給水事業実施状況 

パンド県では、2005 年から県内の都市給水、村落給水を開始している。2006 年から 2007 年ま

では EU の支援により 6村落への給水事業、2007 年からは UNICEF の支援により給水施設を含む 11

の学校建設を実施している。2009 年度からは、開発調査で策定された「水供給 5ヵ年計画」に基

づき表流水を水源とした給水事業を実施している。 

1）5ヵ年計画の進捗状況（2009～2010 年） 

5 ヵ年計画対象村落の実施状況に関して、表 2.1.10 のとおり、2 年次分として 5 村落を現在

実施中である。2 年次分は、当初 2009 年度のプロジェクトとして計画していたが、国からの予

算執行が遅れたため、2010 年においても継続して実施している。予算は県独自の予算を用いて

建設を行っている。 
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表 2.1.10 5 ヵ年計画実施村落 

No. 村落名 建設費（Bs） 5 カ年計画年次 
1 SANTA RITA 19,542 2 年次 
2 EL CARMEN 70,869 2 年次 
3 EL SUJAL 59,509 2 年次 
4 CANAHAN 54,716 2 年次 
5 VILLA MARIETA 58,389 2 年次 

合計 263,026  

 

2）2009 年度 5ヵ年計画以外の実施内容 

パンド県では、2009 年～2010 年度にかけて表 2.1.11 の 6村落において表流水を水源とする

給水事業を実施中である。これらの給水事業は FPS との共同事業となっている（出資比率

FPS90％、県 10％）。FPS が事業を民間委託し、県側では工事監理、社会開発を実施している。

なお、パンド県が実施している事業は全て新規給水施設建設事業である。 

表 2.1.11 2009 年度 5 ヵ年計画以外の給水事業実施内容 

No. 村落名 建設費（Bs）
1 Soberanía 593.911
2 Rancho Alegre 579.800
3 Petronila 311.839
4 Chive 583.023
5 Filadelfia 645.711
6 Loreto 222.565

合計 2,936,852

 

3）2010 年度以降の実施計画 

2010 年度の実施計画としては、2009 年度に計画された 5ヵ年計画 2 年次分の 5 村落、および

FPS プロジェクト 6村落、計 11村落への給水事業を継続して実施中である。別途、旱魃によっ

て湧水の水量が極端に低下した 4 村落に対する緊急プロジェクトとして、防衛省から貸与され

た移動式ミニプラントによる給水事業を実施している。 

また 2010 年 9月には、環境・水資源省の特別予算として 9 百万 Bsがパンド県に対して配布

された為、県では、本予算を用いて 25 村落に対する給水事業を計画し、村落の選定作業や調査・

設計などにかかる予定としている。 

 

（3）5 ヵ年計画実施時の両県と対象市役所との連携 

自治体法の改正により、県に給水事業実施の権限が与えられるとともに、市役所に対する監理

権限が与えられた。このため、県ではこれまで水源開発のみを実施していたが、施設建設の実行

も可能となった。ただし、県側の予算面において全ての給水事業を実施することは不可能である

ことから、財政に余裕のある市役所に関してはこれまでどおりの役割分担とし、一方で規模が小

さな市役所に対してはより大きな支援を実施するなど、状況に応じた対応が可能となっている。 

ベニ県では、給水事業に対する県と市側の役割分担の見直しに関し、既に 5 つの市役所と協議

を行い、負担区分につき協定を結んでいる。今後は、全県内の市役所と同様の協議を持ちたいと
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している。 

一方で、パンド県に関しては、2011 年度予算の策定および開発計画策定に先立ち、県内全市役

所を集め協議を実施しており、同様の枠組みの中で給水事業に関する連携・役割分担を明確にし

ていきたいとしている。 

本調査においても調査対象村落が所属する全市役所を訪問し、本計画の概要を説明するととも

に、協力の要請を行った。また、市役所の予算策定、開発計画策定を技術的に支援するベニ県の

市役所連合（AMDEBENI）、およびパンド県の市役所連合（AMDEPANDO）からも、本計画が適切に実

施できるよう、各市役所に対して指導するとのコメントがあった。 

 
2.1.4 既存施設・機材 

（1）ベニ県 

1） 施設 

市内中心部に位置する県庁舎から北東約 1km 離れた郊外に、壁によって仕切られた整備工場、

倉庫、UNASBVI 事務所が設置されている土地（面積 350m2）を保有し、本計画の資機材を保管す

るスペースも十分に確保されている。さらに県側では、管理面から本敷地内に本計画専用の倉

庫を建設することも検討している。 

2） 機材 

ベニ県が所有する機材は下記表 2.1.12 のとおりである。これらの機材は道路補修用として頻

繁に使用されており、本計画に転用できる車輌はない。また UNASBVI 専用車両として、UNICEF

から供与されたワゴン車を 1 台所有しているものの、社会開発用として供与を受けていること

から、本計画の調査・維持管理用として別途用意する必要がある。 

表 2.1.12 ベニ県所有機材 

 新機材 旧機材 合計 

機材名 稼働可
稼働 
不可 小計 稼働可 稼働 

不可 小計 稼働可 稼働 
不可 

ダンプトラック 3 0 3 0 0 0 3 0 
キャタピラ車 3 0 3 1 0 1 3 1 
ショベルカー 2 0 2 0 0 0 2 0 
ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 2 0 2 0 0 0 2 0 
バックホー 3 0 3 0 0 0 3 0 
転圧機 1 0 1 0 0 0 1 0 
ﾛｰﾗｰｽﾀﾝﾊﾟｰ 1 0 1 0 0 0 1 0 
燃料タンク車 1 0 1 0 0 0 1 0 
水タンク車 2 0 2 0 0 0 2 0 
トレーラー 3 0 3 1 0 1 3 1 
ピックアップ 2 0 2 0 0 0 2 0 
運搬車輌 0 0 0 0 1 1 0 1 
工作車両 0 0 0 0 1 1 0 1 

合計 23 0 23 2 2 4 23 4 
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（2）パンド県 

1） 所有施設 

県は市内中心部に位置する県庁舎から約 9km 郊外に、県警が常勤する金網で囲まれた 7ha の

資機材置き場を所有している。資機材置き場には 4 棟の倉庫があり、そのうちの 2 棟を修復し

て本計画用の機材倉庫として使用することを検討している。この倉庫は面積、高さとも十分確

保されていることから、全ての機材、ツールス、井戸資材を格納することが可能である。なお、

現在は木材置き場として使用している。 

2） 所有機材 

パンド県が所有する機材は下記表 2.1.13 のとおりである。道路補修工事に必要な機材のみで

あるため、本計画に転用できる車両はない。 

またパンド県もベニ県と同様に UNASBVI 専用車両として、UNICEF から供与されたワゴン車を

1 台所有しているものの、社会開発用として供与を受けていることから、本計画の調査・維持

管理用として別途用意する必要がある。 

表 2.1.13 パンド県所有機材 

 新機材 旧機材 合計 

機材名 稼働可 
稼働 
不可 

小計 稼働可
稼働 
不可 

小計 稼働可
稼働 
不可 

ダンプトラック 27 3 30 1 12 13 28 15 
キャタピラ車 8 3 11 2 4 6 10 7 
ショベルカー 5 4 9 1 7 8 6 11 
ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 9 2 11 2 5 7 11 7 
バックホー 4 3 7 0 1 1 4 4 
転圧機 6 1 7 1 2 3 7 3 
ﾛｰﾗｰｽﾀﾝﾊﾟｰ 1 0 1 0 0 0 1 0 
燃料タンク車 8 0 8 1 2 3 9 2 
水タンク車 9 0 9 1 3 4 10 3 
トレーラー 4 2 6 1 0 1 5 2 
ピックアップ 11 2 13 1 9 10 12 11 
運搬車輌 0 0 0 0 1 1 0 1 
工作車両 0 0 0 0 1 1 0 1 
合計  92 20 112 11 47 58 103 67 

稼働不可機材は、稼働に備えて修理中あるいはパーツ補給中。 
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2.2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2.2.1 関連インフラの整備状況 

（1）アクセス 

「ボ」国の道路は、国道、県道、市道に区分されており、それぞれ国、県、市が管理を行って

いる。両県共にアスファルト舗装率は低く、国道で 15%以下、県道、市道にいたってはアスファ

ルト舗装をされた道路はほとんど無く、一部区間が砂利舗装されているのみである。両県とも表

層部はラテライト質の土壌であることから、乾期には砂埃が舞い、雨期には降雨で粘土状になる

など、道路事情は非常に悪く、雨期にあたる 11 月から 4月にかけては通行が不可能になる路線が

数多くある。このため、調査時期や実施工程の作成にあたっては十分な配慮が必要となる。 

さらに、主要街道の途中には複数の河川が存在し、その多くは橋梁がないためポントンと呼ば

れる渡し船を利用する必要がある。主要河川をまたぐ渡し舟は、トレーラーなどの大型車両の搭

載も可能である。ただし木製橋梁の場合には、大型車両の通行は困難となることから、整備や迂

回などの措置が必要となる。またパンド県には、道路によるアクセス方法がなく、ボートによる

移動がメインとなっている村落が多く存在している。本調査で確認した主要幹線のアクセス状況

を図 2.2.1 に示す。 

首都ラパスからベニ県県都トリニダ市までの飛行時間は約 1時間、パンド県県都コビハ市まで

の飛行時間は約 1時間半である。ラパス-コビハの直行便は週 3 本程度であることから、トリニダ

市を経由した移動が主流である。雨期には地方都市間の交通として主に飛行機が利用されている

ほか、物流には河川が利用されている。 

 
図 2.2.1 両県の主要幹線のアクセス状況 

 

（2）電気・通信 

2001 年センサスによればベニ県全体の電化率は約 55%、パンド県全体では約 46%であるが、村
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落部においては、ベニ県、パンド県それぞれ約 12%、約 19%と非常に低い普及率となっている。ま

たトリニダ、コビハなどの都市周辺の地区を除いた地方部の大半の電化地区では、ジェネレータ

ーによる発電が町、村落単位で行われており、このような地区では、地区毎に配電時間が決めら

れ、一般的に日暮れ後 2～3 時間の配電となっている。 

表 2.2.1 ベニ・パンド県の電化率 （センサス、INE）

電化 未電化 電化 未電化
県全体 54.61% 45.39% 48.23% 51.77%
都市部 73.02% 26.98% 68.31% 31.69%
地方部 12.34% 87.66% 9.98% 90.02%
県全体 45.69% 54.31% 28.91% 71.09%
都市部 79.81% 20.19% 78.84% 21.16%
地方部 19.31% 80.69% 9.79% 90.21%

2001 1992

ベニ

パンド

県 区分

 

 

一方、開発調査のインベントリー調査結果（2007 年）による電化率は、調査対象村落のうちベ

ニ県では 26％、パンド県では 46％となっており、2001 年センサスから整備が進められてはいる

ものの、未電化村落も多く、本計画の策定にあたっては、現状や将来への見通しを配慮する必要

がある。 

通信事情に関しては、市役所所在都市程度であれば公衆電話（固定電話）が整備されているも

のの、村落レベルまで普及するには至っていない。携帯電話やインターネットに関してもベニ県

ではトリニダ市、リベラルタ市、パンド県ではコビハ市でのみ使用可能といった程度であること

から、地方部における通信事情は非常に悪い状況にある。 

 
2.2.2 自然条件 

（1）地形 

「ボ」国の地形の特徴は、図 2.2.2

のとおり国土西部と東部で標高が大き

く異なり、西部はアンデス山系と呼ば

れ、西部アンデス山岳地帯、アルティ

プラーノ高原地帯、東部アンデス山岳

地帯、亜アンデス山系地帯の標高の高

い地域から構成される。東部は標高の

低い中央平原帯および東部丘陵地帯か

らなる。 

調査対象地域であるベニ県およびパ

ンド県は地形区分的にベニ平原を中心とした地域で、亜アンデス山系、東部丘陵地帯および北部

のパンド県に広がる丘陵地帯が含まれる。 

ベニ平原の中央～南部では標高 130～150m 程度の平坦な地形と熱帯森林と著しく蛇行する河川

が特徴的で、湖沼や季節的な洪水に見舞われる沼沢池、湿原が多数存在する。平原の西端は亜ア

アンデス山岳地帯
標高：(6,400-2,500m）

山岳～チャコ・ベニ平原
～丘陵地帯

標高（2,500～100m）

調査対象地域
（標高1,500～100m）

アンデス山岳地帯
標高：(6,400-2,500m）

山岳～チャコ・ベニ平原
～丘陵地帯

標高（2,500～100m）

調査対象地域
（標高1,500～100m）

図 2.2.2 「ボ」国の東西方向模式地質断面図 
（石原 1999、地質ニュース 540 号に加筆）
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パンド丘陵高位面 
パンド丘陵中位面 
パンド段丘低位面 
ベニ平原北部台地 
ベニ平原中央低地帯 
ベニ山麓扇状地 
ベニ南西部山地 
ベニ東部丘陵 

ンデス山系に属する山麓渓谷地帯で、標高 500～1,000m の山地と両側を急斜面に挟まれた谷底平

野が北西－南東方向に平行に伸びている。ベニ平原東部の丘陵地帯では、準平原残存部の標高 200

～250m の残丘と河川に沿って伸張する平原からなる。ベニ県北部およびパンド県中央～西部は緩

やかな起伏の連なる標高 140～350m の丘陵地帯で、小規模河川により開析され、熱帯森林に覆わ

れている。ベニ県およびパンド県の地形は開発調査において表 2.2.2 のように区分されており、

図 2.2.3、2.2.4 に対象地域の地形図、地形区分をそれぞれ記載する。 

表 2.2.2 ベニ県・パンド県の地形区分 

地形帯 地形区分 主な地形 標高 地域 

チャコ・ベニ平原 

パンド丘陵高位面 丘陵 250～350m パンド西部 
パンド丘陵中位面 丘陵 200～250m パンド中央部 
パンド丘陵低位面 河岸段丘 140～210m パンド全域 
ベニ平原北部台地 台地 150～200m パンド東部、ベニ北部 
ベニ平原中央低地 平野 130～200m ベニ中央～南部 
ベニ山麓扇状地 山麓 200～300m ベニ南西部 

亜アンデス山系 ベニ南西部山地 山地 500～1500m ベニ南西部 
ブラジル楯状地 ベニ東部丘陵 丘陵 200～250m ベニ東部 

 

 

図 2.2.3 ベニ県・パンド県の地形図 図 2.2.4 ベニ県・パンド県の地形区分 

 

（2）水文地質 

1）地質 

ベニ県およびパンド県の地質では大半がベニ－チャコ平原に含まれ、図 2.2.5 のとおり第三

紀～第四紀の湖沼～河川氾濫堆積物の粘土・砂・礫が広く分布する。対象地域北西部の丘陵地

帯では第三紀層が丘陵部の土台を構成しており、地表面はラテライト化が著しく、赤褐色の土

壌が広がっている。対象地域中央～南部は、マモレ川やベニ川が洪水氾濫を繰返している地域

であり、第四紀層が厚く覆う。 

ベニ県南西部のアンデス山系に連なる山地は、古生代（オルドビス紀、デボン紀）、中生代
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（白亜紀）および新生代の堆積岩が北西－南東方向に褶曲構造を伴い細尾根を形成している。

ベニ県東部丘陵地帯は先カンブリア代の変成岩が分布する。 

 

図 2.2.5 ベニ県・パンド県の地質 

 

2）物理探査 

本調査では、調査対象村落 36箇所（ベニ県 21村落、パンド県 15 村落）の比抵抗構造を明ら

かにして、井戸掘削に必要な地質構造を把握する目的でシュランベルジャー法垂直電気探査を

実施した。垂直電気探査の結果より、調査対象 36村落の地下水位及び地質状況を推定し、井戸

構造の設計に用いた。表 2.2.3、2.2.4 にベニ県、パンド県それぞれの電気探査結果を示す。な

お、各村落における垂直電気探査の比抵抗曲線は資料編に添付した。 

ベニ県の対象 21 村落中、地形区分で台地に位置する村落は 12 村、低地が 7 村、山麓が 2 村

である。地質の比抵抗構造の特徴として、台地に位置する村落は、地下浅部（深度 20m 程度ま

で）の比抵抗値が高く（概ね数百Ωm 以上）、中間層（深度約 60m～100m 程度まで）で一度値

が低下するが（十数Ωm～百数十Ωm）、深部（100m 程度以深）では再び上昇（数百Ωm 以上）

する。特に北西部のブラジル楯状地分布域付近でこの傾向が顕著である。低地に位置する村落

では台地に比べて全体に比抵抗値が低く、地下浅部（数Ωm～100Ωm 程度）、中間層（概ね 50

Ωm 以下）、深部（数Ωm程度）である。また、山麓に位置する村落では各層の比抵抗変化が十

数Ωm～60Ωmと少ない。 

パンド県の対象15村落中、台地に位置する村落は9村、丘陵に位置する村落は6村であった。

台地に位置する村落では地下浅部～中間層が数百Ωm 以上の高い値を示し、深部で比抵抗値が

下がる（数十Ωm 程度）傾向にある。丘陵地帯に位置する村落は、地下浅部の比抵抗値が十数

Ωm または千Ωm 前後と 2 局化を示す。中間層では数十Ωm～数百Ωm の中間的値を示し、深部

の比抵抗は十数Ωm以下に下がる。 
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両県各村落とも、中間層の比抵抗値は十数Ωm～百数十Ωm を示すことから、深度 20m～100m

程度では砂が卓越する地層が分布することが考えられ、地下水開発に適した地層が分布してい

ると判断される。ただし、地下深部で低比抵抗を示す村落では地下水の塩水化が懸念され、掘

削深度の決定には注意が必要となる。 

表 2.2.3 垂直電気探査結果一覧表（ベニ県） 

深部

(Ωm) (m) (Ωm) (m) (Ωm)

1 ｸﾞｱﾔﾗ
ｶﾄﾙｾ・ﾃﾞ・ｾﾌﾟﾃｨｴ
ﾝﾌﾞﾚ

台地 IV 65 23.2 6400 → 6400 堆積層は深度23m付近まで、それ以深は水理基盤

の岩盤が出現

2 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾌﾞｴﾅ・ﾋﾞｽﾀ 台地 IV 556 24.0 18 → 18 深度24m付近から地下深部まで粘土主体の堆積層

が分布、水理基盤は200m以上

3 ｸﾞｱﾔﾗ ﾛｻﾘｵ・ﾃﾞﾙ・ﾔﾀ 台地 IV 2230 10.5 14 → 14 深度10m付近から地下深部まで粘土主体の堆積層

が分布、水理基盤は200m以上

4 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 台地 V 2550 6.4 136 73.4 358 深度7～73m付近が砂が卓越する堆積層が分布、

深度73m以深はやや風化した岩盤が出現

5 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼ
ｵ

ﾗｽ・ﾒﾙｾﾃﾞｽ 低地 IV 3 29.4 45 68.0 4 浅部は砂・粘土主体、深度30～70m間は砂が卓

越、深度70m以深は粘土主体の水理基盤

6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 台地 V 721 12.0 125 55.0 61 深度55m付近まで砂、礫が分布、それ以深はやや

粘土が主体、水理基盤は確認できず

7 ﾄﾘﾆﾀﾞ
ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞ
ｱ・ﾄﾞｩﾙｾ

低地 IV 64 20.4 8 120.0 2 深度20m付近までは砂が卓越、その下位は粘土主

体、120m以深は塩水域の可能性が大きい

8 ﾚｲｪｽ ｻﾝ・ﾎｾ 台地 V 1550 7.1 190 89.1 86 全体的に砂が卓越する堆積層が分布。水理基盤
は200m以上

9 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼ
ｵ

ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 低地 V 6 34.2 51 78.1 2 浅部は砂・粘土主体、深度34～7８m間は砂が卓

越、深度78m以深は水理基盤の粘土

10 ｻﾝﾀ・ｱﾅ
ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏ
ｷｨﾆ

低地 IV 98 27.6 8 154 2 深度28m付近までは砂が卓越、その下位は粘土主

体、154m以深は水理基盤の粘土層

11 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾄｩﾐﾁｭｸｱ 台地 IV 11500 10.3 1520 58.7 358 全体的に砂が卓越する堆積層が分布。水理基盤
は200m以上

12 ｻﾝﾀ・ﾛｻ ﾋﾞｼﾞｬ・ﾌｧﾃｨﾏ 台地 IV 23 12.5 4 49.3 358 深度13m付近までは砂、その下位は粘土主体、

50m以深は水理基盤のやや風化した岩盤が出現

13 ﾚｲｪｽ
ｻﾝﾀ・ﾛｼｰﾀ・ｴﾙ・
ｺｻｰﾙ

台地 IV 240 5.6 40 130.1 230 全体的に砂が卓越する堆積層が分布。水理基盤
は200m以上

14 ｸﾞｱﾔﾗ
ｶﾁｭｴ・ﾗ・ｴｽﾍﾟﾗﾝ
ｻ

台地 IV 387 27.3 4390 74.0 259 深度27mで岩盤が出現、深度74m以深は比抵抗が

低下することから深部に裂罅の存在の可能性。

15 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｯﾄｽ 台地 IV 67 13.4 13 43.7 22 全体的に砂と粘土が互層し、帯水層を形成してい
る。水理基盤は200m以上

16 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｼｴﾃ・ｴｽｷｨｰﾅ 台地 V 706 16.4 17 71.3 40 深度71m付近までやや粘土が主体、それ以深は砂

が卓越する。水理基盤は確認できず

17 ｴｷｻﾙﾀｼｵ
ﾝ

ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ｲﾙﾔﾈ
ｽ

低地 V 692 10.5 46 129.0 6 深度129mまでは砂が卓越、それ以深は粘土が主

体となる。水理基盤は確認できず

18 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼ
ｵ

ﾗﾝﾁｮ・ｻﾝﾀ・ｸﾗﾗ 低地 VI 14 54.8 10 215.0 983 全体的に粘土が主体、特に深度55～215mは粘土

が卓越する。深度215mで基盤岩出現

19 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ﾋﾞｼﾞｬ･ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 山麓 VI 35 11.1 43 → 43 深度11m付近から砂が卓越する堆積層が分布。水

理基盤は確認できず

20 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ
ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆ
ｷｨ

山麓 V 18 17.0 65 166.0 51 深度17m付近から砂が卓越する堆積層が分布。水

理基盤は確認できず

21 ｻﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚｽ ﾅﾗﾝﾋｰﾄｽ 低地 VI 86 10.2 14 104 2 深度10m付近までは砂が卓越、その下位は粘土主

体、104m以深は塩水域の可能性が大きい

水理地
質区分

No. 市役所名 村落名
地形
区分

想定される地質状況浅部 中間層

電気探査結果
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表 2.2.4 垂直電気探査結果一覧表（パンド県） 

深部

(Ωm) (m) (Ωm) (m) (Ωm)

1 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 丘陵 III 16 40.9 179 52.7 3 深度41m付近まで細砂、深度41～53mは砂礫、

53m以深は水理基盤の粘土が分布

2 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ﾛｰﾏ・ｱﾙﾀ 台地 IV 2150 8.5 181 35.8 33 全体的に砂が優勢な堆積層が分布。水理基盤は
200m以上

3 ﾎﾞﾙﾍﾟﾌﾞﾗ ﾍﾞﾗｸﾙｽ 丘陵 I 11 27.9 474 61.4 7 深度28m付近までは細砂又はシルト、深度61mまで

は砂主体、61m以深は粘土又は塩水の可能性

4 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 丘陵 I 1490 12.8 2390 23.3 16 深度28m付近までは砂が卓越、23m以深は粘土主

体に分布、水理基盤は200m以上

5 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾋﾞｽﾀ・ｱﾚｸﾞﾚ 台地 IV 195 21.3 835 61.9 48 全体的に砂が優勢な堆積層が分布。水理基盤は
200m以上

6 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟ
ﾗﾝｻ

ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 台地 IV 392 33.4 3200 67.1 570 深度33m付近で強変成岩（水理基盤）が出現、深

度67m以深は変成が弱くなる

7 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ﾌｪ 台地 IV 1140 12.7 18 220 1750 全体的に砂と粘土が互層。深度220m付近から水

理基盤を予想するの高比抵抗が出現

8 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾄﾚｽ・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ 台地 IV 1440 5.7 349 24.4 13 深度24m付近から粘土優勢の堆積層が地下深部

へ続く。水理基盤は200m以上

9 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 台地 IV 108 7.2 2750 37.4 23 深度37m付近から砂/粘土の互層する堆積層が地

下深部へ続く。水理基盤は200m以上

10 ｺﾋﾞﾊ
ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞ
ﾙ・ｱｸﾚ）

丘陵 I 712 19.9 193 98.0 2 深度98m付近まで砂が優勢、98m以深は粘土又は

塩水の可能性

11 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ﾌﾛﾘﾀﾞ 丘陵 I 1140 10.5 65 104.0 9.3 深度104m付近まで砂が優勢、104m以深は粘土主

体。水理基盤は200m以上

12 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴﾙ・ﾊﾟﾗｰﾙ 台地 IV 633 15.3 6 50.6 623 深度50m付近まで粘土主体、それ以深は砂が優

勢、深部は岩盤の可能性

13 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾄﾘﾆﾀﾞｼｰﾄ 台地 IV 151 23.1 14900 28.9 151 全体的に砂が優勢な堆積層が分布。水理基盤は
200m以上

14 ｳﾏｲﾀ ｳﾏｲﾀ 丘陵 I 1150 12.6 47 78.4 5 深度78m付近までは砂が優勢、78m以深は粘土主

体に分布、水理基盤は200m以上

15 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ｸﾙｼｰﾄ 台地 IV 1710 22.8 19 → 19 全体的に砂と粘土が互層。水理基盤は200m以上

No. 市役所名 村落名
水理地
質区分

地形
区分

想定される地質状況浅部 中間層

電気探査結果

 

 

3）水文地質 

ベニ平原は西にアンデス山脈、東にブラジル楯状地に挟まれた地域で、アンデス山麓地帯の

高い降水量が豊富な地下水を涵養していると考えられている。対象地域における有望な帯水層

は第四紀の未固結～半固結堆積物の主として砂層とされ、対象村落は粘土と砂の堆積層に厚く

覆われた地域に位置している。ベニ県各地の既存井戸資料によると、そのほとんどが深度 30～

110m、井戸口径 4 インチ、静水位は 3～8m、揚水量 1～5L/sec の範囲である。 

今回の対象村落は存在しないが、ブラジル楯状地の帯水層は、岩盤の風化部、亀裂帯及び節

理帯等で、一般に不連続で透水性は低い。しかし、岩盤を浸食して堆積した第四紀層や岩盤中

の亀裂が発達した部分などが有望とされている。また、亜アンデス山系の帯水層は谷底平野に

第四紀堆積層が存在するほか、岩盤の風化部、亀裂帯などが期待され、既存の井戸の深度は平

均 50m 程度で、静水位は 23m とされている。 

水理地質基盤となる地層は、パンド県とベニ県南部では半固結粘土層、ベニ県中央から東部

ではブラジル楯状地の先カンブリア代変成岩であると推定される。開発調査では水理地質的特

性を総合的に解析して、水理地質区分を設定した（図 1.1.5）。本調査結果を踏まえ、以下 6

つの水理地質区分ごとに水理地質的特徴を述べる。 
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ア. 水理地質区Ⅰ 

水理地質区Ⅰは、地形区分のパンド丘陵高位面に相当し、上部の砂層主体の部分と下部の

粘土層に明確に区分され、上部層の深度は数十 m～百数十 m である。この層は、年代を確定

する決定的な情報はなく第三紀から第四紀にかけて堆積したものと考えられる。下部の粘

土層は、灰色～緑灰色で粘性の高いことが特徴である。パンド丘陵を構成する第三紀～第

四紀層はほぼ水平の構造を持つことが想定される。主要水源は地形の変化点である谷部に

露頭する粘土層上部から湧出する湧水や、砂層をターゲットとした深井戸（50～100m）が

中心となる。地下水中に鉄分が基準値を超えて含まれる地域もあることから、開発には注

意が必要となる。 

イ. 水理地質区Ⅱ 

水理地質区Ⅱは、地形区分のパンド丘陵中位面にほぼ相当し、東側を北北東－南南西方向

の推定断層によって区画される。水理地質区Ⅰ同様、上部の砂層主体の部分と下部の粘土

層に明確に区分され、上部層の深度は最大数十 m である。下部の粘土層は、灰色～緑灰色

で粘性が高く、水平に連続していると考えられる。また上部の砂層主体の部分は、パンド

丘陵中位面では浸食が進み、分布域は限定的である。このため地下水開発のポテンシャル

は低く、大規模な開発は困難となり、湧水や渓流水を水源とした開発が主体となる。ただ

し、浅井戸を利用したハンドポンプレベルの開発は状況に応じて可能と判断できる。 

ウ. 水理地質区Ⅲ 

水理地質区Ⅲは、地形区分のパンド段丘低位面に相当し、段丘堆積層を帯水層とする。表

層付近は細粒の地層（粘土層、シルト層）に覆われているが、深度約 10m～20m 程度は砂礫

層である。この層は、水理地質区 I およびⅡの地層を覆っていると考えられる第四紀の層

であり、大河川沿いで段丘面の縁に砂層と礫層を主体とする層が確認できる。透水性が非

常に良いことから地下水開発の可能性は高いものの、極めて局所的な流動系の地下水開発

となることから収支バランスを考慮した開発が重要となる。また浅井戸（10～20m）が開発

対象となるため、生活汚水の浸入に対する対策が必要となる。 

エ. 水理地質区Ⅳ 

水理地質区Ⅳは、地形区分のベニ平原北部台地にほぼ相当する。上部層は深度 50m～100m

程度まで河川堆積物層の細粒砂および中粒砂が主体で、その下位にパンド地域で水理地質

基盤となっている半固結粘土層が分布する。地下水開発にはこの基盤上部に発達する砂層

が良好な帯水層となる。ただし、地下水中に鉄分が基準値を超えて含まれる地域が広域に

分布していることから、簡易除鉄プラントを設置する必要がある。 

オ. 水理地質区Ⅴ 

水理地質区Ⅴは、地形区分のベニ平原中央低地帯に相当する。地層は砂、礫、粘土が互層

を呈しているが、広範囲に分布するため地域により特徴が異なる。南部地域の特徴は、全

体に砂層を主体とした粘土層を数層挟む構造であるが、Mamore 川本流に近い場所ほど粘土

層の割合が高くなる傾向が認められる。本区はさらに南部、中央部、東部の 3 つに細分す

ることができる。南部は細粒砂層（深度約 50m）、礫層を含む砂泥互層（深度約 150m）が卓
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越し、下部に水理基盤となる砂泥互層（約 150m 以深）が存在している。中央部には 50～100m

以深、東部では約 40m 以深から先カンブリア代の基盤岩類が存在している。水理地質区Ⅳ

同様に、地下水開発はこの基盤上部に発達する砂層が主帯水層となるが互層構造が複雑な

ため、ケーシングプログラミングの際には、調査結果、掘削スライム等から地質構造を適

切に把握する必要がある。また、地下水中に鉄分、マンガンが基準値を超えて含まれる地

域が広域に分布していることから、簡易除鉄・除マンガンプラントを設置する必要がある

ほか、塩分が多く含まれる地域もあり、十分な調査とデータの蓄積が必要である。 

カ. 水理地質区Ⅵ 

水理地質区Ⅵは、地形区分のベニ山麓扇状地に相当する。ベニ県南西端に小規模に分布し

ており、山麓の崩壊土砂により構成されていると考えられることから、礫を主体としなが

らも、粘土やシルトを混在する不均質な堆積物であることが推定される。現地では、渓流

取水のほかハンドポンプや手掘り井戸が多く活用されている。 

 

（3）気象 

ベニ県、パンド県ともアマゾンの源流域にあたり、対象地域の気候はケッペン気候区分による

と高温・多雨のサバナ気候（Aw）に分類され、年間平均降雨量はトリニダ市 1,791mm、コビハ市

1,841mm となる（図 2.2.6 参照）。これは世界の年平気降雨量 970mm の約 2 倍にあたる。降雨は

11 月～4 月に集中しているため 200～300mm/月以上（東京の 9 月平均降雨量の 1～1.5 倍）の降雨

量が記録される一方、乾期である 5月～10 月の降雨量は 10～50mm/月と明瞭な差がみられる。気

温は両市とも 5 月を除き最高気温は 30℃を超えている。最低気温は 5 月～9 月は 20℃未満、10

月～4月は 20℃を上回る。 
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図 2.2.6 ベニ県・パンド県主要 4 都市における月別平均気温と降雨量（1961-2006 年、「ボ」国気象・水文庁） 

 

（4）河川 

調査対象地域はアマゾン河上流域に位置し、水理構造区分的にアマゾン川流域水理構造区に属
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する。ベニ県では調査地域最大の流域を有するマモレ川がほぼ中央を南から北へ流下するほか、

ベニ川、イテネス川などの大河川が北へ向かう。また、パンド県では、マドレ川、オルソン川、

北縁のブラジル国境でアクレ川～アブナ川が北東に流下する。これらの大河川は流量が豊富で、

年間を通じて涸れることはないが、極めて低勾配のために著しく蛇行して流路変動が大きく、無

数の三日月湖や落堀を伴う。 

各河川本流は大河川であり、乾期にも充分な流量があるものの、図 2.2.7 のように河川の最低

流量と、流量のピーク時には大きな差があり、河川水位も高低差が約 20m にも達する箇所もある。

また、マモレ川流域では、流量のピーク時である 1 月～4 月にかけて河川が氾濫し、市内への洪

水が頻繁に発生し問題となっている。 

 

（5）水質 

調査対象村落において飲料水として使用している水源の簡易水質調査を行い、飲料水としての

適正評価を行った。両県の水質調査結果を表 2.2.5、表 2.2.6 に示す。 

ベニ県の対象村落の水源は、ハンドポンプ、湧水、浅井戸、川水等であり、主に県の北部村落

で利用している湧水や浅井戸は、全般的に水質の問題は少ない。一方で、県中央部で多く利用さ

れているハンドポンプは、鉄、マンガン、亜硝酸性窒素、塩分が微量なものも含めて検出され、

特にトリニダ市に近いラ・アルヘンティーナ村や、ナランヒートス村では、水質が悪いためハン

ドポンプをまったく利用していない等、水質の問題が多い。また、川の水は色や濁りがあるもの

の鉄やマンガン、塩分等の問題は少ない結果である。 

パンド県の対象村落の水源は、ノリアと呼ばれる浅井戸、パウロと呼ばれる小川の河床に掘ら

れた湧水がほとんどで、一部で鉄、マンガン、亜硝酸性窒素が検出されたものの全般的に水質は

良好であった。
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図 2.2.7 対象地域の水系図（左）及び、マモレ川の月平均流量（ｸﾞｱﾔﾗﾒﾘﾝ観測所、1990-2007） 
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表 2.2.5 水質調査結果（ベニ県） 

EC Sal pH Fe Mn No2 No3 色 濁度
μS % mg/L mg/L mg/L mg/L

1 188 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾄﾙｾ・ﾃﾞ・ｾﾌﾟﾃｨｴﾝﾌﾞﾚ ﾊﾝﾄﾞﾎﾝﾌﾟ 22 0.00 6.5 0.2> 0.5> 0.02> 1> △ △ ○

2 203 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾌﾞｴﾅ・ﾋﾞｽﾀ 湧水 21 0.00 7.1 0.2> 0.5> 0.02> 1> ◎ ◎ ◎

3 194 ｸﾞｱﾔﾗ ﾛｻﾘｵ・ﾃﾞﾙ・ﾔﾀ 湧水 10 0.00 7.3 0.2> 0.5> 0.02> 1> ◎ ◎ ◎

4 189 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 浅井戸 33 0.00 7.4 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

5 164 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗｽ・ﾒﾙｾﾃﾞｽ アペレ川 185 0.00 7.9 0.2> 0.5> 0.02> 1> △ △ △

6 123 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 浅井戸 86 0.00 6.1 0.2> 0.5> 0.02> 3 ◎ ◎ ◎

193 0.00 8.3 0.2> 0.5> 0.02> 1> △ △ ○

6500 0.34 6.3 × × ×

8 37 ﾚｲｪｽ ｻﾝ・ﾎｾ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 46 0.00 6.7 0.2> 0.5> 0.02> 18 △ △ ○

480 0.02 7.0 9 0.5> 0.02> 1> △ △ △

43 0.00 8.0 0.2> 0.5> 0.02> 1> △ △ ○

10 246 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｷｨﾆ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 240 0.00 6.9 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ △ ○

11 210 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾄｩﾐﾁｭｸｱ 湧水 23 0.00 7.2 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ◎

12 79 ｻﾝﾀ・ﾛｻ ﾋﾞｼﾞｬ・ﾌｧﾃｨﾏ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 300 0.01 7.8 0.2> 0.2 0.02> 1> ○ △ ○

13 35 ﾚｲｪｽ ｻﾝﾀ・ﾛｼｰﾀ・ｴﾙ・ｺｻｰﾙ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 107 0.00 6.5 0.05 0.5> 0.02> 7 ○ △ ○

14 187 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾁｭｴ・ﾗ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 湧水 13 0.00 6.6 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

15 249 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｯﾄｽ アペレ川 210 0.00 7.9 0.25 0.5> 0.02> 1> △ △ △

16 124 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｼｴﾃ・ｴｽｷｨｰﾅ 浅井戸 37 0.00 6.3 0.2> 0.5> 0.02> 0.4 △ △ △

17 231 ｴｷｻﾙﾀｼｵﾝ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ｲﾙﾔﾈｽ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 25 0.00 6.1 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

18 171 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗﾝﾁｮ・ｻﾝﾀ・ｸﾗﾗ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 910 0.04 7.0 1.8 0.5> 0.02> 1> △ △ △

19 80 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ﾋﾞｼﾞｬ･ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 380 0.01 7.6 8 0.4 0.02> 1> ○ △ ○

20 61 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 浅井戸 230 0.00 7.6 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ◎

48 0.00 8.1 0.4 0.5> 0.02> 1> △ △ ○

590 0.03 6.8 7 0.5> 0.02> 1> × △ ×

浅井戸
ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ

ため池
ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ

浅井戸
ため池

臭気
味

測定不能
ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ

ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ

ｻﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚｽ ﾅﾗﾝﾋｰﾄｽ21 139

9

1809

7
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表 2.2.6 水質調査結果（パンド県） 

EC Sal pH Fe Mn No2 No3 色 濁度
μS % mg/L mg/L mg/L mg/L

13 0.00 7.0 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

22 0.00 6.6 0.15 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

2 125 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ﾛｰﾏ・ｱﾙﾀ 浅井戸 21 0.00 7.2 0.05 0.5> 0.02> 2 ○ ○ ○

3 20 ﾎﾞﾙﾍﾟﾌﾞﾗ ﾍﾞﾗｸﾙｽ 湧水 68 0.00 7.1 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

4 57 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 湧水 38 0.00 7.6 0.05 0.5> 0.02> 1> △ ○ ○

5 43 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾋﾞｽﾀ・ｱﾚｸﾞﾚ 浅井戸 15 0.00 7.8 0.2> 0.5> 0.02> 1.5 ○ ○ ○

6 129 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 浅井戸 25 0.00 6.1 0.2> 0.5> 0.02> 0.7 △ △ ○

7 132 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ﾌｪ 浅井戸 26 0.00 6.5 0.05 0.5> 0.02> 1> △ △ ○

8 79 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾄﾚｽ・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ 浅井戸 24 0.00 6.4 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

37 0.00 5.9 0.2> 0.5> 0.02> 4 △ △ ○

70 0.00 5.9 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

16 0.00 6.7 0.2> 0.5> 0.02> 1> △ △ ○

23 0.00 5.3 0.05 0.5> 0.02> 4 △ △ ○

11 55 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ﾌﾛﾘﾀﾞ 浅井戸 24 0.00 7.3 0.2> 0.5> 0.02> 1.8 ○ ○ ○

12 82 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴﾙ・ﾊﾟﾗｰﾙ 浅井戸 51 0.00 5.9 1.5 1.2 0.02> 1> △ △ △

13 85 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾄﾘﾆﾀﾞｼｰﾄ 浅井戸 32 0.00 6.8 0.2> 0.5> 0.02> 2.5 △ △ ○

14 136 ｳﾏｲﾀ ｳﾏｲﾀ 浅井戸 16 0.00 6.1 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

21 0.00 6.1 0.2> 0.5> 0.02> 1> △ △ ○

26 0.00 6.3 0.2> 0.5> 0.02> 1> ○ ○ ○

水源

湧水
浅井戸

浅井戸
湧水

浅井戸
湧水

15 127

10 46

9 44

ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ
湧水

浅井戸

水質

臭気
味

65

ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ

ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ）

NO. 村落
No 市名 村落名

1

ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ｸﾙｼｰﾄ
 

  

2.2.3 社会条件 

（1）プロジェクト対象村落の給水事情 

2001 年に実施されたセンサスによる両県の給水状況を表 2.2.7 に示す。安全な水である各戸配

水や公共水栓による給水を受けている家庭は、ベニ県では 9.1%、パンド県では 13.5%と非常に低

い普及率となっている。ベニ県では、手掘り井戸やハンドポンプ（10～40m 深程度）を水源とし
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ている割合が最も多く、次いで河川や雨水を貯蓄したため池などの表流水の利用が多い。パンド

県では地形的な影響から湧水が多く見られ、これを利用した表流水を水源としている割合が最も

多く、次いで手掘り井戸となっている。 

表 2.2.7 ベニ県・パンド県の給水状況 （2001 年ｾﾝｻｽ） 

  

ベニ県 パンド県 

都市部戸数 ％ 村落部戸数 ％ 都市部戸数 ％ 村落部戸数 ％ 

配水管接続、公共水栓 24,809 54.4 1,812 9.1 3,668 54.4 800 13.5
給水車 1,105 2.4 13 0 59 2.4 2 0.03
手掘り井戸、ハンドポンプ 16,878 37 9,474 47.7 630 37 1,790 30.2
河川、湧水 750 1.6 8,134 40.9 107 1.6 3,199 53.9
その他 2,071 4.5 435 2.2 127 4.5 145 2.4 

合計 45,613 100 19,868 100 4,591 100 5,936 100 

 
表 2.2.8、表 2.2.9 に調査対象村落における給水事情をまとめる。現地調査結果から判断され

る問題点を次にまとめる。 

①水源における問題点 

手掘り井戸： 

・ 人力であるため 5m程度しか掘れず、乾期に枯れる村落が多い。 

・ 家屋に併設された井戸や住宅密集地に建設された井戸の場合、将来的に汚染される可能

性が高い。 

・ 孔壁の保護がされていないため、粘土分を含んだ濁度の高い水である場合がある。 

ハンドポンプ（アイニ・ポンプ）： 

・ 稼動部が塩ビ製であるため、破損しているケースが非常に多い。 

・ 設置されたほとんどの村落で維持管理体制が確立されていないことや、スペアパーツが

確保されていないことから、破損したポンプは破棄されている。 

・ 時間・労力がかかるため、他の水源がある場合には使用されていない。 

・ 鉄・マンガンが多く含まれる場合には、使用されていない。 

ため池： 

・ 主に灌漑用、家畜用、養魚用の水源として雨水を貯水し飲用としても活用しているが、

水質に問題がある。 

・ 乾期には水位が低下し濁度が上昇することや、枯渇する。 

湧水： 

・ 乾期に枯渇する湧水がある一方、河川や湖脇の湧水は雨期に水没し利用ができなくなる。 

②維持管理上の主な問題点 

・ 塩素滅菌を実施している村落はなく、滅菌施設の整備とともに衛生教育等が必要である。 

・ 電化率が低いため動力を使用する施設の場合には、個別の発電システムが必要となる。 

・ アクセスの悪さから、スペアパーツや発電機用燃料の入手が非常に困難である。 

・ 分散型村落が多く、施設整備が非効率である。 
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（2）プロジェクト対象村落の社会条件 

1）社会条件調査の目的と内容 

社会条件調査では、村落における維持管理体制を検討するための基礎情報を得ることを目的

として、給水の現状および住民維持管理能力にかかる調査を実施した。本調査では、各村落の

キーインフォーマントとなる村長や水衛生委員会の重要な役割を果たす女性も含めてアンケー

ト調査を実施した。また、村落の平均収入および水道事業に対する支払意思額に関しては、開

発調査で実施された住民アンケート調査結果を活用した。 

 

社会条件調査項目として、次の 5 分野を中心に調査を行った。 

① 対象村落の概要： 

（人口、世帯数、主な収入源と金額、給水利用の現状など基礎項目） 

② 村落内にある組織の活動状況（村落の組織力）： 

（給水施設を適切に運営維持管理するための村落の組織力を推定する項目） 

③ 住民の収入源とその金額（水料金支払い能力）： 

（村落住民の水料金支払い能力を推定する項目） 

④ 住民、村落、市の給水事業への意向（飲料水改善の必要性認識度）： 

（住民がオーナーシップを持って給水施設を活用する素地を推定するための項目） 

⑤ 衛生環境と住民の改善意欲（衛生改善意欲）： 

 （新たな給水施設を活用した住民の主体的な生活改善の可能性を推定する項目） 

 

社会条件調査の調査結果を表 2.2.10～2.2.11 にまとめる。 

【調査内容】 

村落人口と世帯数、主な収入源と金額、住民組織の活動状況、疾病の発生状況、衛生施設の

整備状況、ゴミ処理方法、水道料金支払意思額と可能額の推定、給水サービスへの要望等 
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自

給
用

、
農

閑
期

出
稼

ぎ
（
3
ヵ

月
）
、

カ
ス

タ
ニ

ャ
採

集

米
、

ｶ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾆ
ｬ
な

ど
5
0
％

を
販

売
、

出
稼

ぎ
な

し

人
口

ｶ
ﾄﾙ

ｾ
・
ﾃ

ﾞ・
ｾ

ﾌ
ﾟﾃ

ｨｴ
ﾝ
ﾌ
ﾞﾚ

ﾌ
ﾞｴ

ﾅ
・
ﾋ
ﾞｽ

ﾀ

ﾛ
ｻ

ﾘｵ
・
ﾃ

ﾞﾙ
・
ﾔ

ﾀ

各
戸

焼
却

　

村
落

清
掃

各
戸

焼
却

下
痢

下
痢

、
皮

膚
病

、
眼

病

各
戸

焼
却

村
で

焼
却

下
痢

下
痢

下
痢

、
回

虫
、

眼
病

下
痢

、
皮

膚
病

下
痢

、
回

虫
、

眼
病

眼
病

下
痢

、
回

虫
、

皮
膚

病

皮
膚

病
、

下
痢

、
回

虫

下
痢

、
皮

膚
病

、
眼

病

看
護

師

医
師

巡
回

看
護

師
1名

薬
用

箱
設

置

下
痢

、
咳

、
胃

炎
看

護
師

補

下
痢

各
戸

焼
却

回
虫

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

20
10

年
末

よ
り

各
戸

焼
却

手
工

芸
乳

牛
学

校
委

員
会

、
保

健
委

員
会

各
戸

焼
却

果
樹

栽
培

学
校

委
員

会
、

植
林

組
合

各
戸

焼
却

学
校

委
員

会
　

PD
M

各
戸

焼
却

漁
業

、
カ

ス
タ

ニ
ャ

採
取

、
農

閑
期

出
稼

ぎ
3ヵ

月
、

自
給

用
農

産
物

漁
業

、
農

業
12

時
間

PD
M

村
で

焼
却

カ
ス

タ
ー

ナ
ニ

ャ
、

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ

ｼ
、

ユ
カ

、
プ

ラ
タ

ノ
、

パ
イ

ナ
ッ

プ
ル

、
出

稼
ぎ

は
殆

ど
無

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
米

、
プ

ラ
タ

ノ
、

フ
リ

ホ
ー

レ
ス

等
4
0
％

を
商

品
化

、
近

郊
農

場
で

に
出

稼
ぎ

農
民

組
合

ユ
カ

、
プ

ラ
タ

ノ
、

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ

ｼ
、

サ
ト
ウ

キ
ビ

、
カ

カ
オ

自
給

用
、

農
閑

期
に

3～
4ヶ

月
出

稼
ぎ

学
校

委
員

会

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ﾄﾏ

ﾄ、
ｽ
ｲ
ｶ
等

7
0
％

を
商

品
化

、
ｶ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾆ
ｬ
採

取
、

農
閑

期
出

稼
ぎ

、
観

光
収

入

観
光

委
員

会

縫
製

、
手

工
芸

手
工

芸

牧
畜

解
散

下
痢

、
回

虫
、

眼
病

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ユ

カ
自

給
用

、
出

稼
ぎ

労
働

、
養

殖
(パ

ク
ー

）

60

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ユ

カ
、

バ
ナ

ナ
等

約
4
0
％

を
商

品
化

、
出

稼
ぎ

労
働

50

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ユ

カ
、

バ
ナ

ナ
5
0
％

を
商

品
化

、
農

閑
期

で
の

出
稼

ぎ

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ユ

カ
、

米
、

プ
ラ

タ
ノ

な
ど

自
給

用
と

3
0
％

商
品

化
、

農
閑

期
出

稼
ぎ

3
ヵ

月
程

米
、

ユ
カ

、
ﾄｳ

ﾓ
ﾛ
ｺ
ｼ

、
プ

ラ
タ

ノ
な

ど
、

農
閑

期
に

B
s.

8
0
0
/
月

を
3
ヵ

月
程

出
稼

ぎ

牧
畜

、
数

カ
月

間
に

及
ぶ

長
期

の
農

閑
期

(乾
期

時
)で

の
出

稼
ぎ

労
働

各
戸

配
水

米
、

ユ
カ

、
ﾄｳ

ﾓ
ﾛ
ｺ
ｼ

、
農

閑
期

で
の

出
稼

ぎ
労

働

5050

⑤
　

衛
生

改
善

意
欲

給
水

利
用

の
現

状
使

用
量

 /
日

乾
期

距
離

料
金

水
汲

み
時

間
水

因
性

疾
病

問
題

意
識

回
虫

村
落

健
康

委
員

下
痢

、
回

虫
、

眼
病

下
痢

、
回

虫
、

眼
病

医
師

1名
、

看
護

師
1名

医
師

1名
、

看
護

師
1名

下
痢

、
眼

病

下
痢

、
皮

膚
病

②
　

村
落

の
組

織
力

③
　

水
料

金
支

払
い

能
力

家
計

の
状

況

生
産

活
動

組
織

既
存

組
織

の
活

動
状

況

市
・
県

と
の

関
係

そ
の

他
O

TB
会

議
小

学 校
N

G
O

等
の

活
動

そ
の

他
関

連
機

関
と

の
連

携
水

料
金

 (B
s./

月
)

既
存

給
水

の
満

足
度

支
払

意
思

額
 B

s.
目

安
額

（
1/

50
）

.
住

民
現

行
料

金
 B

s.
O

TB
(村

落
)

給
水

ニ
ー

ズ
の

有
無 市

水
量

水
質

C
A

P
ｙ
S

母
親

会

準
備

中

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

養
殖

事
業

野
菜

農
業

下
痢

、
回

虫

各
戸

焼
却

学
校

委
員

会

学
校

委
員

会

20
10

年

10
月

よ
り

学
校

委
員

会

各
戸

焼
却

医
師

巡
回

米
、

ユ
カ

、
プ

ラ
タ

ノ
、

フ
リ
ホ

ー
レ

ス
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

な
ど

6
0
％

を
商

品
化

、
農

閑
期

で
の

出
稼

ぎ

各
戸

焼
却

各
戸

焼
却

村
落

清
掃

米
、

ユ
カ

、
プ

ラ
タ

ノ
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

の
2
0
％

を
商

品
化

、
農

閑
期

の
出

稼
ぎ

2
ヶ

月
程

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
プ

ラ
タ

ノ
、

ユ
カ

5
0
％

を
商

品
化

、
農

閑
期

に
出

稼
ぎ

①
　

対
象

村
落

の
概

要

主
な

収
入

源

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ユ

カ
、

プ
ラ

タ
ノ

2
0
％

を
商

品
化

、
野

菜
栽

培
9
0
％

を
商

品
化

米
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

自
給

用
、

ユ
カ

、
プ

ラ
タ

ノ
5
0
％

を
商

品
化

、
農

閑
期

出
稼

ぎ

各
戸

焼
却

　

ﾌ
ﾟﾗ

ﾀ
ﾉ
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ユ

カ
、

米
、

ﾌ
ﾘﾎ

ｰ
ﾚ
ｽ
自

給
用

、
ｻ

ﾄｳ
ｷ
ﾋ
ﾞは

商
品

化
、

出
稼

ぎ
労

働

各
戸

焼
却

各
戸

焼
却

④
　

飲
料

水
改

善
の

必
要

性
認

識
度

下 水
便

所
衛

生
教

育

衛
生

環
境

の
現

状

ゴ
ミ

衛
生

習
慣

衛
生

改
善

意
欲

診
療

所
(S

ED
ES

)

解
散

裁
縫

各
戸

焼
却

各
戸

焼
却

利
用

者
総

会

ﾌ
ﾟﾘ

ﾒ
ｰ

ﾛ
・
ﾃ

ﾞ・
ﾏ

ﾖ

ﾗ
ｽ
・
ﾒ
ﾙ

ｾ
ﾃ

ﾞｽ

ｻ
ﾝ
・
ﾎ
ｱ
ｷ
ﾝ

ｻ
ﾝ
・
ﾌ
ｱ
ﾝ
・
ﾃ

ﾞ・
ｱ
ｸ
ﾞｱ

・
ﾄﾞ

ｩﾙ
ｾ

ｻ
ﾝ
・
ﾎ
ｾ

ﾗ
・
ｱ
ﾙ

ﾍ
ﾝ
ﾃ

ｨｰ
ﾅ ｻ

ﾝ
・
ﾎ
ｱ
ｷ
ﾝ
・
ﾃ

ﾞ
ﾙ

・
ﾏ

ｷ
ｨﾆ

ﾄｩ
ﾐﾁ

ｭ
ｸ
ｱ

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｬ
・
ﾌ
ｧ
ﾃ

ｨﾏ

ｻ
ﾝ
ﾀ
・
ﾛ
ｼ

ｰ
ﾀ
・

ｴ
ﾙ

・
ｺ
ｻ

ｰ
ﾙ

ｶ
ﾁ

ｭ
ｴ

・
ﾗ
・
ｴ

ｽ
ﾍ

ﾟﾗ
ﾝ
ｻ

ｶ
ﾙ

ﾒ
ﾝ
・
ﾃ

ﾞﾙ
・

ﾏ
ｯ
ﾄｽ

ｴ
ﾙ

・
ｶ
ﾙ

ﾒ
ﾝ
・

ﾃ
ﾞ・

ﾏ
ﾆ

ｷ
ｨ

ﾅ
ﾗ
ﾝ
ﾋ
ｰ

ﾄｽ

ｼ
ｴ

ﾃ
・
ｴ

ｽ
ｷ
ｨｰ

ﾅ ｶ
ﾙ

ﾒ
ﾝ
・
ﾃ

ﾞﾙ
・
ｲ

ﾙ
ﾔ

ﾈ

ﾗ
ﾝ
ﾁ

ｮ・
ｻ

ﾝ
ﾀ
・

ｸ
ﾗ
ﾗ

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｬ
･ｺ

ﾞﾝ
ｻ

ﾞﾚ
ｽ

2-27

表
2
.2

.1
0
　

対
象

村
落

の
社

会
条

件
調

査
結

果
（
ベ

ニ
県

）



産
業

人
数

傾
向

世
帯

(人
)

(%
)

(戸
）

1
5,

00
0

1,
00

0
15

0
△

村
内

○
○

‐
○

○
‐

1,
50

0
6
0

15
19

30
×

△
×

1
○

‐
○

○
○

△
△

○
○

○
○

○
‐

○

50
0ｍ

市
議

会
市

直
営

　

2
1,

10
0

96
20

0
△

×
×

○
○

○
○

1,
00

0
×

‐
10

20
○

△
‐

1
○

○
○

○
○

×
△

○
○

○
○

○
○

○

3
26

2
42

40
△

○
×

×
×

○
○

10
00

×
0

14
20

×
△

‐
1

○
○

○
○

○
×

△
×

○
○

○
○

×
○

4
30

0
64

50
△

○
×

○
○

○
○

1,
50

0
11

0
11

30
△

×
‐

1
○

○
◎

○
○

×
△

×
×

○
×

○
○

○

学
校

委
員

会
　

5
40

3
55

70
△

○
×

○
×

○
○

1,
00

0
×

0
14

20
△

△
‐

1
○

○
○

○
○

×
△

○
○

○
×

○
○

○

6
40

0
99

60
△

○
×

○
×

○
○

75
0

×
0

10
15

△
△

‐
1

○
○

◎
○

○
×

△
○

○
○

○
○

×
○

7
58

0
87

10
0

△
○

×
○

△
○

○
1,

00
0

×
0

24
20

○
△

‐
1

○
○

○
○

○
×

△
×

○
○

○
○

×
○

8
15

0
→

24
40

△
○

×
○

○
○

○
1,

00
0

60
‐

17
20

×
△

‐
1

○
○

○
○

○
×

△
○

○
○

×
○

×
○

9
10

5
→

27
12

0
△

○
×

○
×

○
○

75
0

30
0

17
15

○
△

‐
1

○
○

△
○

○
×

△
○

○
○

△
○

×
○

10
3,

00
0

50
0

28
0

‐
30

0ｍ
○

×
△

×
×

○
80

0
50

16
25

16
△

△
△

1
○

○
○

○
○

×
△

×
○

○
×

×
×

○

　

　

11
17

0
44

40
△

○
×

○
○

○
○

1,
00

0
11

0
5

20
×

×
‐

0.
5

○
○

◎
○

○
×

△
○

×
○

×
○

○
○

12
12

0
→

20
80

△
○

×
○

○
○

△
10

00
45

0
19

20
△

△
‐

1
○

○
◎

○
○

×
△

×
○

○
×

○
×

○

13
25

0
70

60
△

○
×

○
○

○
○

75
0

×
0

17
15

△
△

‐
1

○
○

○
○

○
×

△
○

○
○

○
○

○
○

14
20

0
→

39
40

△
○

×
○

○
○

○
1,

60
0

11
0

15
32

×
△

‐
0.

5
○

○
◎

○
○

×
△

×
×

○
×

○
×

○

　

15
36

0
62

10
0

△
○

×
○

○
○

○
75

0
×

‐
18

15
○

△
‐

1
○

○
○

○
○

×
△

○
○

○
○

○
○

○

ﾄﾘ
ﾆ

ﾀ
ﾞｼ

ｰ
ﾄ

ｳ
ﾏ

ｲ
ﾀ

ｻ
ﾝ
ﾀ
・
ｸ
ﾙ

ｼ
ｰ

ﾄ

ｸ
ﾘﾁ

ｮﾝ

ﾋ
ﾞｽ

ﾀ
・
ｱ
ﾚ
ｸ
ﾞﾚ

ｱ
ﾙ

ｶ
・
ﾃ

ﾞ・
ｲ
ｽ
ﾗ

ｴ
ﾙ

ｻ
ﾝ
ﾀ
・
ﾌ
ｪ

ﾄﾚ
ｽ
・
ｴ

ｽ
ﾄﾚ

ｰ
ｼ

ﾞｬ
ｽ

ﾛ
ﾚ
ﾄ

ｱ
ﾊ

ﾞﾛ
ｱ
（
ﾍ

ﾟﾙ
ﾗ
・
ﾃ

ﾞﾙ
・
ｱ
ｸ
ﾚ
）

ﾌ
ﾛ
ﾘﾀ

ﾞ

ｴ
ﾙ

・
ﾊ

ﾟﾗ
ｰ

ﾙ

各
戸

焼
却

米
、

ﾕ
ｶ
、

ﾌ
ﾟﾗ

ﾀ
ﾉ
な

ど
ｶ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾆ
ｬ

採
集

時
期

以
外

の
時

期
に

若
干

販
売

④
　

飲
料

水
改

善
の

必
要

性
認

識
度

下 水
便

所
衛

生
教

育

衛
生

環
境

の
現

状

ゴ
ミ

衛
生

習
慣

衛
生

改
善

意
欲

診
療

所
(S

ED
ES

)

各
戸

焼
却

故
障

中

故
障

中

野
菜

電
気

野
菜

渡
し

船

故
障

中

故
障

中

①
　

対
象

村
落

の
概

要

主
な

収
入

源

20
0ｍ

以
内

米
、

ﾕ
ｶ
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

、
ﾌ
ﾘﾎ

ｰ
ﾚ

ｽ
、

ﾌ
ﾟﾗ

ﾀ
ﾉ
自

家
用

（
国

有
保

護
林

販
売

禁
止

)、
ｶ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾆ
ｬ
、

ゴ
ム

収
穫

米
、

ﾕ
ｶ
、

ﾄｳ
ﾓ

ﾛ
ｺ
ｼ

な
ど

は
自

家
用

、
ｶ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾆ
ｬ
採

集
1月

～
3

月 米
、
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2）対象村落の現状 

①村落の組織運営能力 

村落にある既存組織には大きく分けて、①伝統的に発生した組織、②法律や規則に基づい

た組織、③特定住民の任意グループの三類型がある。任意グループでは生産者組合のように

利益獲得を志向したグループと母親グループのように親睦を主としたグループに分けられる。

また、母親グループは生産者グループへ進化している場合もある。村落組織の類型と村落全

体としての組織運営能力のレベルを示すと図 2.2.8 のようになる。村落世帯数が 30 世帯未満

の村では、法律で設立が定められている第二類型の組織である OTB が唯一の組織という場合

が多く、村落としての組織力が OTB の機能レベルとなる場合が多い。 

これらの例のように、本計画で形成する CAPyS を住民の主体性を持った 1 つの村落組織と

して機能させることは、村落全体の組織力向上にもつながるものと考えられる。 

村独自の規範
Propio Religi n

　

生産者グループ
Grupo, Asociaci n, Cooperativo

　
　

母親グループ
 OTB Club de Madre

Organizaci n Territorial de Base
学校委員会
Junta Escolar

農民組合
Sindicato Campesino
第一類型 第二類型 第三類型

(伝統的)

村
落
の
組
織
力

(法律で制定) （特定の住民による任意グループ) (全体的)

第四類型

住民の主体性  
図 2.2.8  村落組織の類型 

 

②水料金の支払い能力・現金収入源 

水道料金の支払い能力は、現金収入源の有無により大きく左右されることから、現金収入

源の確保は非常に重要な問題である。大半の村落では自給用として米・キャッサバ芋・トウ

モロコシ・豆類・食用バナナや野菜などの農産物を栽培している他、ベニ県、パンド県では

自然条件に応じて特徴のある現金収入源が存在している。これらの条件は、村落ごとに異な

り図 2.2.9 のような収入源を分類することができる。 

これら村落ごとの収入源の有無と収入源の体系化に関しては、両県において将来的に実施

が期待される DESCOM 活動において有効的に活用されることが望まれる。 

・カスターニャナッツ（ジャイアントナッツ）の採取 

ベニ県北部、パンド県全域の森林地帯ではカスターニャ木が自生しており、この木から採

取されるカスターニャナッツが村落の主要な収入源となっている。ナッツの採取は 12 月～

2 月までの 3ヵ月間に限られるものの、この期間で一人当たり 1,500～2,300 米ドルの収入
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が得られる。採取にあたっては権利やルールが存在する村落もあり、村落の組織力にも大

きく影響している。 

・ゴム・林業 

パンド県では、ゴム採集および林業が近年増加傾向にあり、村落の重要な収入源として注

目されている。ゴム採集と木材伐採に従事することで月に 70 米ドル以上の収入が確保可能

となるほか、村落内に仲介業者や加工業者などが新たに生まれている。 

・農閑期（乾期）での出稼ぎ 

上記のように自然条件が整っていないベニ県南部では、農閑期の 3 ヵ月間、近隣の農場・

牧場、道路整備、他都市に出稼ぎに出る住民が多く、月に 70 米ドル程度の収入を得ている。

カスターニャナッツが採集可能な村落においては、出稼ぎにでることは殆ど無い。 

・農業 

基本的に村落住民が生産する農作物は自給用として食用されるが、余剰農作物は市場で売

買されている。また、野菜農家グループを形成して市場で販売している村落も見られるが、

月に 70 米ドル程度の収入に留まっているのが現状である。 

月収(Bs.)
2,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

100

自給自足的農業 農産物の商品化 出稼ぎ労働 ナッツ・ゴムの採集

主な地域 ベニ県南部 ベニ県南部 ベニ県南部
ベニ県北部

パンド県

収入源の類型

主農産物による収入

余剰農産物
による収入

出稼ぎによる収入

余剰農産物
による収入

ナッツ
による収入

ゴム・林業
による収入

 

図 2.2.9 村落収入源の類型 

 
③村落開発の課題と方向性 

住民の経済状況と村落の組織運営能力とは密接な関係があることから、図 2.2.10 に調査対

象村落の組織力と平均世帯収入額の関係を示す。カスターニャナッツが採取できる村落では、

村落平均の収入も総じて高く、組織力も高い傾向にあることが分かる。この様に、地域資源

を活用した生産活動促進支援の実施は、村落の組織運営力を強化し纏まりの有るコミュニテ

ィづくりに寄与するとともに、住民の水料金の支払いをより確実にすることにも大きく影響

するものと思われる。 
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本計画による新たな給水施設建設、CAPyS 形成を契機とした村落の組織力向上から、一村一

品や地産地消、道の駅などのコンセプトを取り入れた村落開発計画を策定することで、村落

の給水サービスの提供・衛生環境の改善・生計向上による統合的な生活改善が促進されるこ

とが期待される。表 2.2.12 に村落グループの特徴と今後の村落開発の課題および方向性を示

す。 
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     × △ ○ ◎ 

    村落の組織力 

図 2.2.10 調査対象村落の組織力と平均世帯収入額の関係 （黄色：ｶｽﾀｰﾆｬﾅｯﾂ採取村落） 

表 2.2.12 各村落グループの分類と村落開発の課題と方向性 

 概 要 村落開発の課題と方向性 

A 世帯収入ﾚﾍﾞﾙも､組織運営能力ﾚﾍﾞ

ﾙも比較的高い村落郡 

･ﾅｯﾂや農業の閑散期における新たな生産活動の開発が必要である｡ 

･地域資源を活用した新たな目的物として､ｺﾞﾑ採集､木材加工､観光など

が想定される｡ 

B 組織運営能力ﾚﾍﾞﾙが比較的高く､

将来的に収入ｱｯﾌﾟへのﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを

持った村落郡 

･新たなｺﾐｭﾆﾃｨづくりのための将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ作成が必要である｡ 

･道の駅､一村一品､地産地消ｺﾝｾﾌﾟﾄを活用した活性化が必要である｡ 

･ﾅｯﾂや農業の閑散期における新たな生産活動の開発が必要である｡ 

・水道運営による資金等を活用し、個人・村落ﾚﾍﾞﾙの開発が必要である。

C 住民ｸﾞﾙｰﾌﾟが形成され､養殖や野

菜栽培などが組織的に実施されて

いる村落郡 

･新たなｺﾐｭﾆﾃｨづくりのための将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの作成が必要である｡ 

･道の駅､一村一品､地産地消ｺﾝｾﾌﾟﾄを活用した活性化が必要である｡ 

・水道運営による資金等を活用した、村落ﾚﾍﾞﾙの開発が必要である。 

D 自給用農産物、余剰農産物の販

売、出稼ぎにより生計を立てている

村落郡 

・県、市や NGO の支援のもと、地域資源を活用した養殖、野菜、果樹、養

鶏、手工芸など新たな現金収入源を確保する必要がある。 

・水道運営を契機とした住民グループを形成し、村落の組織力を向上さ

せる必要がある。 

・職業訓練などを実施し、個人的な能力を向上させる必要がある。 

【A グループ】 

【B グループ】

【C グループ】 

【D グループ】
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2.2.4 環境社会配慮 

（1）「ボ」国における環境影響評価手続き 

「ボ」国の環境影響評価は 1992 年 4 月に制定された環境法（Ley 1333）に沿って行われており、

環境・水資源省 環境・生物多様化・気象変動次官室（VMABCC）の環境・気象変動局（DGMACC）

が担当している。官・民が実施する全ての工事・活動が環境影響評価に対する審査の対象となり、

DGMACC が発行する環境ライセンスを受けて初めて工事実施が可能となる。審査の手順は次のとお

りである。 

① 環境コンサルタント登録（RENCA）に登録されたコンサルタントが、事業概要、環境配慮

の方法等の必要事項を記載した環境カード（Ficha Ambiental）を作成し、審査窓口であ

る県の環境担当部に提出する。 

② 県の環境担当部は環境カードの内容を審査し、影響の度合いに応じてカテゴリーに分類

する。 

・ カテゴリー1：総合的な環境影響評価（EIA）が必要となる。 

・ カテゴリー2：部分的な EIA が必要となる。 

・ カテゴリー3：部分的な EIA は必要としないが、環境配慮への適正化が求められる。 

・ カテゴリー4：EIA は必要としない。 

③ カテゴリー1・2 の場合は、EIA が審査される。カテゴリー3 の場合には環境保全対策が配

慮された施工計画書が審査される。カテゴリー4は環境カードのみの審査となる。 

④ 最終的に環境ライセンスが DGMACC より発行される。 

なお、開発調査で実施されたパイロットプロジェクトでは、湧水を水源とした給水施設建設が

カテゴリー4、井戸水を利用した全ての給水施設建設がカテゴリー3 と審査されており、本計画の

ような村落の飲料水開発においては EIA 実施の必要はないものと考えられる。 

 

（2）開発調査による初期環境影響評価（IEE）結果 

開発調査時に両県 UNASBVI および調査団と合同で、「水供給 5 ヵ年計画」に対し IEE が実施さ

れており、カテゴリーC と評価されている。しかしながらこのことは環境に否定的な影響が将来

発生しないことを意味しているのではなく、環境保全に配慮した施工計画の策定、施工計画に沿

った適切な工事の実施や、継続的なモニタリングを長期に渡り行うことが必要である。また、

UNASBVI および市は、継続的な村落への給水事業への支援と併せ、自然・社会環境へのモニタリ

ングを行うことが重要である。 
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第 3章 プロジェクトの内容 

3.1 プロジェクトの概要 

3.1.1 上位目標とプロジェクト目標 

「ボ」国政府は、国民の権利として安全な水の供給サービスを改善し、拡大することを目的と

して「国家基礎衛生計画（2008－2015）」を策定し、2015 年までに給水普及率を全国 90%、都市

部 95%、村落部 80%まで引き上げることを国家目標としている。特に、ベニ県およびパンド県の村

落部における 2001 年の給水普及率は、ベニ県 9％、パンド県 13％（開発調査結果によると 2007

年においてベニ県 17％、パンド県 22％の給水普及率）と全国平均である 40％と比較して劣悪な

飲料水環境にある。このため多くの住民は、河川、湖、沼、浅井戸等の水を浄水することなく飲

用として利用しているが、地域によっては生活排水や家畜のし尿により汚染されていることもあ

り、水因性疾患の蔓延や高い乳幼児死亡率の原因となっている。 

このような状況のもと、「ボ」国は 2006 年 1月のエボ・モラレス・アレマ現大統領の発足時に、

「尊厳ある生活（vivir bien）」を目指した「国家開発計画 2006-2010」を策定し、「人として

尊厳のある生活の回復」戦略の一環として、2010 年までに「ボ」国の給水普及率を 78％、衛生施

設の普及率を 60%まで向上させることを目標として掲げた。また、2009 年 11 月には「国家開発計

画」を実施する手段として、「基礎衛生国家計画 2008-2015」が環境・水資源省により策定され

ている。ここでは、2015 年までの目標値として給水普及率を全国で 90％、都市部で 95％、村落

部で 80％まで改善することが明記されている。 

しかしながら、これまで同地域では、既存水源として利用している表流水水源（河川、湖、沼

等）のほか、地下水開発のポテンシャルに関しても有効性が指摘されていたものの、実施機関の

能力不足等から両県が実施すべき具体的な開発計画は策定されてこなかった。 

この問題へ対応するために、ベニ県およびパンド県では JICA の支援による開発調査を通じて、

両県 UNASBVI の実施体制・能力を強化するとともに、適切な給水施設建設を効率的に実施するた

めの「水供給 5 ヵ年計画」を策定した。同計画では、地下水および湧水を水源とするベニ県 47

村落、パンド県 60 村落に対する給水施設建設を実施することで、両県の村落部における住民の水

供給・衛生環境の改善に寄与することを上位目標としている。 

開発調査の試算によると、「水供給 5ヵ年計画」が実施されると給水普及率はベニ県で 30.2％

（13.2％増）、パンド県で 46.9%（24.9%増）へ向上するとしている。また、「水供給 5 ヵ年計画」

以降に継続して行う地下水開発まで考慮すると、ベニ県で約 20万人、パンド県で約 6万人が本プ

ロジェクトによる裨益人口と推定されている（2017 年時における推定人口による）。 

この「水供給 5ヵ年計画」を実施するためには、両県 UNASBVI 内に新たに井戸掘削チームを設

立し、直営で地下水開発を実施することが、給水率の向上に最も効率的であることが確認されて

いる。このため、井戸掘削機材および地下水調査用機材の調達、およびこれを活用するための人

材育成が、同計画実施・推進にあたり前提条件となっていた。しかし両県ともに、井戸掘削機材

の調達に必要な予算の確保が難しく、湧水を水源とした給水施設建設や施設の改修等は既に実施
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しているものの、当初計画していた「水供給 5 ヵ年計画」が適切に実施されていないという問題

があった。 

このため本プロジェクトでは、ベニ県およびパンド県に対して井戸掘削関連機材や地下水調査

機材の調達、および両県 UNASBVI の組織力・技術力など事業実施体制を強化することで「水供給

5 ヵ年計画」の促進を図り、対象地域の安全で安定した給水の普及率を向上させることを目標と

する。 

本プロジェクトの直接裨益人口は、ベニ県約 1.1 万人（うちソフトコンポーネント対象村落約

0.6 万人）、パンド県約 1.6 万人（うちソフトコンポーネント対象村落約 1.1 万人）となる。 

 
3.1.2 プロジェクトの概要 

本プロジェクトでは「ボ」国側が実施する「水供給 5ヵ年計画」の推進を図るため、両県 UNASBVI

の実施体制を強化することをプロジェクト目標とする。このため日本側が実施する協力対象事業

としては、①井戸掘削および地下水調査用機材の調達（表 3.1.1）、②本調査の対象となったベ

ニ県 20 村落（1 村落は対象から削除）、パンド県 15 村落に対する井戸用資材の調達（表 3.1.2）、

③調達する機材類を有効かつ持続的に活用するための技術移転、村落の水衛生委員会に対する支

援体制の強化（表 3.1.3、3.1.4）を行うこととする。 

技術移転は、両県それぞれ 5 村落を対象として OJT にて実施されるが、日本側で調達した資機

材以外の建設にかかる資材、費用、人材投入等は全て「ボ」国側の負担事項となる。 

これらの「ボ」国における周辺状況、開発調査結果、および本計画における現地調査を考慮し

た結果、本プロジェクトの目標を達成するために必要となる支援コンポーネントを図 3.1.1 のと

おり策定した。 

本プロジェクトでは、「第三次地方地下水開発計画」とほぼ同様のコンポーネントである、実

施に必要な資機材の調達、および調達された機材が効果的かつ継続的に活用されるための技術指

導までを日本側による協力対象事業とする。また本プロジェクトにおける「ボ」国側および日本

側それぞれの投入、活動および期待される成果は、表 3.1.5 に示した PDM（プロジェクト・デザ

イン・マトリクス）の通りとなる。 

【本プロジェクトで期待される成果】 

① UNASBVI が井戸建設事業実施に必要とする資機材が整備される 【*1】 

② 調達された機材を利用した地下水開発能力が向上する 

③ 県-市-村落間の事業実施体制・村落支援体制が強化される 

④ 水衛生委員会の組織化、運営・維持管理に関する指導能力が向上する 

⑤ 住民に対する衛生指導能力が向上する 

【*1】：機材調達を実施することによる。 
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主要検討事項：

①ASVI（生命の水プロジェクト）と協調したプログラムアプローチの観点

②同国で実施された類似案件の反省点の反映

③自立的で持続可能な村落給水事業に対する指導計画の策定

ASVI（生命の水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）による技術協力

①地下水開発全般
②村落開発（運営維持管理・衛生教育・生産的活動）
③県-市‐村落間の事業実施体制強化 等

① 掘削機および調査用機材

・井戸掘削関連資機材 （両県各一式）

・地下水調査用機材 （両県各一式）

③ 技術指導

ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

①井戸工事運営管理
②水文地質
③物理探査
④運営維持・衛生教育

運用指導
（調達業者）

①井戸掘削技術1・2
②ﾎﾟﾝﾌﾟ/電気・配電1・2
③水質分析
④機材整備

協力対象事業

両県UNASBVIの実施体制強化

必要項目：

①地下水開発関連機材の整備

②組織・技術者の実施能力強化

OJT 対象村落：

ベニ県５村落、パンド県５村落

ベニ県全２４村落、パンド県全２４村落

（OJT対象村落を含む）

５ヵ年計画給水施設（井戸水源のみ）

井戸掘削＋給水施設建設

「ボ」国側実施事業

② 井戸用資材

・井戸資材調達

（ベニ県２０村落分、パンド県１５村落分）

 

図 3.1.1 本プロジェクトおよび協力対象事業の概要 

表 3.1.1 井戸掘削機材および地下水調査用機材の概要 

ベニ県 パンド県 ベニ県 パンド県

200m掘削用

ﾄﾗｯｸ搭載型掘削機

200mまでの掘削が可能なﾄﾗｯｸ搭載型（4×4駆動）

ﾄｯﾌﾟﾍｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾛｰﾀﾘｰ式掘削機。
1式 － 1式

100m掘削用

ﾄﾗｯｸ搭載型掘削機
100mまでの掘削が可能なﾄﾗｯｸ搭載型（4×4駆動）

ﾄｯﾌﾟﾍｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾛｰﾀﾘｰ式掘削機。
－ 1式 － 1式

70m掘削用

ﾄﾗｸﾀｰ搭載型掘削機
70mまでの掘削が可能なﾄﾗｸﾀｰ搭載型ﾛｰﾀﾘｰ式掘削機。 － 1式 － －

掘削機付属ﾂｰﾙｽ
井戸掘削機に装備される付属ﾂｰﾙｽ。
ﾛｯﾄﾞ、ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ、ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ等。

1式 2式 1式 1式

ｴｱｰﾘﾌﾄ用資機材
井戸孔内洗浄用資機材。
ｴｱﾘﾌﾄ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ｴｱﾘﾌﾄﾊﾟｲﾌﾟ、ﾎｲｯｼﾝｸﾞ等。

1式 2式 1式 1式

昇降ﾂｰﾙｽ及び
事故回復ﾂｰﾙｽ

井戸掘削に必要なﾛｯﾄﾞ、ｹｰｼﾝｸﾞの昇降ﾂｰﾙｽ、事故回復
ﾂｰﾙｽ。

1式 2式 1式 1式

掘削用消耗品
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ（破砕切歯）、孔壁保護管材。
ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ、ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ、STPG管等。

1式 2式 1式 1式

井戸工事付帯
作業用ﾂｰﾙｽ

井戸掘削作業用工具類。
油圧・電動工具、高速切断機、工具類、泥水分析機器等。

1式 2式 1式 1式

掘削機材類
整備用工具

掘削機修理、ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ交換工具類。 1式 2式 1式 1式

通信用無線器 現地通信用無線機。 1式 2式 1式 1式

ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ類 掘削機の交換部品。 1式 2式 1式 1式

重量物運搬用
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)

重量物の運搬、積下用。
吊上げ能力2.9t以上のｸﾚｰﾝ付きで4×4駆動。

1式 1式 1式 1式

水ﾀﾝｸ車
掘削揚水運搬用。
積載能力4,000L以上で4×4駆動。

1式 1式 1式 1式

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ
工事運搬用、調査用、管理用車両。
4×4駆動ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ・ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ。

3台 4台 3台 3台

2-1
物理探査機器 電気探査装置

地質調査用機材。垂直電気探査器、1D、2D解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ。
1式 1式 1式 1式

2-2
孔内検層器 孔内検層器

井戸孔内地質分布調査用機材。比抵抗、自然電位等の測
定。

1式 1式 1式 1式

2-3
簡易水質分析器 簡易水質分析器類

簡易試験方式で、「ボ」国、WHO水質基準の項目に準じ

る。
1式 1式 1式 1式

2-4
揚水試験用機器 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚水試験用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、水位測定器、電磁流量計 1式 1式 1式 1式

2-5
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ類 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀ、ｽｷｬﾅｰ、分析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1式 1式 － －

計画
品名 概要

要請
項目

1.
掘削用機
材及び資
材

1-2
掘削用支援車両

1-1
井戸掘削機材

2.
試験及び

計測用機
器
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表 3.1.2 井戸建設用資機材の概要 

ベニ県 パンド県 ベニ県 パンド県

6インチPVCｹｰｼﾝｸﾞ・ｽｸﾘｰﾝ、ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ等 20村落分 15村落分

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ、調泥剤、充填砂利
5村落分
（指導分）

5村落分
（指導分）

水中ﾎﾟﾝﾌﾟおよび
発電機

生産井用、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、制御盤、配管（口元まで）、発電機
ﾎﾟﾝﾌﾟ11台
発電機5台

ﾎﾟﾝﾌﾟ12台
発電機8台

ｿｰﾗｰ用
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

生産井用、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、制御盤、配管（口元まで）、発電ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ

9台（式） 3台（式）

計画
品名 概要

要請

1.
井戸建設
用の資機
材

1-2
井戸用設備

項目

1式 1式

1-1
井戸用資材

井戸建設用資材

 

表 3.1.3 技術指導対象となる村落および「ボ」国側による建設内容 

NO. 市名 村落名
2017年

人口（人）
掘削本数

（本）

計画
掘削深度
（GL-m）

制御建屋
（棟）

配水池
建設
（池）

共同水栓
建設

（ヶ所）

導配水管
敷設
（式）

4 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 470 1 80 1 RC20m3 2 1
6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 5,080 1 100 1 RC30m3×3 2 1
7 ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ 300 1 120 1 RC10m3 2 1
9 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 340 1 80 1 RC10m3 2 1
20 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 140 1 200 1 木製5m3 2 1

6,330 5 580 5 7 10 5

1 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 6,460 1 55 1 RC30m3
×2 2 1

4 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 390 1 60 1 RC20m3 2 1
6 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 520 1 100 1 RC30m3 2 1
9 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 140 1 70 1 木製5m3 2 1
10 ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ） 3,870 1 80 1 RC30m3×2 2 1

11,380 5 365 5 7 10 5TOTAL

ベニ県

パンド県

TOTAL

「ボ」国側建設内容（技術指導対象分）

 

表 3.1.4 技術移転における日本人技術者の投入計画概要 

日本人指導者 主な指導対象者 区分 段階/形態 投入 MM 
井戸工事運営管理 UNASBVI 責任者（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 7.33 

水文地質 調査班（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 3.5 

物理探査 調査班（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 2.0 

運営維持管理・衛生教育 社会開発班（両県） ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｿﾌｺﾝ 4.0 

井戸掘削技術 1 掘削班（両県/ベニ県） 調達業者 運用指導 7.33 

井戸掘削技術 2 掘削班（パンド県） 調達業者 運用指導 6.83 

ポンプ挿入、電気、配電 1 掘削班／施設班（ベニ県） 調達業者 運用指導 2.07 

ポンプ挿入、電気、配電 2 掘削班／施設班（パンド県） 調達業者 運用指導 1.67 

水質分析 調査班（両県） 調達業者 運用指導 1.4 

機材整備 掘削班・整備課（両県） 調達業者 運用指導 2.5 
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表 3.1.5 本計画のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）  

プロジェクトの要約 指標 指標データ入手手段 外部条件 
上位目標 
対象地域の村落給水が整備され､住民の衛

生環境が改善する 

 
1.水因性疾病の減少 
2.乳幼児死亡率の減少 

 
1. 国勢調査資料

（INEC） 
2. 県保健ｻｰﾋﾞｽ局

(SEDES) 

 
県の政策が変化しない 

プロジェクト目標 
両県 UNASBVI の村落給水事業に対する、

持続的な実施能力が強化される 

 
1.給水人口・給水普及率の増加 
2.稼動給水施設数の増加 

 
1. 事業実施報告書

（UNASBVI） 
2. 井戸､給水施設のﾃﾞｰ

ﾀﾍﾞｰｽ（環境・水資源

省,ASVI） 

 
・ 県・市の給水ｾｸﾀｰへ

の予算が確保される 
・ 県・市間の協力体制が

維持される 

成果 
1. UNASBVI が井戸建設事業実施に必要

とする資機材が整備される 
2. 調達された機材を利用した地下水開発

能力が向上する 
3. 県-市-村落間の事業実施体制・村落支

援体制が強化される 
 
4. 水衛生委員会の組織化、運営・維持管

理に関する指導能力が向上する 
5. 住民に対する衛生指導能力が向上する

 

 
1.  各県に 1 式の井戸掘削機材が調

達される 
2.  年間 10 本の井戸掘削が継続的

に実施される 
3-1 飲料水開発 5 ヵ年計画に基づい

た数の給水施設が建設される 
3-2 未稼働給水施設が減少する 
4-1 水衛生委員会が組織され、継続

的に給水施設が運転される 
4-2 水道料金の未収率が減少する 
5-1 村落衛生改善グループが組織さ

れ、X ヶ月毎に活動を実施する 
5-2 村落住民の水道利用率が向上

する 

 
1. 機材納品書、検収報

告書 
2.  井戸工事記録 
 
3-1 UNASBVI 活動報告

書 
3-2 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果報告書 
4-1 施設運転記録簿 
4-2 水衛生委員会決算

報告書 
5-1 村落衛生改善ｸﾞﾙｰﾌﾟ

活動記録簿 
5-2 水衛生委員会決算

報告書 

 
・ 技術指導を受けた技

術者が継続的に雇用

される 
・ 関連機関からの技術

的支援を受けることが

できる 

活動 
【日本側】 
1. 日本側負担の資機材を調達する 
2-1. 井戸掘削・機材整備にかかる技術移転

を実施する 
2-2. 井戸工事に伴う施工技術（品質・安全

等）にかかる技術移転を実施する 
2-3. 地下水調査にかかる技術移転を実施す

る 
3. 県-市間の事業実施体制・村落支援体

制にかかる技術移転を実施する 
4. 給水施設の運営・維持管理にかかる技

術移転を実施する 
5. 衛生教育にかかる技術移転を実施する

 
【ボリビア側】 
1.  「ボ」国側負担の消耗品・資機材を調達

する 
2-1. 井戸掘削・機材整備を実施する 
2-2. 井戸工事にかかる施工管理を実施する

2-3. 地下水調査を実施する 
3-1. 県-市間で事業実施体制・村落支援体

制に関する協定を締結する 
3-2. 給水施設を建設する 
4-1.  水衛生委員会設立を支援する 
4-2.  給水施設の運営・維持管理指導を実施

する 
4-3. 村落開発を実施する 
4-3. ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・改善指導を実施する 
5.  衛生教育を実施する 

投入 
【日本側】 
資機材： 
・井戸掘削関連資機材 一式 （ベニ県、パンド県それぞれ） 

 （井戸掘削機、掘削ﾂｰﾙｽ類、ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ、水ﾀﾝｸ

車、軽車輌） 

・地下水調査用機材 一式 （ベニ県、パンド県それぞれ） 

 （物理探査、揚水試験、孔内検層、水質分析） 

・井戸建設用資材 （ベニ県 20 村落分、パンド県 15 村落分） 

 （ｹｰｼﾝｸﾞ、ｽｸﾘｰﾝ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、制御ﾊﾟﾈﾙ、発電機/ｿｰﾗｰﾊﾟﾈ

ﾙ、ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ、調泥剤等） 
人材： 
 -無償（コンサルタント：日本人 17.33MM、現地傭人 32.60MM）- 
 ・実施設計技術者 
 ・調達管理技術者 
 ・ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ技術者（総括管理、井戸工事運営、水文地質、

物理探査、運営維持管理・衛生教育） 
 -無償（調達業者：日本人 23.3MM、現地傭人 29.0MM）- 
 ・ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ技術者（井戸掘削技術、ﾎﾟﾝﾌﾟ挿入・電気・配

電、水質分析、機材整備） 
-ASVI- 
 ・ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ技術者（両県 UNASBVI 組織強化） 

【ボリビア側】 
井戸建設・給水施設建設： 
 ・井戸建設用資材（燃料、消耗品、セメント、安全対策等） 
 ・給水施設建設（導水管、配水池、共同水栓、簡易浄水装置） 

人材： 
 ・UNASBVI 技術者（責任者、掘削、給水施設、地下水調査、村

落開発）、市役所技術者（UTIM、DESCOM）、村落代表者、

村落住民 

前提条件 
・ 適切な技術者が適切

な時期に配置される 
・ 技術指導を受けるため

の活動予算が確保さ

れる 
・ 気象・アクセス条件が

急激に悪化しない 
・ 適切な時期に給水施

設が建設される 
・ 機材が適切な時期に

調達される 
・ 住民側が積極的に参

加する 
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3.2 協力対象事業の概略設計 

3.2.1 設計方針 

3.2.1.1 全体方針 

(1) 井戸掘削機および調査用機材 

井戸掘削関連機材は、「水供給 5ヵ年計画」で策定されている井戸掘削本数が年間 10本である

こと、対象エリア全域の地質および地下水腑存状況から、ベニ県、パンド県それぞれに対してト

ラック搭載型ロータリー式井戸掘削機１台の調達を行う。あわせて、資機材の運搬、掘削作業に

おいて必要となる支援車両を調達する。これらは開発調査によって策定され、両県が必要とする

最小の機材構成となっている。また、掘削品質の確保や効率的な掘削事業を展開するために不可

欠な、物理探査機材や揚水試験機材など地下水調査用機材を両県に各々１式調達する。 

パンド県については、70m 級の浅井戸用掘削機（ハンドポンプ建設用）も要請されていたが、

現状における実施体制面への考慮や、ASVI によるマニュアル掘削機が既に導入されていること等

から判断すると、浅井戸用掘削機が調達されなくても「水供給 5ヵ年計画」を実施することは可

能であると判断でき、本協力対象からは除外する。 

機材の維持管理にかかるスペアパーツの調達に関しては、調達後の事業の即効性・効率性、お

よび両県が将来的に実施する事業の継続性を考慮すると、一定限度のスペアパーツを調達するこ

とは妥当であると判断する。本計画では、ソフトコンポーネントによる技術指導実施期間および

指導後 1 ヵ年間の計 2 年間分のスペアパーツを調達する。 

要請された主な機材、および現地調査結果から協力対象事業として妥当と判断される機材の数

量は表 3.1.1、3.1.2 のとおり。なおコンピューター類は現地で一般的に購入可能であり、近年価

格も低下していることから県側による購入が可能と判断し、協力対象から除外する。 

 

（2）井戸用資材の調達 

調達する機材の効果を速やかに発現するため、ケーシング、スクリーンおよび水中ポンプ、発

電機、ソーラーパネル等の井戸資材を調達する。日本側では井戸資材（揚水用ポンプの口元配管

まで）の調達までとし、井戸掘削などの施設建設は「ボ」国側の負担事項とする。また、それ以

降の施設（導水管敷設、配水池建設、配水管、共同水栓/各戸給水）は市役所側が負担すべき事項

であることから、本協力対象とせず、資材・施工を含めた全てを「ボ」国側の負担とする。 

井戸資材調達の規模に関しては、「ボ」国で過去に実施された第一次～第三次地方地下水開発

計画と同等規模とし、両県が実施する「水供給 5ヵ年計画」の 3 年次～5年次*1（5年次は一部の

み）に対する支援とする。井戸資材調達の対象となる村落は、ミニッツ協議時に要請された本調

査対象村落ベニ県 21村落、パンド県 15 村落における、自然状況調査および社会状況調査の評価

をもとに選定する。評価は現状における既存水源の水量、水質、地下水開発の可能性をもとにし

た緊急度、また村落の組織力、支払能力（意欲）、施設の必要性、衛生改善の必要性を加味した

社会条件から総合評価を行う。この総合評価をもとに、対象村落としての妥当性および優先度（5
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ヵ年計画の見直し）を判断する。 

*1：「水供給 5ヵ年計画」において、開発調査によるﾊﾟｲﾛｯﾄ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施年を 1年次と設定しており、3年

次に機材を調達する計画となっている。過去の案件では 1年次～3年次にあたる。 

 

（3）技術移転 

1）技術移転の必要性と指導形態 

両県 UNASBVI は、JICA の支援による開発調査を得て「水供給 5 ヵ年計画」を策定し、既に湧

水などの表流水を利用した給水施設建設や民間委託による地下水開発を実施している。しかし

ながら、「水供給 5 ヵ年計画」の水源開発の主要なターゲットである地下水開発に関しては、

両県ともに調査や井戸建設に関する経験がないため、県直営で地下水開発全般を運営・実施す

るにあたり、部署の新設や新規人材の雇用を計画している。したがって「水供給 5 ヵ年計画」

の効率的な実施や、両県による本計画以降の長期的な地下水開発実施に対する持続性を確保す

るためには、関連機材の調達のみならず、地下水開発調査、井戸掘削・仕上げ・揚水ポンプ設

置技術、井戸水理条件調査、および品質を確保するための井戸工事運営技術等、一連の地下水

開発にかかる総合的な技術指導が最低限必要となる。 

また「ボ」国で実施されている他県の事業実施状況、および既存給水施設の運営維持管理状

況において、①水源開発を県側、水源以降の給水施設建設を市役所が実施するシステムが機能

しておらず、効率的な施設建設が実施できていないこと、②施設建設後の村落が実施する運営

維持管理に対して、県および市役所側による料金徴収や運営面に関する指導、引渡後のモニタ

リングを含めた支援体制が不十分であり、給水施設が継続的に活用されていない場合があるこ

と、③村落住民の水・衛生に関する理解不足によって給水施設が適切に利用されていないこと

等の問題点が明らかになっている。このため、本協力対象事業の成果に対する持続性を確保す

る観点から、県・市役所および村落間の協働体制の強化、UNASBVI 職員や市役所職員の村落に

対する運営管理や衛生指導能力の強化等、ソフト面における技術指導を実施する必要がある。 

これまでに「ボ」国で実施された「第一次、二次地方地下水開発計画」は、日本側が実施す

る機材調達と施設建設を通した OJT による技術移転であった。続く「第三次地方地下水開発計

画」は、機材調達およびソフトコンポーネントによる技術移転が実施されている。 

本プロジェクトにおける技術移転に関しても、次の理由から、施設案件としてではなくソフ

トコンポーネントによる技術支援形態とする。 

・「第三次地方地下水開発計画」で行われた技術移転により、現時点でも適切に事業が実施

されていること。 

・生命の水プロジェクトによる活動によって、2011 年末までに主な技術分野に対する技術

指導が両県に実施されること。 

・生命の水プロジェクトの支援により既に国レベルの技術支援体制が形成されている。こ

のため「ボ」国内のリソースを水平展開できる体制が整っており、両県に対する継続し

た技術支援が見込めること。 
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・両県の財政面において、OJT による技術移転で必要となる井戸掘削を含めた施設建設にか

かる予算を十分に確保できる体制にあること。 

 

2）技術移転の投入規模 

本計画における技術移転の投入規模に関しては、過去に同国で実施された「第三次地方地下

水開発計画」を参考として策定した。同案件は、6ヶ月間（掘削以外の指導期間を含めると 8.5

ヶ月）にラパス県、ポトシ県各 5 本の井戸掘削を通じた技術移転を実施しており、現在におい

ても両県ともに適切な事業を継続して実施できていることを考えると、指導内容・期間は適切

であったと判断される。本計画においても両県、各 5 村落の井戸掘削を通じた技術移転を実施

することとする。 

ただし過去の経験から、技術指導で実施される 5 本の井戸掘削で習得できるレベルは、一連

の井戸掘削作業の基本的手順・操作を理解し安全に作業を行える段階までとなる。このため、

日本側指導期間終了後において効率的で最適な品質の井戸掘削が可能となるまでには、経験の

豊富な他県からの支援と、ベニ県、パンド県の自助努力が必須である。 

 

3.2.1.2 自然環境条件に対する方針 

① 開発調査で策定された機材仕様を基本として、本調査で実施した自然条件調査を反映させ

た井戸掘削機の仕様とする。本対象村落だけではなく、将来にわたり事業が実施できるこ

とを考慮して、ベニ県、パンド県それぞれ全域の地質、地下水賦存状況を反映させる。 

② ベニ県の大河川近傍の村落では、雨期に洪水による家屋への浸水が多発している。このた

め、本計画においても井戸設計に関しては洪水への配慮を行う。 

③ 11月から4月までが雨期にあたり、両県内の主要地方都市間のアクセスが寸断されるほか、

県外からのアクセスにも影響が生じる。従って雨期の影響に考慮した輸送計画を策定する

ほか、車両類に関しては全輪駆動（4×4）に対応したものを調達する。また、指導工程へ

の影響を極力排除するような計画とするが、対象村落の気象・アクセス状況に応じて適宜

代替策を検討する。 

④ 水質分析を行った結果、鉄、マンガンが基準を超えている村落があることから、除去装置

設置の検討あるいは指導内容の項目に含める等の対応が必要である。また、塩分濃度が高

い地点も散見することから、掘削地点および掘削深度の設計は慎重に行う。 

⑤ 日射量から判断して太陽光を利用した水中ポンプの活用は可能である。ただし人口規模が

大きくなるとパネルの枚数が増加し、維持管理面への配慮が必要となり、選定にあたって

は注意を要す。 
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3.2.1.3 社会経済条件に対する方針 

① 生活習慣、衛生に対する認識度の低さなどから、給水施設に対するオーナーシップが欠如

し、適切な運転維持管理が実施されていない施設が多い。このため、計画準備段階から引

渡後までの一貫した衛生教育、啓蒙活動などを通じて住民の意識改善を実施できる指導計

画とするほか、県および市役所によるモニタリング、フォローアップ体制を構築する。 

② 両県ともに商用電力の普及率が悪いため、発電機を動力源とした計画とするほか、発電機

燃料の確保が難しい一部の村落や、現金収入が少ない村落に対しては、環境対策や維持管

理費用の低減にも貢献する太陽光発電を併用する。 

③ 調査対象村落において、組織力や経済力が優れている村落がある一方で劣る村落も見られ

た。水衛生委員会の組織形成や料金設定にあたっては、組織力、および経済力のレベルに

応じた対応が必要となるため、指導内容策定にあたっては配慮する必要がある。 

 

3.2.1.4 調達事情に対する方針 

① 本協力対象となる井戸資材の調達にかかる設計は、「ボ」国給水施設設計基準（2004 年）

に準じて開発調査で策定された、基本方針にもとづいて策定する。 

② アフターサービスやスペアパーツ入手の容易性、およびこれまで「ボ」国内で実施された

案件によって調達された機材との整合性を考慮した調達計画とする。ただし、軽車輌に関

しては、一般的に現地で購入可能であることから現地調達とする。 

③ 過去「ボ」国で実施された地下水案件では本邦調達業者が「ボ」国より撤退したため代理

店として機能しておらず、県側による消耗品、スペアパーツの購入・調達が適切に行なわ

れていなかった。本計画に対してこの問題を防ぐためには、下記の対応が必要となる。 

● 入札時の参加条件として／機材納入時までに、“「ボ」国内法にもとづき、県側へ消耗

品、スペアパーツ等を供給できる体制を確保すること、および少なくともスペアパー

ツ供給保障期間はこの体制を維持すること。”等の条件を記載する。 

④ 「ボ」国内では、水中ポンプ、太陽光パネル、発電機、水質処理装置等に関し、品質が十

分に確認できない製品が多く流通しており、調達機材の品質を確保するためには、適切な

規格によって製造されている製品を選定することが重要である。 

 

3.2.1.5 運営・維持管理およびソフトコンポーネントに対する対応方針 

① 日本側協力事業のコンセプトは、ベニ県およびパンド県 UNASBVI に対する機材調達および

ソフトコンポーネントによる技術指導である。このため、日本側で調達する機材の関税、

手続きにかかる諸費用のほか、井戸掘削および給水施設建設にかかる費用を全て「ボ」国

側が負担とする方針とする。 

② ベニ県、パンド県とも UNASBVI 内に地下水開発にかかる新組織を設立し、必要となる人材
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を新規に雇用することとなる。このため、調達機材の操作指導だけでなく、地下水開発全

般のマネージメントを含めた、新らたな組織が持続的に活動可能となるレベルまでの指導

を実施する。このため余裕をもった掘削工期を計画する必要がある。 

③ 指導方式はコンサルタントによるソフトコンポーネント形式および、調達業者による運用

指導を併用して実施する。図 3.2.1 に UNASBVI の組織体制と技術指導実施体制を示す。 

UNASBVI

調査班 井戸建設班 給水施設班 社会開発班

・地下水調査（物理探査）
・井戸調査
　（孔内検層、揚水試験）
・水質分析

・井戸掘削
・機材整備
・井戸調査
　（孔内検層、揚水試験）

・現地調査（測量）
・給水計画、設計、積算
・品質管理
・ポンプ据付　・運転指導

・関連機関調整
・CAPｙS形成支援
・運営管理支援
・モニタリング　・衛生教育

機材整備
・機材整備
・資機材保管・管理

・実施計画策定
・予算確保
・品質管理
・関連機関調整

水文地質 井戸掘削技術 ポンプ挿入・電気・配電 運営管理・衛生教育井戸掘削技術

物理探査 機材整備

水質分析

井戸工事運営管理 井戸工事運営管理 井戸工事運営管理 井戸工事運営管理

井戸工事運営管理

井戸工事運営管理

コンサルタント

調達業者

 
図 3.2.1 技術指導実施体制図 

④ ソフトコンポーネントに関する人員配置計画は、基本的に無償資金協力として完結できる

人員配置、技術指導項目とする。実施段階において ASVI によって技術力が向上しているこ

とが確認された段階で、指導レベルを変更することとする。 

⑤ 「第三次地方地下水開発計画」では OJT を実施する前に、理論面のセミナーを実施したが、

本プロジェクトでは工程上の理由から調査・施工手順および経験を得ることを重視した実

践型の OJT を主体とする。ただし OJT と平行してこれを補完する目的で、テキストを用い

た Off-JT による各種理論の指導を実施し、知識開発面からも人材の育成を行う。 

⑥ プロジェクト実施にあたっては、三者（県・市役所・村落）の協力が必要となる。特に施

設建設を実施するためには、前年度から予算確保等の事前準備が非常に重要となる。この

ため、事業実施 1 年前より「運営管理・衛生教育」担当が現地入りし、市役所との調整を

行うほか水衛生委員会の形成を支援・指導する。 

⑦ 現地の気象・アクセス条件によって、ソフトコンポーネント対象村落への移動が困難とな

ることが想定される。このため、実施段階では状況に応じた最適案を両県と協議の上で決

定するが、当初の計画と代替策との間で指導の目的・内容に相違が生じないよう極力配慮

する。 

⑧ 調達業者の運用指導者が実施する指導項目・内容は、本計画の成果に大きな影響を与える

ため、コンサルタントとして責任もって監理可能な要員計画とする。 
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3.2.1.6 機材等のグレードの設定に係る方針 

(1) 井戸掘削機 

① 深井戸掘削機 

開発調査および本調査解析結果から、ベニ県およびパンド県における主要な帯水層は、基盤

岩の上位に発達する砂層あるいは砂礫層であることが確認され、ベニ県では基盤岩に至るまで

の最大掘削深度 200m、パンド県では 100m であると推定される。また両県ともに対象地域は広

域に分布しており作業の効率性を検討の上、トラック搭載型ロータリー方式による泥水掘削を

行う計画とする。また、必要台数は「水供給 5ヵ年計画」で掘削すべき井戸本数が年間各県 10

本と計画されていることや、技術力や組織体制も考慮し、各県 1式づつの調達が最適であると

判断する。 

井戸構造は、給水計画による計画揚水量から 6 インチ仕上げで統一することとし、「ボ」国

内で一般的に流通している井戸用ケーシングおよびスクリーンとして、硬質ポリ塩化ビニル管

（PVC）を本計画においても使用する。このため掘削用ツールス類の仕様の決定や、クレーン付

きトラック、水タンク車、小型車両などの支援車両類の構成に関しても、これらの条件のもと

仕様を決定し、資機材や作業員を効率的に運搬するために必要な最小構成の機材の調達を行う。 

またベニ県、パンド県とも幹線道路を含めたアクセス状況が非常に悪いことから、全輪駆動

（4×4）のトラック搭載型が条件となる。 

② 浅井戸掘削機 

開発調査では人口 50 人未満の小規模村落や、交通手段が船舶しかない村落に関しては、コ

ンパクトな定置式井戸掘削機をトラクターで運搬する計画としていた。しかし、パンド県では

これまでに井戸掘削経験がなく組織面で 2 台体制による事業実施が困難であることや、ASVI 活

動の一環として、すでにパンド県に対してマニュアル掘削機が貸与されていることから本協力

対象からは除外する。 

なお、このマニュアル掘削機は、ASVI 側指導によってパンド県側が技術力を身につけた段階

で機材は貸与から供与に切り替わることとなっており、本マニュアル掘削機は、要請のあった

定置式井戸掘削機（トラクター搭載）と比較して、効率性はかなり落ちるものの、適切な施工

が実施されれば、同等の品質を持った井戸掘削が可能と考えられる。 

③ 掘削ツールス類 

泥水正循環工法における標準的な構成とする。掘削消耗品であるビットに関しては、物理探

査結果によって仕様を選定することとなるが、数量に関しては、調査対象となるベニ県 20 村落、

パンド県 15 村落が掘削可能となる数量とする。 

④ スペアパーツ 

機材の維持管理にかかるスペアパーツの調達は、自立支援型の協力を考慮すると不要とす

ることは妥当である。一方で、本プロジェクトはソフトコンポーネント形式による指導で技

術移転が実施されるため、指導期間は通常の施工案件より短期となり、またこの指導期間中
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における作業員のミスによる機材の不具合に対してメーカーから保証を受けることはできな

いという負の要素が大きい案件である。また両県ともに新たに技師を雇用し、新組織として

立ち上げる現状を加味すると、技術移転終了後も本計画が順調に稼動するまでにはある程度

の時間が必要となる。更に、他案件の例でも、日本側の指導終了後から一定期間において機

材の不具合が発生するケースは多い。以上から、本プロジェクトでは両県が将来的に実施す

る事業の継続性を考慮し、一定限度のスペアパーツを調達することは妥当であると判断する。 

したがって、本計画ではソフトコンポーネント実施期間および指導後 1 ヵ年間の計 2 年間

分のスペアパーツを調達する。 

⑤ 支援車両 

図3.2.2に示すとおり支援車輌の構成は、開発調査で策定した最小ユニットとなっている。

両県とも本計画に対して流用可能な車両は 1 台も所有していないことから、要請どおりの構

成が適切な数量と判断する。表 3.2.1 のとおり、各車輌はそれぞれの役割に応じた稼動とな

っていることから、流用は困難である。また掘削機と同様に全輪駆動（4×4）型が条件とな

る。 

重量物運搬用トラックおよび工事運搬用車輌は、井戸の掘削工事を効率良く運営するため

に導入され、掘削機附属品、ドリルパイプ、ドリルカラー、ビット等の掘削ツール類、ベン

トナイト、ケーシングパイプ、スクリーン、グラベルなどの井戸建設資機材等を計画的に工

事現場へ搬入するために使用される。また次の現場への撤去作業や移動の際にも、これら資

材の運搬用として使用される。水タンク車は掘削用水の運搬のために必要である。 

調査用車輌は、揚水試験車として掘削終了後の揚水試験や、孔内検層に使用される機材及

びその作業員の輸送に使われる為、掘削担当車輌とは別行動となる。物理探査用にも使用さ

れ、試験・調査関連業務を担当する。また管理用車輌は、村落開発、衛生教育などの啓蒙活

動及び水質試験のためのサンプリングの採取、補修、指導や現場と事務所との連絡、緊急時

対応等に使用する。 
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重量物運搬用トラック

●2.9ｔクレーン付き

水タンク車

●6m3配水タンク

（泥水ピット）

井戸掘削機（ロータリー方式）

●トップヘッドドライブ型

●4×4駆動トラック搭載型小型作業車輛

●掘削用消耗品、作業用品、要員運搬用　　　　　

 

図 3.2.2 井戸掘削機および支援車輌の構成 

表 3.2.1 井戸掘削機および支援車輌運行表 

作業内容
現地調査・
工事準備

運搬・
着工準備

掘削作業
検層作業

ｹｰｼﾝｸﾞ挿入
井戸仕上げ 運搬・撤去 揚水試験

井戸用
ﾎﾟﾝﾌﾟ運搬

井戸用ﾎﾟﾝﾌﾟ
据付け

運用指導・
モニタリング

作業日数 － 4～5 6～12 2～3 1～2 3～4 3～5 1～2 －

井戸掘削機
次井へ移動

軽車両①（工事運搬用）：
掘削用品、井戸資材、要員輸送 次井へ移動

重量物運搬用トラック（2.9tクレーン付） 掘削用具
運搬

井戸資材
運搬

揚水用具
運搬

掘削用具
撤収

揚水用具
設置

ﾎﾟﾝﾌﾟ用具
運搬

ﾎﾟﾝﾌﾟ用具
設置

水タンク車（6m3
）

次井へ移動

軽車両②（調査用）：
物理探査、検層作業、揚水試験

軽車両③（管理用）：
村落開発、運営指導、衛生教育、各機関協
議、工事事前調整・モニタリング・施工管理  
 

⑥ その他の必要機材 

掘削機を維持管理する上で必要となる特殊工具のほか、掘削工事中の作業において必要と

なる井戸工事付帯作業用ツールス類、施工・工程管理で重要な役割を果たす通信用無線機の

調達を行う。 

 

(2) 調査用機材 

① 電気探査装置 

地下水腑存状況を確認するための地質調査用機材である。対象エリアの地質構造や、作業

の簡易性を考慮すると、比抵抗法垂直電気探査法が適切であると判断される。あわせて、解

析に必要となる 1 次元、2 次元解析ソフト、解析用 PC、位置を特定するための GPS が最小限

必要となる。 
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② 孔内検層器 

井戸掘削後、井戸孔内の地質構造や帯水層の位置を特定するための調査機材である。掘削

作業中の迅速な判断が求められるため、現地で測定結果が判断できる仕様とする。対象エリ

アは粘土、砂、レキが卓越しているため、測定項目は比抵抗、自然電位だけでなく、自然放

射能、電気伝導度、温度も対象に含めるものとする。 

③ 簡易水質分析器 

ベニ県では、SEDES（県保健衛生部）に UNICEF、USAID 等により様々な機種の分析装置が納

入されている。しかし、保健衛生をメインとした分析機材であるため、飲料水水質項目を全

てカバーできる機材を所有していないため、UNASBVI ではサンタクルス市の大学まで水質サン

プルを送付している状況である。またパンド県内で水質分析機材を所有しているのは、EPSA

（コビハ市水道公社）のみであるが測定可能項目は、十分ではない。なお両県とも、スペア

パーツ保管倉庫と同じスペースに専用の水質分析室を改築する予定である。 

このため本プロジェクトでは、井戸から得られた地下水水質が飲用に適切であるかを確認

するために、ボリビア国水質基準や WHO 水質基準に準じた項目が測定可能な、簡易式の水質

分析器の調達を行う。試薬の数量に関しては、掘削する井戸だけでなく県側で今後実施する

事前調査や継続したモニタリングなども考慮し、100 検体程度が測定可能なものとする。 

④ 揚水試験用機器 

井戸の水理性状を確認するための機器類で、持続的な地下水揚水量を測定するために重要

な機材である。対象サイトの地下水性状にあわせた仕様とし、測定精度を保つために高揚程

低揚水量型、低揚程高揚水量型の 2 種類のポンプが必要となる。また、現場における動力と

して発電機が必要となるほか、水位測定器、三角ノッチ、作業用ツールスで構成される。 

⑤ コンピューター 

コンピューター類は現地で一般的に購入可能であり、近年価格も低下していることから県

側による購入が可能と判断する。 

 

(3) 井戸資材 

① ケーシング・スクリーン・アクセサリー 

ケーシング・スクリーン・アクセサリーの材質は、開発調査時にも採用され、近年「ボ」

国でも流通し確保できるようになったポリ塩化ビニル管を用いる。強度面から深度 150m、300m

へ対応可能な 2種類が選定可能であるが、設計深度にもとづき仕様を策定する。 

② ベントナイト・充填砂利 

ベントナイトは泥水工法において掘削した井戸の孔壁を保護する役割を果たす。「ボ」国で

は唯一、オルロ県で採掘されたベントナイトが、品質的に保証されたものとなる。 

充填砂利は、掘削した孔壁とケーシングの間に充填されるもので、孔壁を保護し帯水層か

らの地下水を井戸内に効率的に流入させる役割を持っている。ベニ県、パンド県ともに県内
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では砂利を採掘できる河川がないため、サンタクルス県からの購入となる。 

これらの資材は井戸工事に必要な資材であるものの、容積が大きく膨大な保管スペースが

必要となることから、OJT 対象となる両県 5村落分のみ調達を行うこととする。 

③ 水中ポンプ・発電機・ソーラーパネル 

水中ポンプの仕様は、物理探査結果をもとに想定される地下水の動水位、および揚水可能

量をもとに選定する。水中ポンプの種類は、動力源を発電機/商用電源とするか、ソーラーパ

ネルとするかで異なり、発電機/商用電源の場合はモーターが AC、ソーラーの場合は DC とな

る。 

ソーラーシステムに関しては、両県の多くの村落において緊急通信用の無線機の動力とし

て使用されているほか、家庭光源用の電源としても数多く設置されている。また、ASVI や

UNICEF 等の支援機関も燃料確保の問題や、運営面、維持管理面の容易さから、ソーラーパネ

ルシステムを村落給水において積極的に採用しつつあることから、本計画においても導入を

図る。 

ただし、ソーラーパネルに対応した DCモーター式の水中ポンプは、揚水量、揚程ともに小

規模のものしかないことから、200 人程度までの小規模村落が対象となる。なお、AC モータ

ーポンプとソーラーパネルの組合せも可能であるが、インバーター（AC-DC 変換）が別途必要

となり、さらに効率も落ち、パネル（モジュール）の枚数が増える等の理由から本案件での

採用は見送る。また、ソーラーパネルの場合、雨期における対応を考慮しなければならない

が、雨期でも降雨が連続するのは 2 日間程度であることや、燃料確保の問題から発電機等の

代替動力の調達は行わない。 

④ 除鉄・除マンガン装置 

両県の対象エリアには、飲料水基準を超える鉄・マンガンが含まれている地下水が広域に

分布しており、この水質への対応が、両県が実施する「水供給 5 ヵ年計画」において重要と

なる。このため開発調査によるパイロットプロジェクトでは、接触酸化法による「フィルタ

ー式水質浄化装置」が設置され、水質改善への効果があることは確認されていた。ただしフ

ィルターの詰まり具合が把握しずらい点や、処理水量の測定が難しい点等から、住民側では

適切に洗浄ができていないという問題が生じていた。 

フィルター式除去装置は、開発調査における実績や、今後両県が開発を進めるにあたって

設置する必要性から現地調達が望ましいと判断し、「ボ」国内の市場調査を実施した。しかし、

フィルターの洗浄をコントロールバルブ（タイマーあるいは流量の判断）によって自動で実

施できる製品が流通していることを確認したものの、開発調査で設置した装置に接続できる

か否かは確認できなかった。このため、フィルター式除去装置に関しては、OJT による指導期

間を通して技術開発を行うこととし、指導内容に含めることで対応する。この場合、装置の

購入は先方負担となる。 
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【開発調査で策定された対応策】 

 バッキ法 （マンガンが基準値以内で、全鉄が 1.0mg/L まで）：湧水水源 

 塩素による酸化とろ過 （マンガンが基準値以内で、全鉄が 1.0mg/L 以上の場合）：湧

水水源 

 フィルター式除去装置（全鉄が 5.0mg/L まで）：水源から配水池までポンプアップする

場合 

 高濃度（全鉄が 5.0mg/L 以上）あるいは塩分が含まれている場合には代替水源を確保

する。 
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3.2.2 基本計画 

3.2.2.1 全体計画 

開発調査において実施された自然・社会条件（住民の水料金に対する意識、支払い可能額、生

活水準）に係る情報、および本現地調査によって入手した最新の情報を踏まえ、図 3.2.3 のフロ

ー図に示される各評価項目を検討し、資機材仕様および数量、技術指導計画、および技術指導対

象村落を選定した。 

【給水計画調査】 
・開発調査結果 
・給水状況（人口等）

・電力事情 
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

【評価項目】 
・維持管理費用 
・建設用地、電力事情

・運営維持管理能力

【社会条件調査】 
・開発調査結果 
・ヒアリング調査 
 （村長、住民） 
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

【評価項目】 
・意欲・協力体制 
・建設用地、電力事情

・運営維持管理能力

【地下水調査】 
・開発調査結果 
・物理探査 
・水質調査 
・既存井戸調査 

【評価項目】 
・開発可能量の推定

・井戸構造 
・帯水層特性（水質）

【機材調査】 
・開発調査結果 
・現地民間業者 
・市場調査 
・運営体制・能力 

【評価項目】 
・調達先・国の優位性

・調達方法 
・機材仕様 

【実施組織調査】 
・開発調査結果 
・県の実施体制 
・市の実施体制 
・村落の実施体制 

【評価項目】 
・事業実施能力 
 （組織、技術、財政） 
・運営維持管理能力 

機材仕様・数量 

ソフトコンポーネント計画・および指導対象村落の選定

調査結果を踏まえた 
両県との協議 

 

図 3.2.3 調査実施項目と選定フロー 

 

3.2.2.2 対象村落の選定と優先度の策定 

（1） 協力対象村落の選定 
1）給水施設建設の必要性 

調査対象村落であるベニ県 21 村落、パンド県 15 村落のうち、適切で安定した水源から配管

網による給水が実施されている村落はベニ県の 1村落（No.14 ｶﾁｭｴ･ﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ）のみであった。

本村落は水源水質や水量は十分であるものの、配水池容量、配水管の口径が小さいことや漏水

が多いため、現在は 1日 4 時間の時間給水を実施している。 

そのほかに人口規模が 1,000 人を超える村落で TIPE3 型の給水施設を保有している村落は、

ベニ県 2 村落（No.3 ﾛｻﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ﾔﾀ、No.6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ）、パンド県 1村落（No.1 ﾌﾟｴﾙﾄ･ﾘｺ）が該当

するが、水源（湧水、手掘り井戸）が乾期に枯渇する村落や、人口密集地に水源を有しており

将来的に汚染の懸念がある村落で、新たな水源開発が必要である。 

また、パンド県の新興村落である No.5 ﾋﾞｽﾀ・ｱﾚｸﾞﾚ、No.6 ｱﾙｶ･ﾃﾞ･ｲｽﾗｴﾙ、No.10 ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙ

ﾗ･ﾃﾞﾙ･ｱｸﾚ）などでは、配水池や各戸給水などの施設は建設されているものの、水源開発の目処

が立たなかったことからこれらの施設は未稼働の状況にある。 

比較的小規模の村落では、ベニ県においてはハンドポンプが設置されている村落が 9 村落存

在する一方で、パンド県ではハンドポンプが設置された村落は一村落も見られなかった。前述

のとおり、ハンドポンプの多くが破損し適切に使用できる井戸が不十分である村落、施工不良
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から汚染の可能性が高い村落や、地質起源の鉄・マンガンが多く含まれているため使用できな

い村落があることから、調査結果では全ての対象村落で水源あるいは施設の追加が必要である

と判断された。 

上記以外の村落では、手掘り井戸、湧水、小川、ため池を水源としているため、適切な施設

を有しておらず、給水施設の必要性は非常に高い状況にある。 

 

2）地下水開発の可能性と水質への対応 

物理探査と現地踏査から得られたデータをもとに、本調査対象村落における地下水開発の可

能性を検討した結果を表 3.2.2 にまとめる。あわせて、推定される静水位と計画掘削深度を示

す。 

対象地域はアマゾン河の源流域にあたり平坦な地形であるため、開発調査でも記述されてい

るように、地下水の腑存量は豊富である。電気探査結果からも地下水の自然水位は非常に浅く、

最も深い村落でも 26ｍ程度であると想定される。地質的にも、砂層が対象地域一帯に分布して

おり、これが良好な帯水層として開発が期待される。ただし、一部の村落では粘土層を多く挟

むことが予想されるため、良好な帯水層を得るためには 200ｍ程度まで掘削が必要となる村落

はあるものの、人口規模が比較的小さいことから、必要となる揚水量は十分に確保できるもの

と考えられる。以上から、調査を行った全ての村落で地下水開発は可能と判断される。 

鉄・マンガンを多く含んだ地下水が分布する地域に存在する村落があるため、開発には注意

が必要となる。前述のとおり開発調査で策定された措置をとることで、十分に対応可能である

ことから該当村落においても地下水開発を実施する。 
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表 3.2.2 地下水開発の可能性 

NO. 村落
No 市名 村落名

地形および
帯水層の地質

水理地質
区分

静水位
（ｍ）

計画
掘削深度
（GL-m）

地下水開発
の可能性

鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ
を含む
可能性

1 188 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾄﾙｾ・ﾃﾞ・ｾﾌﾟﾃｨｴﾝﾌﾞﾚ 台地（砂） IV 2 80 高

2 203 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾌﾞｴﾅ・ﾋﾞｽﾀ 台地（粘土） IV 14 60 高

3 194 ｸﾞｱﾔﾗ ﾛｻﾘｵ・ﾃﾞﾙ・ﾔﾀ 台地河岸（礫） IV 3 100 高

4 189 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 台地（礫） V 12 80 高

5 164 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗｽ・ﾒﾙｾﾃﾞｽ 低地（砂） IV 18 100 高

6 123 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 台地（粗礫） V 4 100 高

7 9 ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ 低地（砂） IV 7 120 高 ○

8 37 ﾚｲｪｽ ｻﾝ・ﾎｾ 低地（砂） V 11 100 高 ○

9 180 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 低地（砂） V 25 80 高

10 246 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｷｨﾆ 低地（砂） IV 22 150 高

11 210 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾄｩﾐﾁｭｸｱ 台地（礫） IV 26 80 高

12 79 ｻﾝﾀ・ﾛｻ ﾋﾞｼﾞｬ・ﾌｧﾃｨﾏ 台地（砂） IV 1 100 高 ○

13 35 ﾚｲｪｽ ｻﾝﾀ・ﾛｼｰﾀ・ｴﾙ・ｺｻｰﾙ 台地（礫） IV 6 150 高 ○

14 187 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾁｭｴ・ﾗ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 台地河岸（礫） IV 13 100 高

15 249 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｯﾄｽ 台地（粗砂） IV 10 100 高

16 124 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｼｴﾃ・ｴｽｷｨｰﾅ 台地（砂） V 11 100 高

17 231 ｴｷｻﾙﾀｼｵﾝ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ｲﾙﾔﾈｽ 台地（砂） V 6 150 高

18 171 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗﾝﾁｮ・ｻﾝﾀ・ｸﾗﾗ 台地（粗砂） VI 8 200 高 ○

19 80 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ﾋﾞｼﾞｬ･ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 山麓（砂） VI 7 100 高 ○

20 61 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 山麓（砂） V 12 200 高 ○

21 139 ｻﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚｽ ﾅﾗﾝﾋｰﾄｽ 低地（砂） VI 9 110 高 ○

1 65 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 丘陵河岸（礫） III 11 55 高

2 125 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ﾛｰﾏ・ｱﾙﾀ 台地（礫） IV 9 65 高

3 20 ﾎﾞﾙﾍﾟﾌﾞﾗ ﾍﾞﾗｸﾙｽ 丘陵（細砂） I 12 100 高

4 57 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 丘陵（細砂） I 15 60 高 ○

5 99 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾋﾞｽﾀ・ｱﾚｸﾞﾚ 台地（礫） IV 14 100 高

6 129 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 台地（礫） IV 15 100 高

7 132 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ﾌｪ 台地（礫） IV 13 60 高

8 79 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾄﾚｽ・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ 台地（砂） IV 16 60 高

9 102 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 台地（粘土） IV 7 70 高

10 34 ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ） 台地（礫） I 10 80 高

11 55 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ﾌﾛﾘﾀﾞ 丘陵（粗砂） I 8 60 高 ○

12 82 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴﾙ・ﾊﾟﾗｰﾙ 台地（砂） IV 18 60 高 ○

13 85 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾄﾘﾆﾀﾞｼｰﾄ 台地（粗砂） IV 5 60 高

14 136 ｳﾏｲﾀ ｳﾏｲﾀ 丘陵（粗砂） I 6 60 高

15 127 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ｸﾙｼｰﾄ 台地（粗砂） IV 13 60 高

ベニ県

パンド県

 

 

3）村落の組織力と支払能力（意欲） 

村落内の組織としては、代表的な例として OTB（村落行政組織）、CAPyS、母親会、学校委員

会などがあるほか、各村落によって漁業、農業、カスターニャナッツ、手工芸、裁縫など様々

な組合・生産者グループが自立的あるいは市、NGO などの支援によって活動している。本計画

で建設される給水施設の運営にあたっては、これらの既存の組織を中心とした CAPyS の形成が

望ましいといえる。 

CAPyS が既に形成されている村落は既存施設のあるベニ県の No.3 ﾛｻﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ﾔﾀ、および No.14

ｶﾁｭｴﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻのみであるが、ベニ県の No.6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝやパンド県の No.1 ﾌﾟｴﾙﾄ･ﾘｺは市役所が直

轄で給水事業を運営している。 

ベニ県の No.10 ｻﾝ･ﾎｱｷﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾏｷｨﾆ、No.15 ｶﾙﾒﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾏｯﾄｽ、No.18 ﾗﾝﾁｮ･ｻﾝﾀ･ｸﾗﾗでは OTB が存

在しておらず、学校委員会が唯一の村落活動となっており、CAPyS の形成や建設後の運営維持

管理には県・市からの積極的な支援が必要となる。またパンド県の No.10 ｱﾊﾞﾛｱ(ﾍﾟﾙﾗ･ﾃﾞﾙ･ｱｸﾚ)
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は市役所の管轄内に村落が位置していることから村落独自の自治組織がなく、CAPyS の形成に

あたっては十分な注意が必要である。 

支払能力（意思額）に関しては、「ボ」国の村落給水事業で一般的に徴収されている水道料

金が 10～15Bs（≒0.8～1.2 米ドル）であること、またこれまでの経験から世帯月収の 50 分の

1 程度の水道料金であれば十分に支払い可能と考えることから、これらの値をベースに評価を

行った。 

図 2.2.10 で示したように、村落の平均月収が 750Bs（50 分の 1＝15 Bs）を下回る村落は、

ベニ県の No.15 ｶﾙﾒﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾏｯﾄｽ、No.18 ﾗﾝﾁｮ･ｻﾝﾀ･ｸﾗﾗ、No.19 ﾋﾞｼﾞｬ・ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ、No.20 ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ･

ﾃﾞ･ﾏﾆｷｨの 4 村落で、パンド県では該当する対象村落はない。しかしこれらの村落でも平均月収

は 500Bs（50 分の 1＝10Bs）を超えていることから、将来的に生産性向上活動や、県あるいは

市からの支援を条件に地下水開発を実施することは可能と考える。 

これらの村落に対する対応策に関しては、後述の「3.4 プロジェクトの運営・維持管理計画」

にて記述する。 

 

4）村落住民の衛生改善の認識度および意欲 

ベニ県 21 村落及びパンド県 15 村落全ての対象村落において、住民側から乾期の水量不足あ

るいは水質の悪さが指摘された。また、下痢、回虫病、眼病など水因性疾病が多発しているこ

と、衛生教育を受けたいなど住民の衛生改善意欲も高いことが確認された。 

一方で、継続的な衛生教育を受ける環境がないことから、村落内にゴミが散乱している、ト

イレ後に手を洗わない、食器類を適切に保管していないなど衛生観念の欠如が見られる村落が

大半を占めた。 

調査を行った各市役所からも、農村部における公衆衛生の向上には衛生的な水と住民の生活

環境の改善が不可欠であり、本プロジェクトによる給水施設建設を契機に、村落内の衛生環境

の改善と住民の衛生意識の改革、日常の衛生習慣をかえるための研修実施を行う意欲があるこ

とが確認された。 

 

5）総合評価と優先度 

評価は現状における既存水源の水量、水質、地下水開発の可能性をもとにした緊急度、また

村落の組織力、支払能力（意欲）、施設の必要性、衛生改善の必要性を加味した社会条件から

総合評価（表 3.2.3 参照）を行う。この総合評価をもとに、対象村落としての妥当性および優

先度（5 ヵ年計画の見直し）から判断した結果を、表 3.2.4 にまとめる。 

これらの選定された村落に関しては、続く「3.2.2.3 給水計画」で施設建設に関する設計を

行い、協力の規模・内容と必要調達機材の選定を行う。 

なお総合評価で 5（対象外）と判定されたベニ県 No.14 ｶﾁｭｴ･ﾗ･ｴｽﾍﾟﾗﾝｻは、既存施設の改修・

拡張が必要ではあるものの、本計画の目的である地下水開発による水源開発を実施する必要が
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ないことから、協力対象から削除する。 

表 3.2.3 対象村落の妥当性に関する評価基準 

評価項目 ランク 評価基準 

既存水量 
A ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ/手掘井戸が複数あり、雨期・乾期問わず水量が十分確保できる。 
B ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ/手掘井戸があるものの本数が少ない。表流水水源を利用している。 
C 雨期・乾期問わず水量が不足している。乾期に水量が不足する。 

既存水質 
A 管理された水源による供給を行っている。 
B 施設の設置状況から将来的に汚染される可能性がある水源である。 
C 汚染された水源を利用している。 

緊急度 

A 
地下水開発による改善の必要性が高い。 
（水量・水質どちらかあるいは両者が C 判定の場合。） 

B 
将来において地下水開発による改善の必要性がある。 
（水量・水質どちらかあるいは両者が B 判定の場合。） 

C 
地下水開発による改善の必要性が低い。 
（水量・水質どちらかあるいは両者が A 判定の場合。） 

地下水開発

の可能性 

A 地下水開発の可能性が高い。 
B 地下水開発の可能性は高いが、水質に問題がある可能性がある。 
C 地下水開発の可能性が低い。 

村落組織力 
A 村落行政組織（OTB）、母親会、生産者 G、村落清掃いずれか 2 つ以上が活動している。

B 上記組織の 1 つが活動している。 
C 上記組織が活動していない。 

支 払 能 力

（意欲） 

A 
月 750Bs 以上の収入がある。水料金 10Bs 以上支払の意思がある。意思額以上の収入が

ある。電気料金を支払っている。いずれか 3 つ以上があてはまる。 
B 上記いずれか 2 つがあてはまる。 
C 上記いずれか 1 つがあてはまる。 

飲料水改善

の必要性認

識度 

A 
住民側に意欲がある。村落組織に意欲がある。市役所側に意欲がある。いずれか 3 つ以

上があてはまる。 
B 上記いずれか 2 つがあてはまる。 
C 上記いずれか 1 つがあてはまる。 

衛生改善 
意欲 

A 
水因性疾病が発生している。衛生教育の必要性を認識している。村落清掃を実施してい

る。学校と診療所との連携がある。いずれか 3 つ以上があてはまる。 
B 上記いずれか 2 つがあてはまる。 
C 上記いずれか 1 つがあてはまる。 

社会条件 

A 
衛生環境の改善への認識が高く、住民側に支払能力があり、村落側での維持管理が十

分に可能と判断される（C 判定がない） 

B 
衛生環境の改善への認識があるものの、村落組織力、支払能力が十分でないため、改

善が必要である。（C 判定が 1 つある）。 

C 
衛生環境の改善への認識があるものの、村落組織力、支払能力、共に改善の必要性が

ある。（C 判定が２つある）。 

総合評価  
Ａが 3 点、Ｂが 2 点、Ｃが 1 点とし、緊急度が 2、社会条件が 1 の重みをつけることで総合

評価を行った。地下水開発がＣの場合は対象外とする。 
総合評価 5 以下に関しては対象外とする。 
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（2）ソフトコンポーネント対象村落の選定 

OJT の目的は井戸掘削技術の習得であることから、対象村落の選定にあたっては、給水に対す

る緊急度や社会状況よりも、様々な地形／地質環境、地下水環境、掘削深度への対応ができる技

術を習得できるよう村落を選定しなければならない。 

選定のためのコンセプトは次のとおりである。表 3.2.5 に選定した村落と選定に関する概要を

示す。 

【選定条件項目】 

・ 準備工を含めた掘削の基本手順を理解するため、1井目はストックヤード近郊とすること 

・ 掘削工法への対応を行うこと（軟質層～中硬岩） 

・ 井戸深度への対応を行うこと（ベニ県 80m～200m、パンド県 55～100m） 

・ 除鉄・除マンガン装置の設置の可能性があること 

・ ソーラー式水中ポンプを設置する村落を含むこと 

・ 対象エリア全域に分布すること 

 表 3.2.5 両県のソフトコンポーネント対象村落と掘削順序 

掘削

順序 
村落

No 
市役所名 村落名 

2017 年 
人口（人）

計画 
掘削深度

（m） 
選定に関する概要 

ベニ県 

1 7 ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ 300 120 軟質層、市近郊、水質対応 

2 6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 5,080 100 軟質層～中硬岩 

3 20 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 140 200 軟質層、最深度、水質対応、ｿｰﾗｰ

4 4 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 470 80 軟質層～中硬岩 

5 9 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 340 80 軟質層、 

合計 6,330 580  

パンド県 

1 10 ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ） 3,870 80 軟質層、市近郊 

2 4 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 390 60 軟質層、水質対応 

3 6 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 520 100 軟質層～中硬岩、最深度 

4 9 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 140 70 軟質層、ｿｰﾗｰ 

5 1 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 6,460 55 軟質層 

合計 11,380 365  

 

現地の気象・アクセス条件によってはソフトコンポーネント対象村落への移動が困難となるこ

とが想定される。この場合には次の対処方法に基づいた代替策を策定する必要がある。 

代替策の策定にあたっては、当初の計画と代替策との間で指導の目的・内容に相違が生じない

よう計画するとともに、掘削順序、指導工期を踏まえ総合的な判断のもと状況に応じた最適案を

両県と協議の上で決定する。 
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【対処方法】 

・ 開発調査で策定した優先村落リスト（ベニ県 250 村落、パンド県 150 村落）を中心に類

似した村落を選定する。 

・ 県ごとの総掘削深度（ベニ県 580ｍ、パンド県 365ｍ）を下回らないよう配慮する。 

・ 選定のためのコンセプトが少なくとも 1村落で実施可能となる村落を選定する。 

・ 中硬岩に対する掘削工法が指導可能な代替村落が選定不可能な場合には、セメント等によ

り擬似的に環境を作り出すなどの措置が必要となる。この場合には、生産井としては使用

できない可能性もある。 

 

（3）「水供給 5ヵ年計画」の見直し 
当初の「水供給 5ヵ年計画」は、開発調査のパイロットプロジェクト実施年である 2008 年を基

準として、第 3 年次である 2010 年に機材調達が実施される計画であった。しかし、本計画で調達

される機材の搬入が 2012 年中旬となること、また本計画の調査実施時には、開発調査で選定され

た村落を両県の現状にあわせ見直しており、「水供給 5ヵ年計画」全体を修正する必要がある。 

表3.2.6に本計画によって修正した「新水供給5ヵ年計画」の該当年と掘削本数、また表3.2.7、

3.2.8 に両県の「新水供給 5 ヵ年計画」村落リストを年度ごとに示す。第 5 年次に関しては、本

調査による調査対象数が満たなかったことから、将来的に両県側が実施する調査にもとづいて村

落（ベニ県 4 村落、パンド県 9村落）が選定される予定である。 

現地の気象・アクセス条件によっては、村落の優先度に応じた掘削順序で事業を実施できない

可能性があり、雨期に掘削可能な村落を開発調査で選定した優先村落リストから選定するなどの

措置が必要となる。ただし、優先村落リストにおいても雨期に移動が可能となる村落は、全体の

10％程度と考えられるため、将来的には年間掘削本数が 7 本程度まで減少する可能性がある。 

表 3.2.6 「新水供給 5 ヵ年計画」の該当年と両県が実施する掘削本数 

年次 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次 合計 
年 2008 2009 2012 2013 2014  

ベニ県深井戸工事村落数 （直接工事） － － 4 10 10 24 
パンド県深井戸工事村落数 （直接工事） － － 4 10 10 24 
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表 3.2.7 ベニ県「新水供給 5 ヵ年計画」村落リスト 

年次 No. 村番号 市役所 村落名
2017年人口

（人）
掘削深度

（m）
指導対象

3年次 4 189 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 470 80 ●
6 123 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 5,080 100 ●
7 9 ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ 300 120 ●

20 61 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 140 200 ●

4年次 9 180 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 340 80 ●

1 188 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾄﾙｾ・ﾃﾞ・ｾﾌﾟﾃｨｴﾝﾌﾞﾚ 170 80
2 203 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾌﾞｴﾅ・ﾋﾞｽﾀ 70 60
5 164 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗｽ・ﾒﾙｾﾃﾞｽ 280 100
8 37 ﾚｲｪｽ ｻﾝ・ﾎｾ 430 100

12 79 ｻﾝﾀ・ﾛｻ ﾋﾞｼﾞｬ・ﾌｧﾃｨﾏ 110 100
13 35 ﾚｲｪｽ ｻﾝﾀ・ﾛｼｰﾀ・ｴﾙ・ｺｻｰﾙ 540 150
16 124 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｼｴﾃ・ｴｽｷｨｰﾅ 70 100
19 80 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ﾋﾞｼﾞｬ･ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 280 100
21 139 ｻﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚｽ ﾅﾗﾝﾋｰﾄｽ 410 110

5年次 3 194 ｸﾞｱﾔﾗ ﾛｻﾘｵ・ﾃﾞﾙ・ﾔﾀ 1,860 100
10 246 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｷｨﾆ 100 150
11 210 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾄｩﾐﾁｭｸｱ 540 80
15 249 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｯﾄｽ 170 100
17 231 ｴｷｻﾙﾀｼｵﾝ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ｲﾙﾔﾈ 70 150
18 171 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗﾝﾁｮ・ｻﾝﾀ・ｸﾗﾗ 50 200

＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

11,480 2,260 5TOTAL  

表 3.2.8 パンド県「新水供給 5 ヵ年計画」村落リスト 

年次 No. 村落
番号

市役所 村落名
2017年

人口（人）
掘削

深度（m）
指導

対象村落

3年次 4 57 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 390 60 ●
6 129 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 520 100 ●
9 102 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 140 70 ●

10 34 ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ） 3,870 80 ●

4年次 1 65 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 6,460 55 ●

3 20 ﾎﾞﾙﾍﾟﾌﾞﾗ ﾍﾞﾗｸﾙｽ 340 100
5 99 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾋﾞｽﾀ・ｱﾚｸﾞﾚ 520 100
7 132 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ﾌｪ 750 60
8 79 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾄﾚｽ・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ 190 60

11 55 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ﾌﾛﾘﾀﾞ 220 60
12 82 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴﾙ・ﾊﾟﾗｰﾙ 150 60
13 85 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾄﾘﾆﾀﾞｼｰﾄ 320 60
14 136 ｳﾏｲﾀ ｳﾏｲﾀ 260 60
15 127 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ｸﾙｼｰﾄ 460 60

5年次 2 125 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ﾛｰﾏ・ｱﾙﾀ 1,420 65
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

16,010 1,050 5TOTAL  
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3.2.2.3 給水計画 

（1）対象村落の給水計画の策定 

「新水供給 5 ヵ年計画」における概略事業費の算出、水中ポンプ、井戸仕様を決定するために

給水計画を策定する。計画の策定にあたっては、「ボ」国給水施設設計基準（NB689、2004 年）

をベースとして開発調査で策定された下記基準に基づくものとする。 

ただし給水原単位に関しては各戸配水をターゲットとした設定になっているため、本計画では

両県の現状にあわせ 200 人以下の小規模村落の項目を新たに設けることとする。これは太陽光発

電を導入するケースにあたる。 

 ◎開発調査における給水計画の主な決定条件 

 計画年： 2017 年 

 計画 1人 1日平均給水量（給水原単位）： （単位：L/人/日） 表 3.2.9 のとおり 

 計画 1人 1日最大給水量： K × 計画 1人 1日平均給水量 （K = 1.20） 

 計画最大給水量：計画 1人 1 日最大給水量 × 計画人口 

 配水池容量： 「計画 1人 1 日最大給水量」の 8時間分相当 

 施設稼働時間： 8時間運転、ただしソーラーポンプに関しては 5 時間相当で算出 

 

表 3.2.9 1 人 1 日あたりの給水原単位（L/人/日） （網掛け：追加項目） 

村落人口 
湧水、 

ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 
200 人以下

201 人～ 
500 人 

501 人～

2,000 人 
2,001 人～

5,000 人 
5,001 人～

20,000 人 
「ボ」国設計基準 なし 同右 70～90 70～110 90～120 120～180 
開発調査採用値 30 50 70 90 90 120 

 

（2）井戸の水位降下 

井戸の水位降下については各村落の現地踏査結果および開発調査における試掘井の揚水試験で

求められた透水係数を（0.031m/日～1.096m/日）を参考に想定して、下記ヤコブ（Jacob）の式を

用いて求めた。また、静水位は電気探査結果から推定した。表 3.2.10 に各村落で想定される井戸

の水位降下量を示す。 

⊿s = Q×0.183÷k×L 

ここに、 

⊿s：地下水位降下量（ｍ） 

Q：最大揚水量 

ｋ：透水係数 

L：スクリーン長（井戸深度の 40％） 
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表 3.2.10 想定される井戸の水位降下量 

NO. 村落
No 市名 村落名

2017年

人口
（人）

給水
原単位

（L/人/日）

日平均
給水量

(m3)

日最大
給水量

(m3)

 必要揚
水量

(l/sec)

計画
掘削深度
（GL-m）

透水係数
（m/日）

静水位
（ｍ）

水位降下
（ｍ）

計画
動水位
（GL-m）

地形および
帯水層の地

質

地下水開発
の可能性

1 188 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾄﾙｾ・ﾃﾞ・ｾﾌﾟﾃｨｴﾝﾌﾞﾚ 170 50 8.5 10.2 0.35 80 0.1 2 21 23 台地（砂） 高

2 203 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾌﾞｴﾅ・ﾋﾞｽﾀ 70 50 3.5 4.2 0.15 60 0.06 14 11 25 台地（粘土） 高

3 194 ｸﾞｱﾔﾗ ﾛｻﾘｵ・ﾃﾞﾙ・ﾔﾀ 1,860 90 167.4 200.9 6.98 100 2.2 3 23 26 台地河岸（礫） 高

4 189 ｸﾞｱﾔﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ 470 70 32.9 39.5 1.37 80 0.8 12 10 22 台地（礫） 高

5 164 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗｽ・ﾒﾙｾﾃﾞｽ 280 70 19.6 23.5 0.82 100 0.8 18 7 25 低地（砂） 高

6 123 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ 5,080 120 609.6 731.5 9.30 100 3.8 4 18 22 台地（粗礫） 高

7 9 ﾄﾘﾆﾀﾞ ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ 300 70 21.0 25.2 0.88 120 0.8 7 10 17 低地（砂） 高

8 37 ﾚｲｪｽ ｻﾝ・ﾎｾ 430 70 30.1 36.1 1.25 100 0.8 11 11 22 低地（砂） 高

9 180 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ 340 70 23.8 28.6 0.99 80 0.8 25 7 32 低地（砂） 高

10 246 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｷｨﾆ 100 50 5.0 6.0 0.21 150 0.8 22 3 25 低地（砂） 高

11 210 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾄｩﾐﾁｭｸｱ 540 90 48.6 58.3 2.03 80 1.8 26 7 33 台地（礫） 高

12 79 ｻﾝﾀ・ﾛｻ ﾋﾞｼﾞｬ・ﾌｧﾃｨﾏ 110 50 5.5 6.6 0.23 100 0.1 1 17 18 台地（砂） 高

13 35 ﾚｲｪｽ ｻﾝﾀ・ﾛｼｰﾀ・ｴﾙ・ｺｻｰﾙ 540 90 48.6 58.3 2.03 150 1.8 6 12 18 台地（礫） 高

14 187 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾁｭｴ・ﾗ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 1,470 90 132.3 158.8 5.51 100 2.7 13 15 28 台地河岸（礫） 高

15 249 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｯﾄｽ 170 50 8.5 10.2 0.35 100 0.2 10 13 23 台地（粗砂） 高

16 124 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｼｴﾃ・ｴｽｷｨｰﾅ 70 50 3.5 4.2 0.15 100 0.1 11 11 22 台地（砂） 高

17 231 ｴｷｻﾙﾀｼｵﾝ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ｲﾙﾔﾈｽ 70 50 3.5 4.2 0.15 150 0.1 6 16 22 台地（砂） 高

18 171 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗﾝﾁｮ・ｻﾝﾀ・ｸﾗﾗ 50 50 2.5 3.0 0.10 200 0.2 8 8 16 台地（粗砂） 高

19 80 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ﾋﾞｼﾞｬ･ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 280 70 19.6 23.5 0.82 100 0.8 7 7 14 山麓（砂） 高

20 61 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 140 50 7.0 8.4 0.29 200 0.8 12 5 17 山麓（砂） 高

21 139 ｻﾝ・ｱﾝﾄﾞﾚｽ ﾅﾗﾝﾋｰﾄｽ 410 70 28.7 34.4 1.20 110 0.8 9 12 21 低地（砂） 高

1 65 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ 6,460 120 775.2 930.2 6.00 55 4 11 6 17 丘陵河岸（礫） 高

2 125 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ﾛｰﾏ・ｱﾙﾀ 1,420 90 127.8 153.4 5.33 65 1.8 9 14 23 台地（礫） 高

3 20 ﾎﾞﾙﾍﾟﾌﾞﾗ ﾍﾞﾗｸﾙｽ 340 70 23.8 28.6 0.99 100 0.4 12 18 30 丘陵（細砂） 高

4 57 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ｸﾘﾁｮﾝ 390 70 27.3 32.8 1.14 60 0.4 15 12 27 丘陵（細砂） 高

5 99 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾋﾞｽﾀ・ｱﾚｸﾞﾚ 520 90 46.8 56.2 1.95 100 0.8 14 18 32 台地（礫） 高

6 129 ﾇｴﾊﾞ・ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ 540 90 48.6 58.3 2.03 100 0.8 15 19 34 台地（礫） 高

7 132 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ﾌｪ 750 90 67.5 81.0 2.81 60 0.8 13 15 28 台地（礫） 高

8 79 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾄﾚｽ・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ 190 50 9.5 11.4 0.40 60 0.1 16 17 33 台地（砂） 高

9 102 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 140 50 7.0 8.4 0.29 70 0.06 7 25 32 台地（粘土） 高

10 34 ｺﾋﾞﾊ ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ） 3,870 90 348.3 418.0 6.00 80 1.8 10 20 30 台地（礫） 高

11 55 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ ﾌﾛﾘﾀﾞ 220 70 15.4 18.5 0.64 60 0.2 8 14 22 丘陵（粗砂） 高

12 82 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴﾙ・ﾊﾟﾗｰﾙ 150 50 7.5 9.0 0.31 60 0.2 18 7 25 台地（砂） 高

13 85 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾄﾘﾆﾀﾞｼｰﾄ 320 70 22.4 26.9 0.93 60 0.2 5 20 25 台地（粗砂） 高

14 136 ｳﾏｲﾀ ｳﾏｲﾀ 260 70 18.2 21.8 0.76 60 0.2 6 17 23 丘陵（粗砂） 高

15 127 ﾋﾞｼﾞｬ・ﾇｴﾊﾞ ｻﾝﾀ・ｸﾙｼｰﾄ 460 70 32.2 38.6 1.34 60 0.4 13 15 28 台地（粗砂） 高

ベニ県

パンド県

 
 

（3）給水モデル 
開発調査で策定された給水モデルを、本計画で策定した給水計画にあわせ深井戸対象部分のみ

改定を行った。表3.2.11に改訂版の給水モデルおよびモデルごとの施設建設費を、図3.2.4、3.2.5

に施設概念図を示す。あわせて、本計画で策定した対象村落の給水計画諸元および給水モデルの

分類を表 3.2.12 に示す。なお計画揚水量に関しては、対象村落ごとの水理条件によって決定方法

が異なり、給水計画上の必要揚水量が想定される可能揚水量を下回る場合には必要揚水量を、上

回る場合には想定される可能揚水量を用いた。なお、給水計画上の必要揚水量が想定される可能

揚水量を上回る場合には 1 本の井戸だけでは必要揚水量を確保することはできないため、複数本

の井戸建設が必要となる。 

村落人口が 200 人未満のモデル A および F では太陽光を用いた給水システムを採用し、木製の

高架配水池へ貯蓄される。また、人口が 840 人以上の村落（モデル E）では、配水池容量が 1 池

では足りないことから、複数の配水池を建設する必要がある。また、既存配水管網がある場合に

は共同水栓ではなく管網へ接続を行う。本計画では、既存施設の位置関係に関する詳細調査は実

施していないことから、配水管長・管径に関しては両県側で測量等を実施し決定する必要がある。 
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P

井戸管理室
消毒施設

木製高架式
ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ製

5m3

共同水栓

太陽光
ﾓｼﾞｭｰﾙ

100m未満
あるいは

100m以上

 

図 3.2.4 A および F タイプの施設概念図 

P

井戸施設

井戸管理室
消毒施設

RC高架配水槽

10m3/

20m3/

30m3/

商用電源/
発電機

100m未満
あるいは
100m以上

共同水栓あるいは
各戸給水

 

図 3.2.5 B、C、D、E、G、および H タイプの施設概念図 
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表 3.2.11 改定版給水モデルと概算施設建設費 

No. 
井戸  

深度 
人口 施設概要 

施設建設費（×1,000Bs） 

合計 
県   

負担分

市   

負担分

A 

100m 

未満 

200 人未満
井戸+ｿｰﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ+木製高架

式配水池（5m3）+共同水栓（2） 
382.1 244.5 137.6

B 
200 人以上

360 人未満

井戸+水中ﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+発電機/商用電源+RC 製

高架式配水池（10m3）+共同水栓（2） 
609.3 286.5 322.8

C 
360 人以上

530 人未満

井戸+水中ﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+発電機/商用電源+RC 製

高架式配水池（20m3）+共同水栓（2） 
613.2 237.5 375.7

D 
530 人以上

840 人未満

井戸+水中ﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+発電機/商用電源+RC 製

高架式配水池（30m3）+共同水栓（2） 
745.5 237.5 508.0

E 840 人以上
井戸+水中ﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+発電機/商用電源+RC 製

高架式配水池（30m3×2 池）+共同水栓（2）/（各戸配管）
1,330.7 333.2 997.5

F 

100m
以上 

200 人未満
井戸+ｿｰﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ+木製高架

式配水池（5m3）+共同水栓（2） 
431.7 294.1 137.6

G 
200 人以上

360 人未満

井戸+水中ﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+発電機/商用電源+RC 製

高架式配水池（10m3）+共同水栓（2） 
553.9 231.1 322.8

H 
360 人以上

530 人未満

井戸+水中ﾎﾟﾝﾌﾟ+制御建屋+発電機/商用電源+RC 製

高架式配水池（20m3）+共同水栓（2） 
662.9 287.1 375.7
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（4）井戸施設の構造 

開発調査より、対象地域において推定される揚水量は 0.4～15.8L/sec である。また本地域は平

坦な地形で、地下水位も比較的浅いことから、高揚程のポンプは必要がないと想定される。これ

らの条件にあてはまる水中ポンプは 6 インチ挿入が可能であることから、本計画の井戸の仕上が

り口径は 6インチとする。 

表層の粘土層を挟む地層の掘削については張り出し、盤ぶくれなどを考慮して掘削径を 13-3/4

インチとするが、10m 以深に関しては、主に砂層が卓越すると考えられるため掘削径を 10-5/8 イ

ンチとし 2層構造を標準とする（図 3.2.6 井戸構造図 参照）。 

本調査対象村落以外の掘削深度に関しては、開発調査および本調査解析結果から、ベニ県およ

びパンド県における主要な帯水層は、基盤岩の上位に発達する砂層あるいは砂礫層であることが

確認され、ベニ県では基盤岩に至るまでの最大掘削深度 200m、パンド県では 100m であると推定

される。 

 

3.2.2.4 機材計画 

（1）井戸掘削機および掘削支援車両 

1）深井戸掘削機 

深井戸掘削機及び掘削ツールス類の仕様は、掘削工法、掘削深度、井戸構造によって決定さ

れる。 

① 掘削機種 

ベニ県およびパンド県における主な帯水層は、基盤岩の上位に発達する砂層あるいは砂礫

層であることから、「トップヘッドドライブ方式ロータリー掘削機」による正循環泥水掘削工

法を行う計画とする。また両県ともに対象地域は広域に分布しており、作業の効率性からト

ラック搭載型の掘削機とする。また、基盤岩に至るまでの最大掘削深度がベニ県で 200m、パ

ンド県で 100m であると推定されるため、掘削事故発生時への対応を考慮すると、ベニ県で

250m、パンド県で 150m までの掘削可能な能力が必要となる。 

② ロータリーヘッド 

掘削ツールスに対して掘削回転を与えるロータリーヘッドは、掘削事故対応時の掘削ツー

ルスの総重量から策定する。下記表 3.2.13 のとおりベニ県用では 68.6ｋN（7,000kgf）以上、

パンド県用では 47.9KN（5,000kgf）以上の能力が必要である。 
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表 3.2.13 250m および 150m 掘削時のツ-ルスの総重量 

③ ドローワークス 

ドロワークスはボーリングロッドや掘削ツールスを挿入・回収するための巻上げ（下げ）

装置であり、最大掘削深度に対する掘削ツールスの総重量から策定する。トラベリングブロ

ック（動滑車）を使用することで、シングルラインをセミダブルライン、ダブルラインにし

て吊り能力を増加させることが可能である。下記表 3.2.14 のとおり 200m で必要な掘削ツー

ルスの総重量は 6,000 kgf あることから、最大巻上げ能力はシングルで 29ｋN（3,000kgf）、

ダブルで 59ｋN（6,000kgf）とする。また、100m で必要な掘削ツールスの総重量は 4,000kgf あ

ることから、最大巻上げ能力はシングルで 20ｋN（2,000kgf）、ダブルで 39ｋN（4,000kgf）

とする。 

表 3.2.14 200m および 100m 掘削時のツ-ルスの総重量 

④ マッドポンプ 

マッドポンプは、孔内泥水を循環させるために用いられる。マッドポンプの吐出容量は、

アニュアランス部（掘削孔壁とドリルロッドの間）を流れる泥水流速に支配される。ベニ県・

パンド県ともに同じ掘削・ドリルロッド口径を用いるため、マッドポンプは同じ仕様となる。

掘削孔壁（D1）を 10-5/8”(269.9mm)、ドリルロッド口径（D2）を 4”（101.6mm）とした場

名称 仕様 個数(本)
1 本あたり

重量(kg)
総重量（Kg） 備考 

250m 掘削      
ドリルロッド 101.6mm×3m（2-7/8"IF） 78 54 4,212 234m 
ドリルカラ- 6-1/4"×3m（4IF） 5 374.1 1,950 15m 
スタビライザ- 10-5/8"×1m（4IF） 3 150 450 3m 

合 計       6,612（≒7,000） 252m 
150m 掘削      
ドリルロッド 101.6mm×3m（2-7/8"IF） 44 54 2,376 132m 
ドリルカラ- 6-1/4"×3m（4IF) 5 374.1 1,871 15m 
スタビライザ- 10-5/8"×1m（4IF） 3 150 450 3m 

合 計       4,697（≒5,000） 150m 

名称 仕様 個数(本)
1 本あたり

重量(kg)
総重量（Kg） 備考 

200m 掘削      
ドリルロッド 101.6mm×3m（2-7/8"IF） 61 54 3,294 183m 
ドリルカラ- 6-1/4"×3m（4IF） 5 374.1 1,950 15m 
スタビライザ- 10-5/8"×1m（4IF） 3 150 450 3m 

合 計       5,694（≒6,000） 201m 
100m 掘削      
ドリルロッド 101.6mm×3m（2-7/8"IF） 28 54 1,512 84m 
ドリルカラ- 6-1/4"×3m（4IF) 5 374.1 1,871 15m 
スタビライザ- 10-5/8"×1m（4IF） 3 150 450 3m 

合 計       3,833（≒4,000） 102m 
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合、アニュアランス部を通過する泥水量 Qmは以下の式で算出される。マッドポンプの吐出容

量は 600(L/min)以上が必要となる。 

 Qm＝A・Vm 

 A＝（D1：掘さく断面積）－（D2：ロッド外断面積） 

  ＝π･（D12 －D22）/4＝π・（0.2692―0.1012）/4 ＝0.0488(m2) 

  ここで泥水速度を 12m/min とする。 

 （一般に、排泥のための泥水流速は 12～24m/min とされている） 

 Qｍ＝0.0488(m2)×12(m/min)＝0.5856(m3/min)≒600(L/min) 

⑥ トラックエンジン 

掘削機の動力はトラックエンジンより PTO にて駆動される。掘削機に必要な出力は下記の

通りである。掘削機の各コンポーネントに必要となる最大出力は以下の通りである。最大必

要馬力は 100PS となるが、機械的伝達ロス、油圧変換効率を考慮し 20％程度、さらに、一時

的駆動の最大出力として 10％程度の余裕を見込む必要があることから、97.1kW(132PS)以上の

最大出力が必要となる。ただし、200m、100m 掘削機ともに車輌総重量が 12t 以上になると想

定されることから、エンジンの最大出力は 147kW（200PS）以上が選定される。 

【掘削機必要出力】 

・ドリルヘッドの回転 ：33kW (45PS) 

・プルダウン（給進）  ：7.4kW (10PS) 

・ドロワークス     ：26kW(35PS)・・・・・単独作業 

・サンドリール     ：26kW(35PS)・・・・・単独作業 

・泥水ポンプ      ：33kW (45PS) 

合計 ：73.4kW（100PS）（平行稼動の場合） 

【重量配分】 

・トラックシャーシー  ：5ｔ 

・掘削機搭載用ベース  ：2ｔ 

・掘削機    ：5ｔ 

合計 ：12t 

⑦ 掘削ビット 

掘削ビットは地盤を掘削するための歯先にあたる部分である。ベニ県・パンド県の地質は、

アンデス山脈からの砕物砂質物と粘土質が互層状に広がりを持って堆積しているため平坦な

地質構造である。基盤岩の上部に堆積する砂、砂礫、砂利等が主な地下水開発の対象となる。

表層の粘土層をウイングビットにより掘削し、それ以降トリコンビット（ツース型超軟質用

～中硬岩用）へ交換すること計画とする。掘削深度によっては基盤岩を掘削する必要性があ

ることから、チップインサート型（中硬岩用～硬岩用）のトリコンビットも予備的に調達す

る。 
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⑧ エアーコンプレッサー 

エアーコンプレッサーは掘削完了後の井戸洗浄で用いられ、必要吐出空気量および圧力は

次の式で算出される。動水位、エアパイプ設置深度、揚水量等によって仕様が決まるが、井

戸毎にその値は異なる。代表値として、動水位を 40m、エアパイプ設置深度を 100m と仮定し

た場合（動水位を 40m のときサブマージェンスは 60％程度が適切とされている）、空気量

2.0m3/min のコンプレッサーを用いると 8.0L/sec の揚水量を得られる計算となる。本対象村

落の計画揚水量のうち、8.0L/sec 未満の村落が 90％以上を占めることから、コンプレッサー

の空気量は 2.0m3/min 以上の仕様とする。必要吐出圧力は、対象地域の動水位によって決定

される。調査対象村落の推定動水位の最大値は約 35m であるが、対象地域以外の村落へも対

応することを考慮し 2 倍程度の動水位を見込み、0.98Mpa（10.0kgf/cm2）以上とするのが妥

当である。 

 

【吐出空気量】 

34
34sH

CLog

HV      
HsH

Hs
：サブマージェンス（浸水率：％） 

  ここに、 

V :送気量・・・1 ガロンの揚水に必要な量（ft3/min） 

H :揚程・・・動水位（ft） 

Hs :浸水の深さ・・・エアパイプ設置深度－動水位（ft） 

C :定数・・・サブマージェンスによって異なる 

サブマージェンス（％） 70 65 60 55 50 

C 値  322 306 285 262 238 

 

【吐出圧力】 

10
HsV ＋（0.2～0.5）  

起動時に圧力が高くなるため、1.5～2.0kg/cm2の余裕が必要となる 

表 3.2.15  掘削関連機材の仕様（ベニ県） 

井戸掘削機 

掘削機種 車輌搭載型ﾄｯﾌﾟﾍｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ方式ﾛｰﾀﾘｰ掘削機 
掲載機器 ﾛｰﾀﾘｰﾍｯﾄﾞ、ﾄﾞﾛｰﾜｰｸｽ、ｻﾝﾄﾞﾘｰﾙ、泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾏｽﾄ等 
掘削能力 4”ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ 掘削径 10-5/8”で 250m まで 
駆動形式 
ｴﾝｼﾞﾝ出力 

ﾄﾗｯｸｴﾝｼﾞﾝ PTO(Power-Take-Off) 
147kw （200 PS）以上 

車輪駆動形式 4×4 （全輪駆動） 

掘削用ﾂｰﾙｽ 

掘削径 13-3/8”、10-5/8” 
ｹｰｼﾝｸﾞ口径 12”、6”（本管） 
ﾂｰﾙｽ内容 掘削機付属ﾂｰﾙｽ 200m まで、ｴｱｰﾘﾌﾄ用ﾂｰﾙｽ、昇降ﾂｰﾙｽ、事故回復ﾂｰ

ﾙｽ、掘削用消耗品、付帯作業用ﾂｰﾙｽ、整備用工具、通信用無線器等 

ｴｱｰ 
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 

吐出空気量/圧 2.0m3/min、0.95Mpa（10.0kgf/cm2） 
形式 ﾎﾞｯｸｽﾀｲﾌﾟ 

3-34



 

 

表 3.2.16  掘削関連機材の仕様（パンド県） 

井戸掘削機 

掘削機種 車輌搭載型ﾄｯﾌﾟﾍｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ方式ﾛｰﾀﾘｰ掘削機 
掲載機器 ﾛｰﾀﾘｰﾍｯﾄﾞ、ﾄﾞﾛｰﾜｰｸｽ、ｻﾝﾄﾞﾘｰﾙ、泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾏｽﾄ等 
掘削能力 4”ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ 掘削径 10-5/8”で 150m まで 
駆動形式 
ｴﾝｼﾞﾝ出力 

ﾄﾗｯｸｴﾝｼﾞﾝ PTO(Power-Take-Off) 
147kw （200 PS）以上 

車輪駆動形式 4×4 （全輪駆動） 

掘削用ﾂｰﾙｽ 

掘削径 13-3/8”、10-5/8” 
ｹｰｼﾝｸﾞ口径 12”、6”（本管） 
ﾂｰﾙｽ内容 掘削機付属ﾂｰﾙｽ 100m まで、ｴｱｰﾘﾌﾄ用ﾂｰﾙｽ、昇降ﾂｰﾙｽ、事故回復ﾂｰ

ﾙｽ、掘削用消耗品、付帯作業用ﾂｰﾙｽ、整備用工具、通信用無線器等 

ｴｱｰ 
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 

吐出空気量/圧 2.0m3/min、0.95Mpa（10.0kgf/cm2） 
形式 ﾎﾞｯｸｽﾀｲﾌﾟ 

 

 

2) 支援車両 

① クレーン付きトラック 

掘削作業の運搬および重量物である掘削ツールス類の積込・積降にクレーンが必要となる。

また、試験用、設置用水中ポンプ・発電機の運搬のほか、設置作業においても使用される。

単体の重量ではエアーコンプレッサーの約 2,000kg が最大となるため、吊上げ荷重が 28kN

（2,900kgf）以上のクレーンを選定する。荷台の長さは、掘削ツールス類が最大 3m、ケーシ

ングが 4mとなることから、4.5m 以上の荷台長が必要となる。 

② 給水車 

井戸の掘削孔径が 10-5/8”(269.9mm)、掘削深度が 200m の場合に、泥水ピット（沈澱、サ

クション、ディッチ・ライン）、予備水槽合わせて約 55m3の工事用水を現場に準備する必要が

ある。流通している水タンク車は 4m3、6m3と 8m3容量の 3種類があるが、本プロジェクトで使

用される 4×4 駆動型のトラックを採用した場合には、8m3を積載する能力がないことから、

6m3容量のものを選定する。 

・ 泥水ピット容量＝掘削口径（π･（D2）/4）×最終掘削深度×（1.5～3 倍）≒34m3 

・ 孔内泥水容量＝掘削口径（π･（D2）/4）×最終掘削深度 ≒11m3 

・ 予備水槽＝10m3 

・ 合計 55m3 

③ 小型車両 

両県が実施する「水供給 5 ヵ年計画」には、調査用車両と工事支援車両、管理車両が最低

限必要となる。工事運搬用車両はクレーン付きトラックと平行して掘削ツールス類の運搬を

補助し、計画的な工事現場への資機材搬入を担当するとともに、作業員十数名の移動に活用

される。調査用車両は井戸位置を確定するための物理探査、ケーシングプログラムを決定す

るための孔内検層作業、揚水試験などの自然・水理調査全般を担当する。管理用車両はイン

ベントリー調査、モニタリング、CAPyS 形成時の市役所・村落との協議時等に活用される。各
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車輌の仕様は 1台 4名以上での移動を考慮し、ダブルキャビンで悪路走行が可能な 4×4全輪

駆動型とする。 

表 3.2.17 支援車輌の仕様（ベニ県・パンド県共通） 

ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 

ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ・ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ等の重量物や井戸用ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ･ｽｸﾘｰﾝの運搬、積み降ろしに使用さ

れるほか、ﾋﾞｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ、事故回復用具、組み立て水槽、ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝﾁ等作業用工具､ｴｱﾘﾌﾄ装

置、調泥剤、ｾﾒﾝﾄ、ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾊﾟｯｷﾝ用ｸﾞﾗﾍﾞﾙ等の運搬。また掘削後の揚水試験用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、

発電機、更に据付給水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟの運搬など多種多様の資機材運搬に使用する。 
駆動方式 4×4 全輪駆動型 
ｴﾝｼﾞﾝ出力 147kw （200 PS）以上 
車輌総重量 12,000kg 以上 
荷台長 4.3m 以上（普通用） 
吊上げ荷重 28kN（2,900kgf）以上 

給水車 

掘削作業中に多量の水を必要とするため、水ﾀﾝｸ車で輸送を行なう。掘削準備中に調泥を行

いﾋﾟｯﾄ中に泥水を準備する。掘削が開始となれば孔が深まるにつれ泥水の補給が必要であ

り、また地層によっては逸泥が考えることから、水ﾀﾝｸ車での運搬が頻繁となる。 
駆動方式 4×4 全輪駆動型 
ｴﾝｼﾞﾝ出力 147kw （200 PS）以上 
ﾀﾝｸ容量 6.0m3 以上 

工事運搬用車輌 

掘削機の附属品、ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ・ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ昇降用附属品､泥水循環用ﾎｰｽ類、ﾏｯﾄﾞﾐｷｻ-、ﾊﾟｲ

ﾌﾟ接続用ｻﾌﾞ、ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ、ﾋﾞｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ、事故回復用具、組み立て水槽、ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝﾁ等作業用工

具､ｴｱﾘﾌﾄ関連機器、ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ、調泥剤、ｾﾒﾝﾄ、ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾊﾟｯｷﾝ用ｸﾞﾗﾍﾞﾙ等の運搬。掘削担当車

として掘削機と行動を共にし、消耗品、作業用品、緊急に入用とする部品等の輸送、現場と事

務所との連絡、緊急時の対応、掘削作業員の移動に使用される。 
駆動方式 4×4 全輪駆動型 
形式 ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ･ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 
ｴﾝｼﾞﾝ出力 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ、110kW（150HP）以上 

調査用車輌 

揚水試験車として掘削終了後の揚水試験や、孔内検層に使用される機材及びその作業員の

輸送に使われる為、掘削担当車輌とは別行動となる。物理探査用にも使用され、試験・調査関

連業務を担当する。 
駆動方式 4×4 全輪駆動型 
形式 ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ･ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 
ｴﾝｼﾞﾝ出力 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ、110kW（150HP）以上 

管理用車輌 

村落開発、衛生教育などの啓蒙活動及び水質試験のためのｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞの採取、補修、指導や

現場と事務所との連絡、緊急時の対応等に使用する。 
駆動方式 4×4 全輪駆動型 
形式 ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾝ･ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 
ｴﾝｼﾞﾝ出力 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ、110kW（150HP）以上 
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（2）試験及び計測用機器（地下水調査用機材） 

① 電気探査装置 

本対象地域は、堆積層が卓越した水平構造が主体であることや作業の簡易性を考慮し、比

抵抗法垂直電気探査法を選定する。調査対象深度は、データの精度を高めるため 300m まで測

定可能な機材とする。 

② 孔内検層器 

井戸の揚水量を高めるためには高精度の調査が必要となるため、孔内検層器は複数の項目

が測定できる必要がある。測定深度はベニ県が最大掘削深度である 200m、パンド県は 100m

までとする。また、測定直後にケーシングプログラミングを策定する必要性から、現場で分

析可能な形式とする。 

③ 簡易水質分析器 

簡易型水質分析器は、「ボ」国および「WHO」水質基準にもとづいて井戸水が飲用に適して

いることを判断できる分析項目とする。あわせて分析準備、分析精度を高めるための機材の

調達を行う。試薬の数量に関しては、掘削する井戸だけでなく県側で今後実施する事前調査

や継続したモニタリングなども考慮し、100 検体程度が測定可能なものとする。 

④ 揚水試験用機器 

対象地域全域における井戸水理定数および適正揚水量を調査するための水中ポンプであり、

測定精度を保つために高揚程低揚水量型、低揚程高揚水量型の2種類のポンプが必要となる。

揚程は掘削深度および動水位、吐出量は計画揚水量を基準に、全ての井戸において対応でき

る仕様を設定した。 

表 3.2.18 試験および計測用機器の仕様（ベニ県・パンド県共通） 

電気探査器 

大地の電気的物性の違いから地質構造を推定して、地下水開発の可能性の判断及び井戸掘

削地点の位置を選定する。現場では地中に人工的に電流を流し、測定された電位から地層の

比抵抗・層厚を算出する。 
探査方法 比抵抗法垂直探査 
探査深度 ﾍﾞﾆ県、ﾊﾟﾝﾄﾞ県 300m 
付属品 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ、1D・2D 解析ｿﾌﾄ、GPS、通信機器 

孔内検層器 

孔内の帯水層の分布状況を把握し､ｽｸﾘｰﾝの設置位置を決定するに使用する。予定深度まで

の掘削終了後、孔内地層の物理的性質を深度方向に連続して測定する｡ 
検層項目 比抵抗（ｼｮｰﾄ、ﾛﾝｸﾞ）､自然電位､自然放射能、電気伝導度、温度 
検層深度 ﾍﾞﾆ県 200m、ﾊﾟﾝﾄﾞ県 100ｍ 
付属品 連動式ｳｲﾝﾁ 

簡易水質分析器 

井戸水が飲用に適していることを判断するための分析器である。「ボ」国および「WHO」水質基

準にもとづいた分析項目とする。試薬は 100 検体分とする。 

分析項目 

温度､pH､色度､電気伝導度､濁度､ｱﾙｶﾘ度､硬度､TDS､鉄､銅､鉛､ﾏｸﾞﾈｼ

ｳﾑ､ｶﾄﾞﾐｳﾑ､水銀､ｾﾚﾝ､六価ｸﾛﾑ､ｼｱﾝ､遊離炭酸､ｱﾙﾐﾆｳﾑ､ｶﾘｳﾑ､溶存

酸素､一般細菌､大腸菌､ﾌｯ素､硝酸性窒素､亜硝酸性窒素､ﾋ素､ﾏﾝｶﾞﾝ､

ｶﾙｼｳﾑ､塩素ｲｵﾝ､硫酸ｲｵﾝ､ｱﾝﾓﾆｱ性窒素､ﾅﾄﾘｳﾑ､ｶﾘｳﾑ､ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

付属品 
加熱器､蒸発皿､天秤､標準寒天培地､ｲﾝｷｭｰﾍﾞﾀｰ､感熱滅菌装置､ﾌﾗｽ

ｺ･ﾋﾞｰｶｰ等、 
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揚水試験用機器 

掘削完了後、井戸の適正揚水量を決定するための調査機器である。水中ﾎﾟﾝﾌﾟにより段階揚水

試験､連続揚水試験､水位回復試験を実施する。 

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 

【ベニ県】 
・揚程 150m、吐出量 120L/min、7.5Kw、220V、 AC60Hz、三相 以上 
・揚程 60m、吐出量 480L/min、7.5Kw、220V、AC60Hz、三相 以上 
【パンド県】 
・揚程 80m、吐出量 120L/min、3.7Kw、220V、AC60Hz、三相 以上 
・揚程 45m、吐出量 480L/min、5.5Kw、220V、AC60Hz、三相 以上 

発電機 

【ベニ県】 

・AC60Hz、三相、220V、25kVA 以上  

【パンド県】 

・AC60Hz、三相、220V、25kVA 以上  

付属品 制御盤、揚水管、地上配管、水位測定器、電磁流量計、作業用ﾂｰﾙｽ類

 

（3）井戸資材 

① ケーシング・スクリーン・アクセサリー 

ケーシング、スクリーンの口径は井戸構造に合わせの 6 インチ（ブラジル工業規格）とす

る。材質は、近年「ボ」国でも流通し確保できるようになったポリ塩化ビニル管を用いる。

ポリ塩化ビニル管は、強度面から深度 150m まで対応可能な通常版と、300m へ対応可能な強化

版の 2 種類が選定可能である。このため計画深度が 150m 以上の井戸に関しては 300m の強化

版を選定する。本スクリーンはスリット型で開孔率が約 8％と、巻き線型スクリーン（約 20％）

と比較してかなり低いため、数量は井戸深度の 40％分を採用する。 

② ベントナイト・充填砂利 

ベントナイトに関しては、現地で調達可能な API 規格による 200 メッシュのものとなる。

充填砂利は、スクリーンの開孔幅が 0.75mm であることや、対象地域が粘土分の多い地質であ

ることからφ2～8mm とする。 

③ 水中ポンプ・発電機・ソーラーパネル 

水中ポンプは、自然状況調査結果から各地点における計画揚水量および動水位を策定し、

配水池まで揚水することとして仕様を決定した。電化されている村落では商用電源を、未電

化村落においては太陽光システムを優先して選定した。ただし、維持管理・盗難等を考慮し、

ソーラーパネルが 13 枚（80W/枚）以上となる村落に関しては発電機を採用した。このため水

中ポンプの仕様も、AC モーター、DCモーター、三相、単相、220V、380V の組合せとなり多種

にわたる。 

水中ポンプの全揚程、発電機出力、ソーラパネルの枚数は次式にして求められる。 

【水中ポンプの全揚程】 

H（全揚程）=A+B+C  

ここに、 

 A：揚水管路の長さ（摩擦損失水頭含む） 

 B：配水池（標高）－井戸位置（標高） 

 C：井戸位置から配水池間に埋設される管路摩擦損失水頭 
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管路摩擦損失水頭についてはヘーズン・ウイリアム公式を使用し算定した。 

H=10.666＊C-1.85＊D-4.87＊Q1.85＊L   

ここに、 

 H：摩擦損失水頭(m)  

 C：流速係数（110 を使用）  

 D：管内径(m) Q：送水量（m3/sec） L：管路延長(m) 

【発電機】 

PG= {Xd(1-ΔV)/ΔV} × Pm × β × C  

ここに、 

 PG : 発電機出力（kVA） 

  ΔV : 瞬時電圧降下率(0.30) 

 Xd : 発電機の過渡リアクタンス(0.21)  

 Pm : モータの出力(kw) 

 β : モータの 1kW 当たりの始動入力(kVA) (8.0) 

 C : 始動方式による係数（直入始動 1.0、Y-Δ始動 0.67）   とする。  

 

【ソーラーパネル（モジュール）】 

ソーラーパネルを利用した水中ポンプの揚水量は、ソーラーパネルが受ける日射量に比

例し変化するため、様々な要素が関係してくる。また、水中ポンプのポンプ効率、ソーラ

ーモジュールの変換効率も各メーカーで性能が異なるため、実際の仕様の決定にあたって

は該当する村落の日最大給水量と製品の組合せに応じトライアンドエラーで算定するこ

ととなる。 

主な仕様決定要素は次のとおりである。 

・対象村落の緯度経度に応じた月ごとの日射量 

・ソーラーパネルの傾斜角 

・最も日射量が少ない月の日最大給水量が揚水可能な一日あたり総電力量 

 

ここでは、日最大給水量を 5 時間運転で揚水すると仮定することで上記要素を排除し、

ソーラーパネルの枚数の目安を算出した。 

・「ボ」国の緯度を S14 としたときの太陽光に垂直な単位面積あたり日射量を 

1.251ｋW/m2とする 

・総合設計係数は 0.60 と仮定する。 

・水中ポンプの必要発電量はカタログ値を用いる。 
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表 3.2.19 太陽電池モジュール必要枚数の目安 

No. 市名 村落名

日最大
給水量

(m3)

全揚程
(m)

5時運転

(m3/min)

5時運転時

揚水量

(m3/ｈ)

ﾎﾟﾝﾌﾟ
軸動力
（ｋW)

必要発電量
（5時間運転）

（ｋW)

傾斜面日射量
（5時間運転）

（kW/m2/日）

ｱﾚｲ出力
K=0.6

ﾓｼﾞｭｰﾙ

枚数
80W（枚）

ﾓｼﾞｭｰﾙ

枚数
60W（枚）

緯度 経度

1 ｸﾞｱﾔﾗ ｶﾄﾙｾ・ﾃﾞ・ｾﾌﾟﾃｨｴﾝﾌﾞﾚ 10.2 39.2 0.034 2.04 0.450 2.250 6.255 0.600 8 10 S11.03 W65.32
2 ﾘﾍﾞﾗﾙﾀ ﾌﾞｴﾅ・ﾋﾞｽﾀ 4.2 41.0 0.014 0.84 0.250 1.250 6.255 0.333 5 6 S10.85 W65.81

10 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｷｨﾆ 6.0 41.2 0.02 1.2 0.300 1.500 6.255 0.400 5 7 S14.3 W65.59
12 ｻﾝﾀ・ﾛｻ ﾋﾞｼﾞｬ・ﾌｧﾃｨﾏ 6.6 34.1 0.022 1.32 0.275 1.375 6.255 0.366 5 7 S13.92 W66.77
15 ｻﾝﾀ・ｱﾅ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾏｯﾄｽ 10.2 39.3 0.034 2.04 0.450 2.250 6.255 0.600 8 10 S14.73 W66.08
16 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ ｼｴﾃ・ｴｽｷｨｰﾅ 4.2 38.1 0.014 0.84 0.225 1.125 6.255 0.300 4 5 S12.75 W64.77
17 ｴｷｻﾙﾀｼｵﾝ ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞﾙ・ｲﾙﾔﾈｽ 4.2 38.1 0.014 0.84 0.225 1.125 6.255 0.300 4 5 S13.4 W65.6
18 ｻﾝ・ｲｸﾞﾅｼｵ ﾗﾝﾁｮ・ｻﾝﾀ・ｸﾗﾗ 3.0 32.1 0.01 0.6 0.150 0.750 6.255 0.200 3 4 S15.18 W65.73
20 ｻﾝ・ﾎﾞﾙﾊ ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ 8.4 33.4 0.028 1.68 0.325 1.625 6.255 0.433 6 8 S14.94 W66.73

8 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ﾄﾚｽ・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ 11.4 49.2 0.038 2.28 0.625 3.125 6.255 0.833 11 14 S11.24 W67.44
9 ｻﾝ・ﾛﾚﾝｿ ﾛﾚﾄ 8.4 48.1 0.028 1.68 0.450 2.250 6.255 0.600 8 10 S11.3 W66.85

12 ｻﾝ・ﾍﾟﾄﾞﾛ ｴﾙ・ﾊﾟﾗｰﾙ 9.0 41.1 0.03 1.8 0.450 2.250 6.255 0.600 8 10 S10.84 W66.23  

表 3.2.20 井戸資材の仕様（ベニ県・パンド県共通） 

ｹ-ｼﾝｸﾞ 

井戸用掘削孔保護に使用する。 

仕様 
・ポリ塩化ビニル（PVC）標準タイプ（管厚 7.5mm）、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ工業規格 
・ポリ塩化ビニル（PVC）強化タイプ（管厚 9.5mm）、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ工業規格 
・6 ｲﾝﾁ、ﾈｼﾞ加工 

付属品 ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ、ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｸﾞ、井戸蓋 

ｽｸﾘｰﾝ 

掘削孔の帯水層に位置する場所に設置し、地下水を孔内に導く為に用いる。 

仕様 
・ポリ塩化ビニル（PVC）標準タイプ（管厚 7.5mm）、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ工業規格 
・ポリ塩化ビニル（PVC）強化タイプ（管厚 9.5mm）、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ工業規格 
・6 ｲﾝﾁ、ｽﾘｯﾄ 0.75mm、ﾈｼﾞ加工 

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・調泥剤 
井戸掘削の泥水剤および粘性調整剤として使用される。 

仕様 
・200 メッシュ、API-13A あるいは同等品（ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ） 
・粘度 400～500mpa-s、pH7.5±1（調泥剤） 

充填砂利 
掘削壁とｹｰｼﾝｸﾞ間に補填され、地下水の流れを井戸孔内に誘導するとともに、地下水中の粒

子をろ過する役割を持つ。 
仕様 丸みを帯びた石英質砂、φ2～8mm 

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 

井戸孔内に設置し、地下水を配水池まで送水する。 

仕様

・商用三相式：50Hz、380V、0.75～7.5kW ベニ県 4 台、パンド県 4 台

・商用単相式：50Hz、220V、0.7～1.68kW ベニ県 2 台、パンド県 0 台

・ｿｰﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ式： 
1.4kW、ﾓｼﾞｭｰﾙ枚数 4～12 枚（80W） ベニ県 9 台、パンド県 3 台

・発電機三相式： 
50Hz、380V、0.75～5.5kW   ベニ県 5 台、パンド県 8 台

付属品 
揚水管、地上配管（口元まで）、制御盤（渇水制御、配水池水位制御、ﾀ

ｲﾏｰ）、制御用ｹｰﾌﾞﾙ/ｾﾝｻｰ 

発電機 
水中ﾎﾟﾝﾌﾟの動力源として使用される。 
仕様 50Hz、三相、AC380V、3.0～14.7kVA  ベニ県 5 台、パンド県 8 台
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3.2.3 概略設計図 

本計画によって「ボ」国側で建設される標準井戸構造、給水施設にかかる概略設計図は以下の

とおりである。 

・ 標準井戸構造図（図 3.2.6） 

・ 標準井戸配置および井戸元配管図（図 3.2.7） 

・ 制御建屋（図 3.2.8） 

・ 木製高架式配水池（図 3.2.9） 

・ RC 製高架式配水池（図 3.2.610） 

・ 共同水栓（図 3.2.11） 
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図3.2.6 標準井戸構造図
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3.2.4 調達計画 

3.2.4.1 調達方針 

（1）プロジェクト実施体制 

本プロジェクトは、「ボ」国政府および日本国政府間で調印される事業実施に関する交換公文

（E/N）によって実施される。E/N に引き続き JICA と「ボ」国政府との間で贈与契約（G/A）が締

結される。G/A には支払条件、被援助国の責務、調達条件といった、当該プロジェクトの実施に

必要とされる条項が定められている。「ボ」国側の実施体制は、主管官庁である環境・水資源省

上水道・基礎衛生次官室が本プロジェクトの全業務を監理・監督し、プロジェクトの実施をベニ

県およびパンド県それぞれの UNASBVI が担当することとなる。両県 UNASBVI は本プロジェクト実

施に不可欠な対象となる市役所および村落に対する協力・支援体制を築き、これらを監督する立

場となる。 

環境・水資源省は、本プロジェクトの実施に際して入札図書の作成、入札業務の代行、資機材

調達監理、およびソフトコンポーネントによる技術指導といったサービスを受けるために、本邦

のコンサルタントとコンサルティング契約を締結する。なお、コンサルタントは、プロジェクト

の実施・進捗状況を定期的に JICA に報告する義務を有す。同様に、環境・水資源省は、入札によ

って選定された本邦の調達業者と、機材の調達、輸送・搬入、初期指導、および井戸掘削にかか

る技術指導を受けるための請負契約を締結することとなる。 

また一部の技術指導分野に対しては、ASVI による技術協力も得られる体制とし、無償資金協力

と相互協力のもとプログラム・アプローチ型によって本プロジェクトが実施される。 

日本国政府

JICA

交換公文（E/N) ボリビア国政府
（環境・水資源省）

ベニ県・パンド県
UNASBVI

コンサルタント契約

本邦業者コンサルタント

・入札図書作成
・入札代行業務

・ソフコン方式による技術支援

・機材調達

調達請負契約

調達監理

報　　告

報

告

贈与契約（G/A)

・調達監理
・機材輸送・搬入
・技術指導

生命の水プロジェクト

・技術指導

技術協力

市役所UTIM

事業実施・
技術支援

報告

無償資金協力

「水供給5ヵ年計画」

水衛生委員会（CAPｙS)

報告
事業実施・
技術支援

 

図 3.2.12  事業実施体制 
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（2）調達方針 

① 技術水準、維持管理状況等の現地調査結果を踏まえ、現地生産品、第三国製品及び日本製

品から「ボ」国にとって最も有利な製品を選択する。 

② 機材選定にあたっては、アフターサービスやスペアパーツ入手の容易性を考慮するととも

に、過去「ボ」国内で実施された案件との整合性を考慮した機材調達計画とする。 

③ 現地調達品の選定にあたっては、選定機材の品質を確保するため、適切な規格によって製

造された製品・仕様を選定する。 

④ 資機材の輸送にあたっては、安全性および確実性を最優先させることで E/N 期限内にプロ

ジェクトが完了できるよう配慮する。 

 
3.2.4.2 調達上の留意事項 

① 道路環境が悪いベニ県、パンド県への機材輸送は非常に困難で、複数の搬入ルートがある

ものの、安全性、確実性を考えるとサンタクルス経由とならざるを得ない。この場合、国

内輸送にかかる日数は、ベニ県トリニダ市で 7 日間、パンド県コビハ市で 15 日程度が必要

となる。さらに雨期におけるパンド県への搬送には陸送が不可能となり、途中船舶を用い

ることになる。このため「ボ」国内輸送工程の設定に注意が必要となるほか、適切な輸送

管理が重要となる。 

② トリニダ市、コビハ市ともに荷卸をするためのフォークリフトの入手が難しいため、サン

タクルスから月単位でのレンタルを考慮する必要がある。 

③ 技術移転は OJT を通じて実施されることから、村落へのアクセスによって雨期（11 月～4

月）の影響を受ける。このため場合によっては、前工程である実施設計期間および調達期

間におけるフリー・フロートがゼロとなるため、工程管理を適切に実施する必要がある。 

 
3.2.4.3 調達区分 

本プロジェクトにおける両国の負担区分は表 3.2.22 のとおりとなる。日本側では機材調達を実

施するほか、「ボ」国側が実施する両県 5 村落分の井戸掘削に対して OJT 形式による技術指導を

実施する。このため、「ボ」国側は機材調達にかかる諸手続きを実施するほか、この OJT 形式に

よる技術指導が適切に実施できるよう、負担区分表に記された項目を遵守する必要がある。 

調達された機材以外の給水施設建設にかかる必要資機材は、「ボ」国側の負担となるほか、指

導期間に発生した事故・災害等に関しては、全て「ボ」国側の責任となる。またカウンターパー

トの宿泊日当、安全管理装備等に関して「ボ」国側が用意することが不可欠である。 
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表 3.2.22 資機材調達および技術指導の負担区分 

１．　機材調達関連
項目 日本側（無償） 「ボ」国側

1 井戸掘削機材 ○
2 井戸掘削用ツールス類 ○
3 上記スペアパーツ（2年分程度） ○
4 支援車両 ○
5 揚水試験用機材 ○
6 調査機器 ○
7 資機材の保管場所までの輸送 ○
8 輸入手続、免税・還付手続き等 ○
9 機材、スペアパーツの保管場所の確保と整備 ○
10 ワークショップの確保と整備 ○
11 機材管理者、整備工の確保 ○
12 機材管理者、整備工への技術支援 ○（技術支援）
13 日本側調達機材以外に発生する全ての機材 ○
14 主要機材にかかる損害保険への加入 ○  

２．　井戸工事用建設資材（ベニ県20村落、パンド県15村落）
項目 日本側 「ボ」国側

1 ケーシング ○
2 スクリーン ○
3 揚水用ポンプ（含揚水管、配電盤）、発電機 ○
4 掘削ビット ○
5 ベントナイト、その他の調泥材 ○（指導分） ○
6 調達資材の県の保管場所までの輸送 ○
7 調達資材にかかる税金の還付 ○
8 充填砂利 ○（指導分） ○
9 燃料、オイル ○
10 グラウチング用セメント ○
11 塩素滅菌器 ○
12 浄水処理器（鉄・マンガン） ○
13 日本側調達資材以外に発生する全ての資材 ○  

３．　給水施設建設および運営・維持管理（技術移転対象村落）
項目 日本側 「ボ」国側

1 井戸建設（井戸掘削～揚水試験実施まで） ○（技術支援） ○
2 制御建屋の建設/塩素滅菌器の設置 ○
3 浄水処理器（鉄・マンガン）の設置 ○（技術支援） ○
4 揚水ポンプ、配電盤の設置 ○（技術支援） ○
5 井戸元－配水池までの導水管の設置 ○
6 井戸－既存施設の接続 ○
7 配水池－共同水栓/各戸配管施設の設置 ○
8 太陽光/発電機の設置 ○（技術支援） ○
9 商用電源の確保、トランスの設置 ○

10 運転･維持管理* ○（技術支援） ○

11 モニタリングおよび改善指導* ○（技術支援） ○

12 住民への衛生教育、啓蒙活動* ○（技術支援） ○

13 生産性向上活動の実施* ○
*：生命の水プロジェクトによる指導  

4．　調査・手続き・その他の管理（技術移転対象村落）
項目 日本側 「ボ」国側

1 日本人技術者の派遣 ○
2 必要予算の確保 ○
3 適切な要員の確保 ○
4 要員の残業、宿泊・日当等の負担 ○
5 必要な消耗品（燃料・資材）の確保 ○
6 安全対策（ヘルメット、作業靴等）の実施 ○
7 井戸建設用地・アクセスの確保 ○
8 工事手続き、環境ライセンスの取得 ○
9 施工計画・管理、品質管理、安全管理 ○（技術支援） ○
10 現地調査（地下水調査）の実施 ○（技術支援） ○
11 村落水委員会の形成 ○（技術支援） ○
12 県－市－村落との調整・合意の形成 ○（技術支援） ○
13 建設された全ての施設の瑕疵責任 ○
14 期間中に発生した従事者、第三者の傷害に対する責任 ○  
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3.2.4.4 調達監理計画 

（1）調達監理の基本方針・留意点 

入札から輸送、納品まで資機材調達が円滑に遂行されるよう、コンサルタントは以下の事項に

留意し調達監理を行う。 

① 「ボ」国と日本国政府間で締結される交換公文（E/N）の内容を遵守する。 

② 公正な入札が実施されるよう、適格な入札図書作成を立案する。 

③ 製造、輸送、通関、荷受等の一連の調達工程が遵守されるよう、適切な監理を行う。 

④ 機材仕様を満たした製品が適切に調達されるよう、製品工程の監理や製品立会検査を実施

する。 

⑤ 「ボ」国側の責任業務である、機材輸入に伴う通関や免税措置等の手続きを確認し、円滑

な業務実施を実現する。 

⑥ 調達業者が実施する据付工事（技術指導）が適切に実施されているか監理を行うほか、掘

削工事（OJT）が遅延なく実施されるよう支援・指導を行う。 

 

（2）コンサルタントの主な業務内容 

本プロジェクトにおいて各段階に実施されるコンサルタントの主な業務内容を以下に示す。 

表 3.2.23 各段階におけるコンサルタントの主な業務内容 

段階 主な業務内容 

実施設計 

 調達機材の仕様、数量、事業費の見直し 

 入札図書の作成 

 入札業務の代行、入札結果評価 

 業者契約締結に対する補助業務 

調達監理 

 製作図の検査、承認 

 機材製作・輸送工程監理 

 資機材出荷前性能検査 

 船積み前検査（品目、数量） 

 引渡前員数検査 

 支払承認協力業務 

 据付工事（運用指導）監理 

 
3.2.4.5 品質管理計画 

調達機材の品質管理は、①機材製作図の確認、および②出荷前検査を通じて確認する。出荷前

の立会い検査では、性能検査、作動検査、外観検査によって製品の品質が確保されているか確認

するほか、メーカーが独自に実施している各種品質管理書類等をもって確認を行う。また、引渡

し前には員数検査、作動検査、外観検査を実施し、納入品目に欠損がないことや、製品に異常が

ないことを確認する。 

調達機材の品質保証期間は、基本的に機材引渡し後 1 年間とするが、メーカー発行の保証書が

ある機材はいずれか長い期間を保証期間とする。また、適切で事故のない使用方法や定期点検の
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方法を理解するため、取扱説明書や保守マニュアル等を整備するとともに、事故・故障時のメー

カーによる対応や、消耗品等の供給が容易に行えるよう適切なアフターサービス体制も確立する。 

 

3.2.4.6 資機材等調達計画 

資機材調達にあたっては、本邦に加え、現地、第三国調達の可能性を調査し、あわせてスペア

パーツの流通体制、アフターサービス体制等から適切な調達先（国）を選定する。また、「第 1

～3 次地方地下水開発計画」や現在活動が実施されている ASVI との整合性も考慮して資機材調達

計画を策定する。調達資機材の調達国一覧を表 3.2.24 に示す。 

（1）井戸掘削機および支援車輌 

井戸掘削機、掘削ツールス類および支援車輌に関しては、現地で製造されておらず、過去の案

件の実績から「ボ」国政府、ベニ県、パンド県においても日本製機材への期待が高いこと、ASVI

が実施している指導内容との整合性、維持管理、スペアパーツの調達面に関して、県同士の水平

協力が実施されることも期待できることから、本計画においても日本製掘削機の調達を行う。た

だしピックアップトラックに関しては、一般的に現地でも日本製の購入が可能であることから現

地あるいは日本調達とする。 

機材の維持管理にかかるスペアパーツの調達に関しては、調達後の事業の即効性・効率性、お

よび両県が将来的に実施する事業の継続性を考慮すると、一定限度のスペアパーツを調達するこ

とは妥当であると判断する。本計画では、ソフトコンポーネント実施期間および指導後 1ヵ年間

の計 2年間分のスペアパーツを調達する。 

 

（2）試験及び計測用機器（地下水調査用機材） 

電気探査器、孔内検層器、簡易水質分析器に関しては、現地で製造されていないこと、現地で

代理店を設置しているメーカーはあるものの在庫はなく受注後の輸入となることや、全ての製品

が調達できる状況にないことから、日本あるいは第三国調達（米国、EU）とする。 

揚水試験用機器に関しては、繰り返して設置や撤収等を行わなければならないことから、品質

面で優位な日本製を採用する。 

 

（3）井戸資材 

① ケーシング・スクリーン・ベントナイト・充填砂利 

井戸資材は、事業の継続性を考慮し現地流通製品を採用する。ケーシング・スクリーンはブ

ラジル工業規格を用いた製品が、現地の代理店を通して購入可能で、ストックも豊富であるこ

とから現地調達とする。またベントナイト、充填砂利に関しても、現地製品の調達可能が可能

である。 

② 水中ポンプ・発電機・ソーラーパネル 

水中ポンプ、発電機、ソーラーパネルは日本、アルゼンチン、ブラジル、イタリア、ドイツ、

英国、米国など様々な原産国のものが現地代理店を通して豊富に流通している。ただし品質が
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十分に確認できない製品も多く流通しており、調達機材の品質を確保するためには、適切な規

格によって製造されている製品を選定することが重要である。このため、現地および日本調達

とするが、日本、EU、アルゼンチン、ブラジルが適切な原産国となる。 

 表 3.2.24 調達資機材の調達国 

 資機材名 
調達国 

日本 現地 第三国 

1 井戸掘削機、掘削ツールス ●   

2 作業用工具 ●   

3 

支援車両 

・クレーン付トラック 

・給水タンク車 

・ピックアップトラック 

 

● 

● 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

4 物理探査器 ●  ● 

5 孔内検層器 ●  ● 

6 簡易水質分析器 ●  ● 

7 揚水試験機材類 ●   

8 

井戸資材 

・ケーシング、スクリーン、その他の井戸管材類 

・水中ポンプ 

・発電機 

・太陽光式水中ポンプ類 

・井戸建設用資材（ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ、CMC、充填砂利） 

 

 

● 

● 

● 

 

 

● 

● 

● 

● 

● 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.7 初期操作指導・運用指導計画 

（1）運用指導を計画する背景 

両県 UNASBVI は、地方村落の給水事情の改善を図るため、JICA による開発調査の支援を得て「水

供給 5ヵ年計画」を策定し、湧水などの表流水を利用した給水施設建設や民間委託による地下水

開発を既に実施している。しかしながら、「水供給 5 ヵ年計画」のメインとなる地下水開発に関

しては、これまで両県ともに調査や井戸建設に関する経験がないことから、今後、県直営で地下

水開発全般を運営・実施するにあたり、部署の新設や新規人材の雇用を計画している。したがっ

て「水供給 5 ヵ年計画」の効率的な実施や、両県による本計画以降の長期的な地下水開発実施に

対する持続性を確保するためには、関連機材の調達のみならず、調達する機材の操作方法、一連

の地下水開発の手段・方法を理解することが最低限必要となる。 

運用指導によって技術移転が実施される項目は次のとおりである。運用指導実施体制に関して

は、前述の図 3.2.1 に記載している。 

・ 井戸掘削技術 

・ ポンプ挿入・電気・配電 

・ 水質分析 

・ 機材整備 
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（2）運用指導の目標 

本プロジェクトの上位目標である「対象地域の地方村落の給水状況が改善され､住民の衛生環境

が改善する」を達成するためには、両県 UNASBVI が実施する井戸掘削による地下水開発や、さら

にこれらが継続的に機能する必要がある。 

このため運用指導では、両県 UNASBVI の地下水開発を含む飲料水開発能力の向上の一環として、

調達された機材を用い安全に一連の作業が実施できるようにすることを目標とする。 

 

（3）運用指導の成果 

本計画の運用指導で期待される成果は、下記の通りとなる。 

・調達された機材を利用した地下水開発能力が向上する。（「3.1.2 プロジェクトの概要」

に記述した本計画の成果②にあたる） 

 

（4）成果達成度の確認方法 

運用指導を通した成果達成度の確認はチェックシートを用いる。指導対象となる技術者に単独

で業務を実施させ、チェックシートに記載された確認項目が満足できるかどうかで達成度を把握

する。また、各段階で作成される成果品をもとに確認を行う。さらに指導終了時には最終指導報

告書を作成し、達成度を関係機関に報告するとともに、今後の技術研磨についてのアドバイスを

行うこととする。 

表 3.2.25 「井戸掘削技術」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目（案） 
安全対策 ・安全管理計画にもとづく作業体制、安全対策が施されているか 

準備工 
・必要な資材が選定され、工程どおりに運搬ができているか 
・現場が適切に整備され、泥水ピット容量、資材の配置が適切であるか 

機材の操作と掘削手順 

・工程どおりに掘削作業が実施できているか 
・掘削機の構造を理解し、適切な操作が実施されているか 
・泥水管理が実施され、試験結果に応じた対策が講じられているか 
・ビット、ロッド、ドリルカラーの選定、接続が適切で、状況に応じた回転、

荷重による掘削ができているか 
・掘削工種に応じた付帯作業が適切に効率的に実施できているか 
・ｸﾚｰﾝ車、給水車の構造を理解し、適切な操作が実施されているか 
・計画通りのｹｰｼﾝｸﾞ・ｽｸﾘｰﾝ・充填砂利数量が適切に挿入できるか 
・井戸洗浄工法が適切に選定され、実施できるか 
・揚水試験用水中ポンプを適切な位置に設置できるか 
・計画どおりの口元ｼｰﾘﾝｸﾞ、口元処理が実施できているか 

事故対策と対処 ・事故対策方法および対処方法を理解している 

撤去作業 
・効率的な撤去ができている 
・撤去後の整地が適切に実施されている 

品質管理、記録簿 
・適切な品質管理が実施され、日報、掘削ﾛｸﾞがまとめられる 
・現場における在庫管理が実施されているか 

機材の保守､定期点検 
・日常点検・整備が実施できているか 
・定期点検・消耗品の交換が適切に実施されているか 
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表 3.2.26 「ポンプ挿入・電気・配電」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目（案） 
準備工 ・必要な機材・資材が選定され、工程どおりに運搬ができているか 

井戸の仕上げ 
・適切な重量のもとｸﾚｰﾝ操作ができているか 
・水中ﾎﾟﾝﾌﾟが適切な位置に設置できるか 
・配線、制御ﾊﾟﾈﾙ設置が設置できるか 

メンテナンス ・揚水ｼｽﾃﾑが稼動しなくなった原因を理解でき、対応策が立案できるか

表 3.2.27 「水質分析」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目（案） 
サンプリング 水質分析の精度が保たれるサンプリングが実施できるか 
分析方法 調達された機材を扱い、適切な水質分析ができるか 

表 3.2.28 「機材整備」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目（案） 
整備用ﾂｰﾙｽ・ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ ・整備用ﾂｰﾙｽが適切に使用され、ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの交換ができる 

掘削機等の整備・調整 

・各ﾊﾟｰﾂに対する適切な潤滑油が選定でき、適切に交換できるか 

・油圧回路の構成を理解し、整備・調整が実施できるか 

・適切な時期に交換部品が、交換できているか 

・定期点検・交換記録簿が記述されているか 

オーバーホール ・オーバーホール項目を理解し、適切な整備が実施できるか 

 
 

（5）運用指導の活動計画（投入計画） 

各成果に対する投入計画・活動内容は次表 3.2.29 のとおりである。 
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（6）運用指導の実施リソースの調達方法 

運用指導にかかるリソースは、高度な応用力および指導能力が求められることから、調達業者

が派遣する日本人技術者とする。これらの専門技術者は OJT 形式で実施するほか、理論面からも

指導を実施する。 

また「井戸掘削技術」の担当分野に関しては、掘削作業と平行して発生する付帯作業が多項目

あること、現場作業者数が十数名におよぶこと、掘削ツールス類の多くが重量物であることから、

日本人技術者に加え現地傭人「井戸掘削助手」を配置し補助的な指導を行う体制とする。なお、

「井戸掘削助手」は井戸掘削に関する知識・技術や類似業務の経験を持った「ボ」国他県からの

経験者を想定する。 

 

（7）運用指導の実施工程計画 

運用指導期間に関して、「井戸掘削技術」担当は準備工から OJT 対象 5村落への掘削が終了する

までの期間、「ポンプ挿入、電気、配電」担当は工期の都合 4 村落分の給水施設建設が終了した時

点から 4 本のポンプ設置が完了する期間において運用指導を実施する。「機材整備」担当は 5 本の

井戸掘削がほぼ完了する時点から、「水質分析」担当は機材引渡後から運用指導を開始し、指導項

目が完了するまでの派遣となる。なお「井戸掘削技術 1」担当は、機材到着前、他県が実施する

掘削サイトにおいて両県技術者とともに視察を行い掘削手順等の指導を行う。 

 

（8）運用指導の成果品 

運用指導の成果品に関しては、表 3.2.30 に記載したとおりとする。担当分野ごとの指導テキス

トを日本人技術者が作成するほか、OJT を通した両県との協働作業の中で次の報告書を作成する。

その他、日本国側報告資料として指導の達成度を確認したチェックシートや、ソフトコンポーネ

ント実施状況報告書内や完了報告書への活動状況の記載を行う。 

 施工関連： 

施工・整備報告書、施設完成図書を作成する。 
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表 3.2.30  運用指導の実施工程計画 

▼機材引渡

開梱、調整・試運転、初期操作指導

7 ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ

6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ

20 ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ

4 ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ

9 ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ

機材整備

開梱、調整・試運転、初期操作指導

10 ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ）

4 ｸﾘﾁｮﾝ

9 ﾛﾚﾄ

6 ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ

1 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ

機材整備

1 井戸掘削技術　1
2 井戸掘削技術　2
3 ﾎﾟﾝﾌﾟ挿入・電気・配電　1
4 ﾎﾟﾝﾌﾟ挿入・電気・配電　2
5 水質分析操作

6 機材整備

（1） 井戸掘削技術助手

（2） 井戸掘削技術助手

（3） 通訳　1
（4） 通訳　2

運
用

指
導

機材調達

10

ﾍ
ﾞﾆ

県
ﾊ

ﾟﾝ
ﾄﾞ

県

7 8 91
指導期間（月）

2 3 4 5 6

国内準備

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置

 

 

（8）相手国実施機関の責務 

運用指導実施にかかる相手国実施機関の責務に関しては、「3.2.3.4 調達区分」に記載したと

おりである。 

 

3.2.4.8 ソフトコンポーネント計画 

（1）ソフトコンポーネントを計画する背景 

両県 UNASBVI は、JICA の支援による開発調査を得て「水供給 5ヵ年計画」を策定し、既に湧水

などの表流水を利用した給水施設建設の実施など同計画に沿った事業を実施している。しかしな

がら、「水供給 5ヵ年計画」の水源開発の主要なターゲットである地下水開発に関しては、両県

ともに調査や井戸建設に関する経験がないため、県直営で地下水開発全般を運営・実施するにあ

たり、部署の新設や新規人材の雇用を計画している。したがって「水供給 5 ヵ年計画」の効率的

な実施や、両県による本計画以降の長期的な地下水開発実施に対する持続性を確保するためには、

関連機材の調達のみならず、地下水開発調査、井戸掘削・仕上げ・揚水ポンプ設置技術、井戸水

理条件調査、および品質を確保するための井戸工事運営技術等、一連の地下水開発にかかる総合

的な技術指導が最低限必要となる。 

3-59



 

また「ボ」国で実施されている他県の事業実施状況、および既存給水施設の運営維持管理状況

において、①水源開発を県側、水源以降の給水施設建設を市役所が実施するシステムが機能して

おらず、効率的な施設建設が実施できていないこと、②施設建設後の村落が実施する運営維持管

理に対して、県および市役所側による料金徴収や運営面に関する指導、引渡後のモニタリングを

含めた支援体制が不十分であり、給水施設が継続的に活用されていない場合があること、③村落

住民の水・衛生に関する理解不足によって給水施設が適切に利用されていないこと等の問題点が

明らかになっている。 

このため、本協力対象事業の成果に対する持続性を確保する観点から、県・市役所および村落

間の協働体制の強化、UNASBVI 職員や市役所職員の村落に対する運営管理や衛生指導能力の強化

等、ソフト面における技術指導を実施する必要がある。 

ソフトコンポーネントによって技術移転が実施される項目は次のとおりである。 

・ 井戸工事運営管理（調達監理） 

・ 水文地質 

・ 物理探査 

・ 運営管理・衛生教育 

 

（2）ソフトコンポーネントの目標 

本プロジェクトの上位目標である「対象地域の地方村落の給水状況が改善され､住民の衛生環境

が改善する」を達成するためには、両県 UNASBVI が実施する井戸掘削による地下水開発や、村落

に対する運営維持管理指導などの飲料水供給事業が適切かつ効率的に実施され、さらにこれらが

継続的に機能する必要がある。 

このためソフトコンポーネントでは、両県 UNASBVI の地下水開発を含む飲料水開発能力が整備

され、単独で継続して開発事業を実施することが可能となることを目標とし技術指導を実施する。

また県、市が協働し CAPyS（水衛生委員会）の持続的活動を支援する体制の確立を目標とする。 

 

（3）ソフトコンポーネントの成果 

本プロジェクトおよびソフトコンポーネントを含む技術指導で期待される成果は、下記の通り

となる。あわせてソフトコンポーネントの実施体制と期待される成果の関係を図 3.2.13 に示す。 

① UNASBVI が井戸建設事業実施に必要とする資機材が整備される 【*1】 

② 調達された機材を利用した地下水開発能力が向上する 

③ 県-市-村落間の事業実施体制・村落支援体制が強化される 

④ 水衛生委員会の組織化、運営・維持管理に関する指導能力が向上する 

⑤ 住民に対する衛生指導能力が向上する 

【*1】：機材調達を実施することによる。 
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UNASBVI

調査班 井戸建設班 給水施設班 社会開発班

・地下水調査（物理探査）
・井戸調査
　（孔内検層、揚水試験）
・水質分析

・井戸掘削
・機材整備
・井戸調査
　（孔内検層、揚水試験）

・現地調査（測量）
・給水計画、設計、積算
・品質管理
・ポンプ据付　・運転指導

・関連機関調整
・CAPｙS形成支援
・運営管理支援
・モニタリング　・衛生教育

機材整備
・機材整備
・資機材保管・管理

・実施計画策定
・予算確保
・品質管理
・関連機関調整

水文地質 井戸掘削技術 ポンプ挿入・電気・配電 運営管理・衛生教育井戸掘削技術

物理探査 機材整備

水質分析

井戸工事運営管理 井戸工事運営管理 井戸工事運営管理 井戸工事運営管理

井戸工事運営管理

井戸工事運営管理

コンサルタント

調達業者

成果③、④、⑤成果②

 
図 3.2.13 技術指導実施体制図とソフトコンポーネントで期待される成果 

 

（4）成果達成度の確認方法 

ソフトコンポーネントによる指導を通した成果達成度の確認は、チェックシートを用いる。指

導対象となる技術者に単独で業務を実施させ、チェックシートに記載された確認項目が満足でき

るかどうかで達成度を把握する。また、各段階で作成される成果品をもとに確認を行う。さらに

指導終了時には最終指導報告書を作成し、達成度を関係機関に報告するとともに、今後の技術研

磨についてのアドバイスを行う。 

表 3.2.31 「井戸工事運営管理」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目 

実施計画策定 
・適切な工程が策定され、掘削・人員・予算が計画通り遂行されているか 
・環境ﾗｲｾﾝｽが取得できているか 
・村落、市役所、県間の合意事項が遂行されているか 

準備工 
・掘削ｻｲﾄの用地確保、整地が工期どおり実施されているか 
・資材の入出管理・在庫管理が適切に実施され、記録されているか 
・不足資材の購買が適時に実施されているか 

施工管理 

・品質管理計画が策定、実施されているか 
・工程計画が策定され、工期どおりの出来高が計上されているか 
・安全・衛生管理計画が策定され、安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞが実施されているか 
・労働基準に従った労務管理が実行されているか 

孔内検層 ・孔内検層を実施し、ｹｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが策定できる 

揚水試験 
・適切な揚水試験が実施でき、井戸水理定数が算出できるか 
・給水計画、井戸水理にもとづいた適正揚水量・ﾎﾟﾝﾌﾟ設置位置が策定できるか 

鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ除去装置 ・給水計画、水質分析結果から村落に応じた鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ除去装置を選定できるか 

維持管理 
・CAPｙS（水衛生委員会）に対して給水施設の運転方法を指導できる 
・定期的なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが実施でき、対応策を策定できる 

完了報告書 ・施工記録が施設ごとに完了報告書が作成され、保管されているか 
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表 3.2.32 「水文地質」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目 
孔内検層 ・孔内検層を実施し、ｹｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが策定できる 

揚水試験 
・適切な揚水試験が実施でき、井戸水理定数が算出できるか 
・給水計画、井戸水理にもとづいた適正揚水量・ﾎﾟﾝﾌﾟ設置位置が策定できるか 

調査・設計 
・現場踏査、電気探査結果から、掘削位置・掘削深度・推定揚水量・井戸構造を設計

できるか 

結果の分析 ・掘削・揚水試験結果から設計を評価でき、次の設計過程へ反映することができるか 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 
・設計過程に活用するための、調査結果および掘削結果がﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 

されているか 

表 3.2.33 「物理探査」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目 
機材の手順・操作 ・調査目的を理解し、適切な手法・操作で物理探査ﾃﾞｰﾀを入手できるか 

分析・解析 
・調査結果から分析・解析し、数値モデルを作成することができるか 
・掘削結果等から作成した数値モデルの評価を行うことができるか 

表 3.2.34 「運営管理・衛生教育」の達成度の確認項目 

項目 達成度の確認項目 
CAPyS の形成 ・村落住民との協議を通し CAPｙS（水衛生委員会）を形成することができるか 

運営方法・強化 
・CAPｙS（水衛生委員会）に対して適切な料金徴収体制を確立することができるか 
・出納帳の整備、施設の運転管理記録方法を指導できるか 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝｻｰﾍﾞｲ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
・村落の社会状況を把握し、適切に開発計画に反映できるか 
・定期的にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施し、持続的な活動を支援できるか 

関連機関との調整 
・県・市・村落間の負担区分が明記された協定を結ぶことができるか 
・協定内容どおり遅延なく施設が建設・稼動するよう調整できているか 

衛生教育 
・村落住民が衛生面における給水ｻｰﾋﾞｽの効果を理解し、適切に活用できるよう指導

できるか 

  
 

（5）ソフトコンポーネント活動計画（投入計画） 

各成果に対する投入計画・活動内容は次表 3.2.35 のとおりである。 
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（6）ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

ソフトコンポーネントにかかるリソースは、各項目ともに専門の技術や指導経験が必要となる

ため、コンサルタントが派遣する日本人技術者となる。これらの専門技術者は OJT 形式で実施す

るほか、理論面からも指導をすることが必要となり、高度な応用力および指導能力が求められる。 

また、ベニ県・パンド県 2 県において平行して業務が発生することから、「井戸工事運営管理」

担当者 1 名では対応できない部分に関し、「井戸工事運営管理補助」が「井戸工事運営管理」の

指示のもと補助的に指導を行う。「井戸工事運営管理補助」は「ボ」国他県における無償資金協

力業務経験者を想定する。 

 

（7）ソフトコンポーネントの実施工程計画 

ソフトコンポーネントの実施期間に関して、「井戸工事運営管理」担当は準備工から OJT 対象 5

村落への掘削が終了するまでの期間において指導を行う。「水文地質」担当は、機材引渡後から指

導内容が完了するまで派遣される「物理探査」担当を受け現地入りし指導を行い、4 井目の掘削

が完了する時期に再度派遣される。「運営管理・衛生教育」担当はコンサルタント契約直後に 1

回目の派遣、掘削が開始される以前に 2 回目、4 井目の掘削が完了するタイミングで 3 回目の派

遣を計画する。 

表 3.2.36 ソフトコンポーネント実施工程計画 

▼ｺﾝｻﾙ契約▼機材引渡

開梱、調整・試運転、初期操作指導

7 ｻﾝ・ﾌｱﾝ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ・ﾄﾞｩﾙｾ

6 ｻﾝ・ﾎｱｷﾝ

20 ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ・ﾃﾞ・ﾏﾆｷｨ

4 ﾌﾟﾘﾒｰﾛ・ﾃﾞ・ﾏﾖ

9 ﾗ・ｱﾙﾍﾝﾃｨｰﾅ

機材整備

開梱、調整・試運転、初期操作指導

10 ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ・ﾃﾞﾙ・ｱｸﾚ）

4 ｸﾘﾁｮﾝ

9 ﾛﾚﾄ

6 ｱﾙｶ・ﾃﾞ・ｲｽﾗｴﾙ

1 ﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺ

機材整備

1 井戸工事運営管理

2 水文地質

3 物理探査

4 運営管理・衛生教育

（1） 井戸工事運営管理補助

（2） 通訳1

（3） 通訳2

（4） 運転手1

（5） 運転手2

（6） 運転手3

10

ｿ
ﾌ
ﾄｺ

ﾝ
ﾎ
ﾟｰ

ﾈ
ﾝ
ﾄ

1 2

ﾍ
ﾞﾆ

県
ﾊ

ﾟﾝ
ﾄﾞ

県

機材調達

43
指導期間（月）

5 6 7 8 9

国内準備国内準備

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置
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（8）ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの成果品に関しては、表 3.2.35 に記載したとおりとする。担当分野ごと

の指導テキストを日本人技術者が作成するほか、OJT を通した両県との協働作業の中で次の報告

書を作成する。その他、日本国側報告資料として指導の達成度を確認したチェックシートや、ソ

フトコンポーネント実施状況報告書および、完了報告書の作成を行う。 

 施工関連： 

孔内検層結果、揚水試験結果、工程管理や品質管理等の施工報告書（月報）、施設完成図

書を作成する。 

 CAPｙS（水衛生委員会）関連： 

三者間協定書、委員会定款、運用管理、運転維持管理マニュアル、各種記録簿、モニタリ

ング報告書などが成果品となる。 

 各種調査： 

電気探査結果、現場踏査報告書、それぞれの調査結果の分析・解析報告書、およびデータ

ベースが作成される。 

 

（9）相手国実施機関の責務 

運用指導実施にかかる相手国実施機関の責務に関しては、「3.2.3.4 章 調達区分」に記載した

とおりである。 

 
3.2.4.9 実施工程 

本プロジェクトのうち無償資金協力事業の範囲となる機材調達および技術指導に関し、実施段

階ごとの役割分担表を表 3.2.37 に示す。また、業務全体の実施工程を表 3.2.38 に示す。技術移

転は OJT を通じて実施されることから、村落へのアクセスによって雨期（11 月～4 月）の影響を

受ける。このため場合によっては、前工程である実施設計期間および調達期間におけるフリー・

フロートがゼロとなるため、工程管理を適切に実施する必要がある。 

表 3.2.37 実施段階における主な分担内容 

段階 コンサルタント 調達業者 「ボ」国側 

実施設計 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約、計画内容最

終確認、入札図書作成、入札

代行、入札評価 

業者契約 銀行取極、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約、

AP 発行、入札図書承認、入

札、業者契約 

調達 
調達監理、製品検査、船積み

前検査、員数検査 

機材製作・調達、輸送・搬入、

員数検査 

輸入手続、免税・還付手続

き、保管場所の整備 

ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ／ 

運用指導 

技術指導 技術指導 技術員確保、施設建設 
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表 3.2.38 業務実施工程表 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ｿﾌﾄ
ｺﾝﾎﾟｰﾈ

ﾝﾄ

（コンサルタント契約・計画内容最終確認）

（機材仕様等のﾚﾋﾞｭｰ・入札図書作成）

（入札期間 ）

（入札・入札評価・業者契約 ） 計：3.5ヶ月

（機材製作・調達 ）

（輸送・搬入 ）

計：8.0ヶ月

（国内準備） （技術移転：ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

計：9.0ヶ月

実
施
設
計

調

達

運
用
指
導

（国内準備） （技術移転：調達業者）

計：8.0ヶ月
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3.3 相手国側分担事業の概要 

「ボ」国側は日本側の資機材調達の進捗に合わせて、迅速に以下の負担事項を遂行する必要が

ある。本計画にかかる「ボ」国側の負担事項は表 3.3.1 のとおりである。 

表 3.3.1 相手国負担事項 

項目 「ボ」国側負担事項 責任機関 

1. 一般事項  無償資金協力のｼｽﾃﾑに則った、銀行取決め（B/A）、支払授権書（A/P）

等の銀行手続きの迅速な実施 

 B/A を締結した銀行に対する、A/P の通知手数料及び支払い手数料の

負担 

 「ボ」国の環境規制及び「JICA 社会環境配慮ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」に従った社会環

境配慮の実施 

 生産物およびｻｰﾋﾞｽ提供を行う日本国民に対する、業務遂行のための

「ボ」国への入国、滞在の保証および安全の確保 

 無償資金協力によりｶﾊﾞｰされる以外の、資機材の輸送と工事に必要な

全ての費用の負担 

 「ボ」国における生産物およびｻｰﾋﾞｽの購入に課せられる関税、内国税、

その他の税に対する免税の保証 

環境・水資源省、両県

 

環境・水資源省、両県

 

環境・水資源省、両県

 

環境・水資源省 

 

両県 

 

環境・水資源省 

2. 機材調達  ボリビア国内における速やかな通関手続きと国内輸送の保証 

 ボリビア国内における関税の支払い免除 

 機材保管・修理場所の確保、整備 

 機材がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施のため正しく効果的に使用されることの保証 

 主要機材・車両にかかる損害保険への加入 

 水質試験室の確保、整備 

環境・水資源省、両県

環境・水資源省、両県

両県 

両県 

両県 

両県 

3. 技術指導  指導を受けるカウンターパート要員の配置 

 カウンターパート要員の活動に対する必要となる経費（残業、宿泊日当）

の負担 

 掘削工事・据付工事・機材整備に伴い発生する全ての費用の確保と、迅

速な購買（燃料、ｵｲﾙ、ｾﾒﾝﾄ、消耗品、安全対策品、その他日本側で調

達する資機材以外の必要資材） 

 3 者間（県、市、村落）との調整、合意の形成 

 工事に関する法的手続き、環境ライセンスの取得 

 用地取得、整地、ｱｸｾｽの確保 

 迅速な給水施設の建設 

（井戸、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、配電盤、制御建屋、塩素注入装置、配水池、送・配

水管、共同水栓、配管網への接続、配電、ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ設置、浄水装置

等） 

 その他の技術指導に伴い発生する全ての費用の確保と、迅速な購買 

（移動、運搬、その他日本側で調達する資機材以外の必要資材） 

 建設された給水施設の瑕疵責任 

 従業員、第三者の障害に対する責任 

両県 

両県 

 

両県 

 

 

両県 

両県 

両県 

両県 

 

 

 

両県 

 

両県 

両県 

4. 機材維持管理  調達資機材の定期的な点検、保守の実施 

 工具類、関連機材、スペアパーツ等の保管と管理 

 他用途への転用の厳禁 

両県 

両県 

両県 

5. 施設維持管理  村落に対するモニタリング、改善指導および支援の実施 両県  
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3.4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

（1）プロジェクトの運営・維持管理 

技術指導実施に先立ち、両県では図 2.1.2、2.1.3 のとおり、地下水開発を実施するための新組

織を立ち上げるとともに、技術者の雇用・配置を行うこととなっている。これらの技術者は、下

記の経験を持った技術者であることが望ましいが、井戸掘削や水文、地質調査に関する技術者は

「ボ」国全体でも少ないため、雇用が困難であると思われる。このため、両県では該当する技術

者を機材が引渡される 3ヶ月前までに雇用するとしているが、できるだけ早い段階で類似業務の

経験者を雇用し、ASVI や他県からの技術支援を受けることが重要となってくる。 

①井戸掘削技師 

・ 掘削経験が 5 年以上あることが望ましい 

・ 土木工事における削岩機操作経験者、あるいは重機操作（回転体）の経験者 

・ ASVI 指導による人力掘削機の操作経験者 

②溶接工（掘削現場作業者） 

・ 溶接経験者 

③地下水調査技術者 

・ 水循環・流動系を含めた地下水解析経験者が望ましい 

・ 河川や土木における水理学履修者、あるいは地質学、地球物理学履修者 

④物理探査技術者 

・ 地質調査、地下水調査を目的とした物理探査経験者が望ましい 

・ 地質学、地球物理学、あるいは物理学履修者 

また、本計画で実施される技術指導のレベルは、前述のとおり、一連の井戸掘削作業の手順・

操作を理解し安全に作業を行える段階までとなる。このため、効率的で最適な品質の井戸掘削が

可能となるまでには、無償資金協力による技術指導終了後に経験の豊富な他県からの支援を受け

ることが重要である。このためには、2011 年 12 月に終了する日本側による技術協力プロジェク

トや、「ボ」国側が主体となって継続される ASVI、サンタクルス県やオルロ県のテクニカルセン

ター、あるいは環境・水資源省などと協調し、県レベルあるいは国レベルによる両県への支援体

制を構築する必要がある。図 3.4.1 に無償資金協力後の想定される国内レベルの支援体制をまと

める。 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

▲ 機材搬入

無償資金協力

ASVI-JICA

ASVI-BOLIVIA

ｻﾝﾀｸﾙｽ県、ｵﾙﾛ県TC 「ボ」国内技術の水平展開（県レベル）

技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

「ボ」国内技術の水平展開（全国レベル）

本計画による技術指導

2012 2013

　ベニ県・パンド県に対する技術的支援体制

ベニ県・パンド県
「水供給5カ年計画」の実施

 

図 3.4.1 想定されるベニ県・パンド県に対する「ボ」国レベルの技術支援体制 
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（2）県・市による CAPyS 支援体制と給水施設の運営・維持管理 

1）県と市による CAPyS 支援体制の確立 

「ボ」国の水衛生委員会ガイドラインでは、本委員会設立のための定款には本委員会代表者

等および市代表者との連名で署名することが定められている。また、「上下水道サービス提供

利用法（Ley de 2066）」においても、市役所側は村落の給水事業の活動を評価しフォローする

義務を有している。しかしながら、実際には給水システムに問題が発生した場合に、組織能力

や予算上の制約から市だけで対応できないケースが多く、本調査においてもこのような事例が

確認された。最近の地方自治に関する法改正では、市役所による支援が困難な場合、県側も直

接村落に対する支援を実施することが可能となった。このため、給水施設建設の実施に先立ち

県 UNASBVI と市側で業務協定書を締結し、県と市及び村落の役割分担を確認し、協働して CAPyS

を支援する体制を事前に構築しておくことが重要である。 

村落の給水システムに問題が発生した場合に備え、県では市と協力し、あるいは県が直接村

落を技術的に支援するために、日頃から村落・市・県との間で村落給水システムの現状に関す

る情報共有が図られる仕組みも必要である。また、給水システムに問題が発生した際の緊急連

絡体制として、両県の村落で発達しているラジオ無線網を有効活用した、村落・市・県間の情

報伝達機構なども検討することが望ましい。 

県・市による CAPyS 支援体制の概要は図 3.4.2 の通りである。 

県　UNASBVI

市役所　DESCOM・UTIM

水衛生委員会　（CAPyS）

技術セクションDESCOM

要
請

・市への技術支援
・相互協力体制
・ドナー調整

・インベントリー調査実施
・プロジェクト形成・住民啓発
・施設の調査・設計
・CAPySの設立支援
・CAPySの運営管理指導
・CAPySの施設維持管理指導
・モニタリング・改善指導
・衛生教育の実施

持続的な活動

・CAPｙSへの技術支援
・機材更新支援
・消耗品のストック

県　UNASBVI

市役所　DESCOM・UTIM

水衛生委員会　（CAPyS）

技術セクションDESCOM

要
請

・市への技術支援
・相互協力体制
・ドナー調整

・インベントリー調査実施
・プロジェクト形成・住民啓発
・施設の調査・設計
・CAPySの設立支援
・CAPySの運営管理指導
・CAPySの施設維持管理指導
・モニタリング・改善指導
・衛生教育の実施

持続的な活動

・CAPｙSへの技術支援
・機材更新支援
・消耗品のストック

県　UNASBVI

市役所　DESCOM・UTIM

水衛生委員会　（CAPyS）

技術セクションDESCOM

要
請

・市への技術支援
・相互協力体制
・ドナー調整

・インベントリー調査実施
・プロジェクト形成・住民啓発
・施設の調査・設計
・CAPySの設立支援
・CAPySの運営管理指導
・CAPySの施設維持管理指導
・モニタリング・改善指導
・衛生教育の実施

持続的な活動

・CAPｙSへの技術支援
・機材更新支援
・消耗品のストック

 

図 3.4.2 県・市による CAPyS 支援体制 

 

2）水衛生委員会の運営維持管理能力 

県と市は協働して、村落の給水システムの運営維持管理能力を強化するために、ワークショ

ップ等により必要な組織運営面と技術面の研修を実施する必要がある。県 UNASBVI と市は、村

落住民で構成される CAPyS に対して、どのような項目をどのくらいのレベルで研修を行うかを

定めた研修計画を事前に策定し、その計画に従って本委員会の能力育成と継続的な強化を行う

よう研修を工夫する。 
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また、県は市と協働で①準備段階、②組織化段階、③実施段階、④モニタリング・評価段階

において表 3.4.1 に準じた支援計画を策定し、定期的に CAPyS の活動を評価・支援する体制を

確保する必要がある。 

水道料金の未払いの多さが CAPyS 運営の障害となるケースもあるが、CAPyS 定款には利用者

の役割と義務を定める項目があり、水料金の支払いや水の利用方法など利用者の義務について

住民の合意形成を図り、違反者に対しては村落全体により監視される仕組みを策定するなどの

工夫が必要である。 

表 3.4.1 運営維持管理支援計画（案） 

支援概要 評価指標 指標

Ⅰ 準備段階 (住民啓発活動）

1 市・村落代表者との協議
市の各戸給水施設建設や維持管理のための事業を
計画

予算獲得 市POA

2 啓発ワークショップの開催 住民が安全な水の重要性と有料性を認識 住民の意識改革 意見発表内容

4 水衛生委員会関係者の特定と支援体制構
築

UNASBVI、市など委員会に対する関係者の支援体

制の構築
関係者との協議 協議内容

Ⅱ 組織化段階　 　

1 水衛生委員会形成の必要性を啓発 水衛生委員会形成の必要性を理解 水衛生委員会形成の合意 議事録

2 水衛生委員会の規約と役割の説明 水衛生委員会設立のための手続き 設立の為の住民総会 委員会規則

3 水衛生委員会の設立 水衛生委員会ﾒﾝﾊﾞｰの選定 委員会ﾒﾝﾊﾞｰ 委員会の結成協定書

4 利用者の負担内容の説明 住民の料金支払い義務や施設使用方法への理解 住民の主体的参加 住民の発言内容

Ⅲ 実施段階　 　

1 OJTによる組織運営管理指導 組織運営方法の習得 委員会ﾒﾝﾊﾞｰの理解度 ﾏﾆｭｱﾙ、ﾁｪｯｸｼｰﾄ等

2 OJTによる施設維持管理技術指導 施設運転管理手法の習得 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの習熟度 ﾏﾆｭｱﾙ、ﾁｪｯｸｼｰﾄ等

Ⅳ モニタリング・評価段階

1 施設の運転管理状況の確認
UNASBVI、市など関係者による定期的なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ及

び必要に応じた改善
施設の運転状況 運転記録、ヒアリング

2 組織の運営状況確認
UNASBVI、市など関係者による定期的なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ及

び必要に応じた改善
組織の運営状況 委員会記録、会計資料

3 利用者の料金負担、使用状況の確認 利用者の理解度の確認及び必要に応じた改善 住民の主体的参加 住民の発言内容、会計記録

4 住民へのフィードバック 運営維持管理状況の問題点、改善策の説明 住民総会 議事録

段階

 

 

3）住民に対する啓蒙活動と衛生環境 

パンド県の No.11 ﾌﾛﾘﾀﾞのように月収が 1,000Bs と比較的高く、住民、OTB や当該市役所も給

水施設の必要性を認識にしているにも関わらず、支払意思額は 5Bs と低い例があった。また、

市側から指摘された既存給水システムに係る問題としても、技術的、予算的な問題と共に、住

民から水料金を徴収することの困難さが指摘された。この一因として、水に対する衛生概念の

欠如があるものと思われる。衛生的な水を活用することで、日常の生活にどのような利益がも

たらされるのか、家族全員が体験を通して学ぶことが衛生的な水にかかる意識改革を誘発する

には不可欠である。 

その為には、県・市と共に診療所や学校などの協力を求め、図 3.4.3 のように CAPyS の中に

衛生部会を創設する必要がある。村落住民が合意した村落衛生環境改善計画を策定し、実施す

ることで水料金支払いに値する以上の「目に視える効果」を住民が確認できるようにし、住民

に対して給水施設のオーナーシップ意識を持たせることが持続的な運営に重要である。また、

人的資源の発掘として、適切な村落リーダーの選定や育成が重要となる。 

このため県は市と協働で①準備段階、②組織化段階、③実施段階、④モニタリング・評価段

階において表 3.4.2 に準じた衛生教育計画を策定し、定期的に CAPyS および村落の活動を評価・

支援する体制を確保する必要がある。 
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同調【CAPｙS】

経理書記 オペレーター

利用者総会

理事

会長

副会長

衛生部

・学校
・診療所

　　　　【村落既存組織・機関】

・OTB（村落行政組織）
・学校委員会
・母親ｸﾞﾙｰﾌﾟ
・生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ
・共同組合　等

 
図 3.4.3 CAPｙS を中心とした村落の組織体制（案） 

表 3.4.2 衛生教育計画案（案） 

支援概要 評価指標 指標

Ⅰ 準備段階 (住民啓発活動）

1 市・村落代表者との協議 市の各戸給水施設建設や維持管理のための事業を計画 予算獲得 市POA
2 啓発ワークショップの開催 住民が衛生改善における安全な水の重要性と有料性を認識 住民の意識改革 意見発表内容

3 男女各1名の住民リーダー選出 衛生改善活動を始めるに際してグループ形成の重要性を理解 リーダーの選出 リーダー任命

4 衛生改善関係者の特定と支援体制構築 水衛生委員会など住民に対する関係者の支援体制の構築 関係者との協議 協議内容

Ⅱ 組織化段階 　

1 グループ形成の必要性を啓発 グループ形成の必要性を理解 グループ形成の合意 議事録

2 水衛生委員会の規約と役割の説明 水衛生委員会設立のための手続き 設立の為の住民総会 委員会規則

3 衛生改善グループの規約と役割の説明 衛生改善グループなど住民グループの形成 住民の主体的参加 グループ内規

4 第1回基礎衛生セミナーの実施 セミナー使用教材、研修内容、参加者など 住民の主体的参加 研修報告書

Ⅲ 実施段階 　

1 第1回OJT実地型研修の実施 住民の主体性を尊重した、住民ニーズにあった改善テーマ 住民の主体的参加 活動報告書

村落レベルの衛生環境整備

各住民個人レベルの衛生環境改善

Ⅳ モニタリング・評価段階

1 住民の主体的な評価活動 住民による改善活動とその結果の評価 住民の主体的参加 活動報告書

2 第2回以降の衛生改善活動テーマの決定 評価結果と関係者のアドバイスに基づいた次回改善テーマ 住民の主体的参加 議事録

3 活動テーマの計画・実施・評価の実施 住民と市など関係者による定期的なモニタリング 住民の主体的参加 活動報告書

4 他集落への普及活動の実施 住民プロモーターによる周辺村落への衛生改善効果の普及 住民の主体的参加 活動報告書

段階

 

 

4）生産性向上に向けた取り組み 

「3.2.2.2 対象村落の選定と優先度の策定」でも記述したとおり、村落の世帯あたりの平均

月収が 750Bs を下回り、支払意思額も 10Bs に満たない村落も本調査で確認されている。現金収

入源の確保は村落の水道事業の持続性に大きな影響を与えることから、水道事業活動を契機と

し表 2.2.12 に示したような生産性向上活動が開始されることが期待される。 

既に No.19 ﾋﾞｼﾞｬ・ｺﾞﾝｻﾞﾚｽでは野菜を、No.20 ｴﾙ・ｶﾙﾒﾝ･ﾃﾞ･ﾏﾆｷｨでは手工芸を販売するなどの

生産性活動が NGO などが中心となり開始されているが、今後はより積極的な活動が求められる。 
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3.5 プロジェクトの概略事業費 

3.5.1 協力対象事業の概略事業費 

 

 

 

 

 

 

 

（1）日本側負担経費 

 

 

 「施工・調達業者契約認証まで非公表」 

 

 

 

 

          

（2）「ボ」国側負担経費（概算） 約 28.22 百万ボリビアーノス （約 363 百万円） 

      ×1,000,000Bs

  

1 2 3 4 5:（1+2+3+4） 
還付 

（付加価値税、取引税）

（現地調達分） 

UNASBVI 
人件費 

日本側支援分

施設建設費 

（県負担分） 

日本側支援分   

施設建設費 

（市負担分） 

合計 

ベニ県負担事業費（日本側支援対象分のみ）    
3 年次 Bs0.48 Bs1.04 Bs1.10 Bs1.84 Bs4.46  約 57 百万円

4 年次 － Bs1.04 Bs2.56 Bs2.84 Bs6.44  約 83 百万円

5 年次 － Bs1.04 Bs1.70 Bs2.06 Bs4.80  約 62 百万円

合計 Bs0.48 Bs3.12 Bs5.36 Bs6.74 Bs15.70  約 202 百万円

パンド県負担事業費（日本側支援対象分のみ）   

3 年次 Bs0.36 Bs1.04 Bs0.96 Bs1.40 Bs3.76  約 48 百万円

4 年次 － Bs1.04 Bs2.59 Bs3.34 Bs6.97  約 90 百万円

5 年次 － Bs1.04 Bs0.24 Bs0.51 Bs1.79  約 23 百万円

合計 Bs0.36 Bs3.12 Bs3.79 Bs5.25 Bs12.52  約 161 百万円
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（3）積算条件 

① 積算時点  ：平成 22年 10 月 

② 為替交換レート  ：1 US$ ＝ 89.91 円 

 ：1 ボリビアーノス（Bs） ＝ 12.89 円 

③ 施工・調達期間 ：実施設計、機材調達の期間は、施工工程に示したとおり。 

④ その他 ：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて実施した。 

 

3.5.2 運営・維持管理費 

（1）ベニ県・パンド県の運営維持管理費 

調達される井戸掘削機および支援車輌、調査用機材の日常的な点検、小整備のような日常保全

については、通常の作業内において掘削技師や助手等が実施するものとする。これに必要となる

費用は、井戸ごと掘削費の中に含んでいる。また、定期的な点検やオーバーホールのような定期

保全は、通常 3年ごとに実施されるが、これにかかる費用は約 47 万 Bs（600 万円）と見積もられ

る。 

 
（2）対象村落の運営維持管理費 

給水施設の運転維持管理に関しては、CAPyS が実施することになる。運転維持管理にかかる費

用としては、発電機のための燃料、電気使用料、塩素、オペレーター人件費、設備メンテナンス、

設備更新費（積立）およびその他の費用（開発調査で策定された試算を基準とした）である。あ

わせてこれらの費用を捻出するために必要となる水道料金を表 3.5.1 のとおり算出した。住民の

支払意思額や平均月収を基準とした支払可能目安額も併記する。以下にこれらの費用に関する算

出条件を示す。 

【算出条件】 

 人口規模の大きいベニ県 No.6 ｻﾝ･ﾎｱｷﾝ、パンド県 No.1 ﾌﾟｴﾙﾄﾘｺ、No.10 ｱﾊﾞﾛｱ（ﾍﾟﾙﾗ･ﾃﾞﾙ・

ｱｸﾚ）に関しては、1 井では全ての人口に対する水源量を確保できないことから、計画揚水

量をもとに 400 世帯（2,000 人）に対する給水事業を実施すると仮定して算出した。 

 設備メンテナンス費は、発電機などの電源や水中ポンプの定期整備や消耗品の交換を想定

した。 

 設備更新費は、発電機などの電源や水中ポンプの耐用期間を 10年として算出した。 

 水道料金が支払い意思額や目安額を超えるような場合に関しては、市役所による設備更新

費の補助（75％）を受けることを想定し、設備更新費を 50Bs/月と設定した。 

 その他の費用は、事務費や燃料を確保するための交通費（必要な村落のみ）を想定した。 

 

これらの水道料金の設定は、最終的には住民側との協議で決定されることになる。ただし算出

した水道料金に関わらず不測の事態に対する予備費用や、将来的に各戸給水へ拡張するための費

用等を考慮して可能な範囲で高めの水道料金（15Bs程度）の設定が望ましいと考えられる。
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3.6 協力対象事業実施にあたっての留意事項 

PDM の前提条件で記載したように、協力対象事業の円滑な実施に大きく影響される事項として

は次の事項が挙げられる。 

① 機材が適切な時期に調達される 

機材の調達工程に大きく影響を与える要素として、通関・免税手続きや、気象・アクセスの

影響で輸送工程がおくれる場合等が想定される。このため、両県および環境・水資源省が責任

もって迅速に通関・免税手続きを実施すること、調達業者が想定される遅れを排除するために、

適切な情報収集を行い代替策をあらかじめ検討しておく必要がある。 

② 適切な技術者が適切な時期に配置される 

限られた工期内で指導の成果を出すためには、適切な技術を持った技術者が指導開始前には

確実に確保されている必要がある。雇用が困難な場合には、ASVI や他県からの指導をあらかじ

め受講し、一定レベルの技術力が確保されている必要がある。 

③ 技術指導を受けるための活動予算が確保される 

本計画の技術指導は OJT となるため、施設建設費用をはじめ、カウンターパートの活動費用

が十分に確保されている必要がある。 

④ 気象・アクセス条件が急激に悪化しない 

対象地域の気象・アクセス条件によっては、実施段階において指導工程や対象村落を変更す

るなどの措置をとることも想定されている。また、最悪の場合には掘削機等の車輌が移動不可

能になるような事態も考えられるため、気象・アクセス等の情報管理は適切に行われる必要が

ある。 

⑤ 適切な時期に給水施設が建設される 

指導内容には給水施設の建設が条件となる項目も含まれるため、県あるいは市側による給水

施設建設が井戸掘削後速やかに実施される必要がある。 

⑥ 住民側が積極的に参加する 

本計画の実施は住民側の積極的な参加やオーナーシップの発現が不可欠である。このため、

衛生教育や啓発活動を適切に実施し、住民からの給水事業への理解を求める必要がある。 
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第 4章 プロジェクトの評価 

4.1 プロジェクトの前提条件 

4.1.1 事業実施のための前提条件 

本事業を実施するにあたり前提となる事項は次の通りである。 

 

① 機材が適切な時期に調達される 

本計画による技術指導は調達した機材を活用した OJT で実施されるため、機材調達の大幅な

遅れは、指導工期、内容に大きな影響を与えることになる。機材の調達工程に大きく影響を与

える要素としては、通関・免税手続きや、気象・アクセスの影響で輸送工程が遅れる場合等が

考えられる。 

② 適切な技術者が適切な時期に配置される 

限られた工期内で指導の成果を出すためには、適切な技術を持った技術者が指導開始前には

確実に確保されている必要がある。 

③ 技術指導を受けるための活動予算が確保される 

技術指導のための日本側の協力内容は指導要員の派遣のみであることから、カウンターパー

トが実施する掘削工事、地下水調査、運営維持管理指導等にかかる費用は「ボ」国側の負担と

なる。多くの指導項目は OJT で実施することから、移動や手当等の活動予算の確保が事業実施

における前提条件となる。 

④ 気象・アクセス条件が急激に悪化しない 

対象地域の気象・アクセス条件によっては、実施段階において指導工程や対象村落を変更す

るなどの措置をすることも想定されている。また、最悪の場合には掘削機等の車輌が移動不可

能になるような事態も考えられる。 

⑤ 適切な時期に給水施設が建設される 

指導内容には給水施設の建設が条件となる項目も含まれるため、県あるいは市側による給水

施設建設が井戸掘削後速やかに実施される必要がある。 

⑥ 住民側が積極的に参加する 

本計画および技術指導の実施にあたっては、住民側の積極的な参加やオーナーシップの発現

が不可欠である。 

 
4.1.2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

本プロジェクトを実施するにあたり前提となる事項は次の通りである。 

 

① 県の政策が変化しない（上位目標） 

本プロジェクトの上位目標である「対象地域の村落給水が整備され､住民の衛生環境が改善す
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る」を達成するためには、県開発計画にも重点政策として掲げられている村落部の給水サービ

スの改善・普及率の拡張が、将来に渡って継続的に実施される必要がある。 

② 県・市の給水セクターヘの予算が確保される 

「水供給 5 ヵ年計画」やその後実施される事業の推進のためには、ベニ県、パンド県の事業

実施にかかる井戸掘削費、機材の維持管理費、技術者の人件費、モニタリング費等の必要経費

が適切に確保される必要がある。また、同様に給水施設建設を分担する市役所も建設費などの

必要予算を確保する必要がある。 

③ 県・市間の協力体制が維持される 

CAPyS の持続的な給水事業の運営をサポートするためには、給水施設建設後に県と市が協働

でモニタリングを実施し改善指導を行う必要がある。 

④ 技術指導を受けた技術者が継続的に雇用される 

「水供給 5 ヵ年計画」やその後に引き続いて実施される地下水開発事業の推進のためには、

組織全体の事業実施能力を維持する必要がある。このためには技術指導を受けた技術者が継続

的に雇用されることが重要である。 

⑤ 関連機関からの技術的支援を受ける 

本計画で実施する技術指導は、両県が実施する「水供給 5 ヵ年計画」を円滑に立ち上げるこ

とが目的であることから、効率的・効果的で適切な品質を持った事業を実施するためには、日

本側の協力終了後も「ボ」国内リソースによる技術的支援を受けることが必要である。 

 

4.2 プロジェクトの評価 

4.2.1 妥当性 

次の内容から、本プロジェクトを我が国の無償資金協力で実施することの意義は大きく、その

妥当性は高いと判断する。 

① 国家および県開発計画との整合性 

中央政府では「国家開発計画（2006～2010 年）」を策定し、「人として尊厳のある生活の回

復」を国家重点政策の一つとして取り上げ、上下水道セクターへの開発を推進することとして

いる。環境・水資源省では、この国家政策を具体化するために、「国家基礎衛生計画（2008～

2015 年）」を策定し、村落部の給水普及率を 50.3％（2007 年）から 2015 年までに 80％まで向

上させるとしている。またベニ県およびパンド県が策定したそれぞれの県開発計画においても、

村落部の給水サービスの改善・普及率の拡張が重点課題として取り上げられており、同セクタ

ーへの支援の必要性は高い。 

② 緊急性および貧困・ジェンダーへの配慮 

ベニ県およびパンド県の貧困率（基礎的ニーズの非充足度）は、それぞれ 76.1%、72.5%と全

国水準から比較してかなり高い傾向にある。更に、村落部における給水率においても、ベニ県

4-2



 

が 9％、パンド県が 13％と全国で最も低い水準となっている。また、安全な飲料水にアクセス

できない両県の住民は、河川、湖、沼、浅井戸等の衛生的でない水源を利用しており水因性疾

患の蔓延や高い乳幼児死亡率の原因となっているほか、飲料水を確保するための水汲み労働は

主に婦女子の役割となっている。 

本プロジェクトは「安全な水へのアクセス率」が改善されるだけでなく、現在実施中の技術

協力プロジェクトによる支援をとおして生活の質の改善をも図られることから、その重要性お

よび緊急性は非常に高い。 

③ 日本の技術を用いる必要性・優位性 

同国で過去に実施された 3 つの地下水案件では、日本製の井戸掘削機や調査用機材が調達さ

れるとともに、日本人による技術移転が実施された。いずれの案件も「ボ」国内の評価は高く、

本プロジェクトにおいても日本製機材への期待が非常に高い。また技術協力プロジェクトにお

いても、これらの機材を活用した維持管理、調査・分析手法が指導されているなど、日本の技

術を用いる必要性や優位性は高い。 

④ 実施の可能性と持続可能な体制の構築 

ベニ県およびパンド県では表流水を活用した給水事業は実施しているものの、地下水開発は

初めての経験となる。しかし、無償資金協力や技術協力プロジェクトによる技術指導を実施す

ることで、両県の運営能力向上は可能であり、さらに「ボ」国内のリソースを活用した支援体

制を構築することで持続性のある事業が展開されることが期待できる。また、県および市が協

働した村落への支援体制を構築することで、持続的な給水サービスが実施されることも期待で

きる。 

⑤ 環境面への配慮 

社会環境面に関しては、環境ライセンスの取得など法的手続きを行うことや、ステークホル

ダーに対する通知・説明等が必要となるものの、これらの措置が適切に実施されれば、社会環

境に大きな影響は与えない。また自然環境面では、本プロジェクトで掘削される井戸が深井戸

であることや、必要揚水量も少ないことから地下水、表流水、水質汚濁、地盤沈下に対し大き

な影響を与えることは考えにくく、また施工時の対策を十分に講じることで環境への負の影響

は生じないと判断できる。 

 
4.2.2 有効性 

次の内容から、本プロジェクトを我が国の無償資金協力で実施することの意義は大きく、その

有効性が見込まれる。 

 
（1）定量的効果 

本プロジェクトの直接裨益人口がベニ県では 1.1 万人、パンド県では 1.6 万人となる。現状の

給水普及率からの増加を考慮すると本プロジェクトにおける定量的効果は表 4.1.1 の通りとなる。 
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表 4.1.1 定量的効果 

指標名 基準年（2009 年） 
目標値（2014年） 

【協力対象事業建設完了時】

給水普及率 （ベニ県） 40.7% 43.9% 

給水普及率 （パンド県） 42.4％ 66.6% 

 
 
（2）定性的効果 

本プロジェクトにおける定性的効果は次の通りである。 

① 両県 UNASBVI の組織運営能力が強化される 

両県 UNASBVI の地下水開発能力が強化されることで「水供給 5 ヵ年計画」が実施可能となり、

年間 10 本程度の井戸掘削が継続的に行われる。 

② 村落への支援体制が強化される 

県、市の協働による村落への支援体制が強化され、持続的な水道事業の運営が可能となる。 

③ 村落衛生・労働環境が改善される。 

安全で安定した飲料水が供給されることで、水因性疾病罹患率や、女性や子供による水汲み

労働時間が低減される。 
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